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１．計画の概要 

（１）背景 

耐震改修促進計画とは、地震による建築物の倒壊等の被害から住民の生命等を保護するため、町

内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本方針や施策方針、耐震化の目標等を定

めるものです。 

本計画策定の背景は平成７年の阪神・淡路大震災に

あります。この地震では、昭和 56 年 5 月 31 日ま

での建築確認において適用されていた耐震基準（以

下、「旧耐震基準」という。）で建てられた建築物に

大きな被害が出ました。耐震診断を行い、耐震性が不

足している場合は、耐震改修を進めることにより、大

地震による被害を大幅に軽減することが可能となり

ます。このため、平成７年 12 月に「建築物の耐震改

修の促進に関する法律」(以下、「法」という。)が施

行されました。 

近年では平成 16 年の新潟県中越地震、平成 17 年

の福岡県西方沖地震、平成 19 年の能登半島地震、新

潟県中越沖地震、平成 23 年の東日本大震災、平成

28 年の熊本地震、令和６年の能登半島地震など大型の地震が頻発し、度重なる大きな被害に見舞

われており、いつどこで大地震が発生してもおかしくない状況にあるとの認識が広がっています。 

この間、国においては、東海地震や東南海・南海地震など、今後、甚大な被害をもたらす大規模

地震が切迫しているとの指摘等を背景として、想定される被害を未然に防止するためには、耐震改

修促進の強化を図る必要があるとして、平成 18 年１月に法を改正しました。 

この改正法に基づき、建築物の耐震化を促進するための国の基本方針が示され、都道府県におい

ては、基本方針に基づく都道府県の耐震改修促進計画の策定が義務化され、市町村においては、国

の基本方針や県の計画を勘案して、耐震改修促進計画の策定に努めることとされました。 

市区町村における耐震改修促進計画の策定状況は、令和６年４月現在、全国では 99%ですが、県

内では 93％にとどまっています。また、耐震診断や耐震改修に係る補助制度の整備状況も全国平

均を下回っています。 

 

表 市町村の耐震改修促進計画の策定状況（令和６年４月１日現在） 

 市町村 

総数 

耐震改修促進計画策

定済 

耐震診断に係る補助

制度の整備状況 

耐震改修に係る補助

制度の整備状況 

全国 1,741 1,720（99％） 1,484（85％） 1,494（86％） 

鹿児島県 43 40（93％） 23（53％） 22（51％） 

 

  
資料：国交省ＨＰ(地方公共団体における耐震改修促進計画の策定予

定及び耐震改修等に対する補助制度の整備状況) 

出典：国交省 HP(耐震改修促進法 H25 改正) 

図 阪神・淡路大震災の被害の状況 
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平成 25 年施行の改正法では、要緊急安全確認大規模建築物（不特定多数の方が利用する大規模

建築物等）及び要安全確認計画記載建築物（都道府県又は市町村が指定する避難路沿道建築物、都

道府県が指定する防災拠点建築物）の所有者に対し、耐震診断を実施し、その診断結果の報告を義

務付け、所管行政庁がその結果を公表することとしています。また、耐震改修を円滑に促進するた

めに、耐震改修計画の認定基準緩和により、対象工事が拡大され新たな改修工法も認定可能となり、

容積率や建ぺい率の特例措置が講じられました。 

区分所有建築物については、耐震改修の必要性の認定を受けた建築物について、大規模な耐震改

修を行おうとする場合の決議要件が緩和されました。（区分所有法における決議要件が３／４以上

から１／２超に）。さらに、耐震性に係る表示制度を創設し、耐震性が確保されている旨の認定を

受けた建築物について、その旨を表示できることになりました。 

平成 31 年施行の改正法では、耐震診断が義務付けられた避難路沿道建築物に付属するブロック

塀等について、建物本体と同様に、耐震診断の実施及び診断結果の報告が義務付けられました。 

 

図 耐震改修促進法改正の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国交省 HP(建築物の耐震改修の促進に関する法律等の改正概要) 
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なお、市町村耐震改修促進計画については、おおむね以下に掲げる事項を定めるものとされ、計

画を定めたときは公表することが義務付けられています。 

 

市町村耐震改修促進計画で定める事項(耐震改修促進法第６条) 

１.建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標 

２.建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策に関する事項  

３.建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に関する事項  

４.建築基準法第十条第一項から第三項までの規定*による勧告又は命令その他建築物の地震に

対する安全性を確保し、又はその向上を図るための措置の実施についての所管行政庁との連

携に関する事項 

   * 特定行政庁が行う保安上危険な建築物等に対する措置についての規定 

５.その他、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関し必要な事項  

 

（２）計画の目的 

法や平成 19 年７月に策定された「鹿児島県建築物耐震改修促進計画（以下、「県計画」という。）」

では、市町村においても国の基本方針及び県計画を勘案し、市町村耐震改修促進計画の策定に努め

ることとされています。 

本計画では、安心・安全なまちづくりを推進するため、昭和 56 年 6 月 1 日以降の建築確認にお

いて適用されている耐震基準（以下、「新耐震基準」という。）施行以前に建築された既存建築物

の地震に対する安全性向上を計画的に促進していくことを目的としています。具体的には、住宅・

建築物の耐震化促進により、地震による死者数・経済被害を最小限に押さえるとともに、地震時の

避難路を確保することにより、安全の確保、生活支援をスムーズに行い、同時に仮設住宅建設やが

れきの除去等、早期の復旧・復興を目指します。 

 

（３）計画の位置づけ 

本計画では、平成 25 年 11 月に改正施行された法第６条第１項の規定のとおり、県計画に基づ

き、本町の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための計画を定めます。また、町

の総合振興計画や地域防災計画を上位計画とします。また、喜界町地域強靱化計画も参照します。 

 

図 計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

建築物の耐震改修の 
促進に関する法律 

鹿児島県建築物 
耐震改修促進計画 

第６次喜界町総合振興計画 

喜界町地域防災計画 

 
喜界町建築物耐震改修促進計画 

国の基本方針 

喜界町地域強靱化計画 
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（４）計画期間 

国の基本方針の耐震化目標年や県計画の計画期間、住生活基本計画（全国計画及び鹿児島県計画）

における成果指標を考慮し、本計画では、令和８年度から令和 17 年度の 10 年間を計画期間とし

ます。 

 

（５）計画の対象 

本計画では建築物のうち、以下に定める住宅及び特定既存耐震不適格建築物の耐震化を促進します。 

 

①住宅 

戸建て住宅、長屋、共同住宅を含む全ての住宅を対象とします。 

 

②特定既存耐震不適格建築物 

以下のａ～ｃの建築物を対象とします。 

 

表 a．多数の者が利用する建築物(法第 14 条第１号建築物)  

法 
政令第６条 

第２項 
用途 規模 

第

14

条 

第

１

号 

第１号 幼稚園、幼保連携型認定こども園、保育所 階数２以上かつ 500 ㎡以上 

第２号 

学校 小学校、中学校、中等教育学校の前期課程若しくは特

別支援学校 

階数２以上かつ 1,000 ㎡以上 

※屋内運動場の面積を含む 

老人ホーム、老人短期入所施設、福祉ホームその他これらに類す

るもの 
階数２以上かつ 1,000 ㎡以上 

老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその

他これらに類するもの 

第３号 

学校 第２号以外の学校 

階数３以上かつ 1,000 ㎡以上 

ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設 

病院、診療所 

劇場、観覧場、映画館、演芸場 

集会場、公会堂 

展示場 

卸売市場 

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 

ホテル、旅館 

賃貸住宅（共同住宅に限る。）、寄宿舎、下宿 

事務所 

博物館、美術館、図書館 

遊技場 

公衆浴場 

飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他こ

れらに類するもの 

理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業

を営む店舗 

工場（危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物を除く） 

車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築

物で旅客の乗降又は待合の用に供するもの 

自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のため

の施設 

保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物 

第４号 体育館（一般公共の用に供されるもの） 階数１以上かつ 1,000 ㎡以上 
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表 b．危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物(法第 14 条第２号建築物) 

法 
政令 

第７条
第２項 

危険物の種類 数量 

第
14
条
第
２
号 

第１号 火薬類 

火薬 10 トン以上 
爆薬 ５トン以上 
工業雷管若しくは電気雷管又は信号雷管 50 万個以上 
銃用雷管 500 万個以上 
実包若しくは空包、信管若しくは火管又は電気導火線 ５万個以上 
導爆線又は導火線 500 キロメートル以上 
信号炎管若しくは信号火箭又は煙火 ２トン以上 

その他火薬又は爆薬を使用した火工品 

当該火工品の原料となる火
薬又は爆薬の区分に応じ、
それぞれ火薬・爆薬に定める
数量 

第２号 消防法第２条第７項に規定する危険物 

危険物の規制に関する政令
別表第３の類別の欄に掲げ
る類、品名の欄に掲げる品
名及び性質の欄に掲げる性
状に応じ、それぞれ同表の
指定数量の欄に定める数量
の 10 倍の数量 

第３号 
危険物の規制に関する政令別表第４備考第６号に規定する可燃性固
体類 

30 トン 

第４号 
危険物の規制に関する政令別表第４備考第８号に規定する可燃性液
体類 

20 立方メートル 

第５号 マッチ 300 マッチトン 
第６号 可燃性のガス（第７号、第８号に掲げるものは除く） ２万立方メートル 
第７号 圧縮ガス 20 万立方メートル 
第８号 液化ガス 2,000 トン 

第９号 
毒物及び劇物取締法第２条第１項に規定する毒物（液体又は気体のも
のに限る） 

20 トン 

第 10 号 
毒物及び劇物取締法第２条第２項に規定する劇物（液体又は気体のも
のに限る） 

200 トン 

マッチトン：マッチの計量単位。１マッチトンは、並型マッチ(56×36×17mm)で 7,200個、約 120kg 

 

c.通行障害既存耐震不適格建築物(法第 14 条第３号建築物) 

地震によって倒壊した場合において、その敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避

難を困難とするおそれがある建築物（都道府県または市町村が指定する緊急輸送道路等の避難路沿

道建築物であって一定の高さ以上のもの） 

 

図 倒壊時に通行障害となる要件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③町有建築物（公共建築物） 

不特定の者が利用する建築物を対象とします。（消防分団車庫、倉庫、便所、旧学校施設・旧幼

稚園で倉庫として使用されているものなどは除く。）  

●道路幅員が 12ｍ以上の場合          ●道路幅員が 12ｍ未満の場合 

道路境界からＸｍ離れた地点の高さが

（Ｌ／２＋Ｘ）ｍを超える建築物 

道路境界からＸｍ離れた地点の高さが

（６＋Ｘｍ）を超える建築物 
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参考：国土交通省による基本方針の概要（令和７年７月 17 日改正） 

 

１ 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関する基本的な事項 

・住宅・建築物の所有者等が、自らの問題・地域の問題として意識をもって取り組むことが不可欠。

国及び地方公共団体は、こうした取り組みをできる限り支援。また、平常時の利用者の安全確保だ

けでなく、災害時の拠点施設としての機能確保の観点からも公共建築物の耐震性確保が求められる

との認識のもと、強力に公共建築物の耐震化の促進に取り組むべき。基準適合認定建築物の表示を

活用。 

・地方公共団体は、所有者等に対する耐震診断及び耐震改修に係る助成制度等の整備や耐震改修促進

税制の普及、耐震診断義務付け対象建築物に対する重点的な予算措置などに加え、高齢者向けリバ

ースモーゲージ型住宅ローン等の耐震改修に関する融資制度の普及、省エネ改修やバリアフリー改

修の機会を捉えた耐震改修、段階的な耐震改修の実施等に関する取組を位置づけ。 

・地方公共団体及び関係団体は、昭和 56 年の耐震基準導入以降で平成 12 年より前に建築された木造

住宅について、耐震性能検証の実施に努めるよう促すこと。 

・耐震改修等の相談窓口設置、情報提供の充実、専門家・事業者の育成及び技術開発、ブロック塀の

倒壊防止、窓ガラス、天井等の非構造部材の脱落防止、地震時のエレベーター内の閉じ込め防止対

策。 

２ 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標の設定に関する事項 

・令和 17 年までに耐震性が不十分な住宅を、耐震診断義務付け対象建築物のうち要緊急安全確認大

規模建築物については令和 12 年までに、要安全確認計画記載建築物については早期にそれぞれ耐

震性が不十分なものをおおむね解消することを目標とする。 

３ 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項 

・耐震関係規定に適合しない部分を完全に適合させることが困難な場合など、建築物の所有者等は、

技術指針事項に基づいて耐震診断を行い、その結果に基づいて必要な耐震改修を行うべき。 

４ 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に関する基本的な事項 

・地震防災マップ等を活用した情報提供、町内会等を通じた啓発・普及等を推進。 

・地方公共団体による耐震改修の有効性の啓発及び普及や、要安全確認計画記載建築物のうち緊急輸

送道路・避難路沿いの建築物の耐震化の状況を記載した地図の作成及び活用の普及。 

５ 都道府県耐震改修促進計画の策定に関する基本的な事項等 

・想定される地震の規模、被害の状況、建築物の耐震化の現状等を勘案し、目標を定める。 

・都道府県は、耐震化の進捗状況や新たな施策の実施等にあわせて、適宜、都道府県耐震改修促進計

画の見直しを行うことが望ましい。 

・通行障害既存耐震不適格建築物の敷地に接する道路に関する事項を提示。 

・相談窓口の設置、パンフレットの配布、講習会の開催、情報提供等に係る事業について定めること

が望ましい。特に、地震防災マップの作成及び相談窓口の設置は、都道府県内の全ての市町村にお

いて措置されるよう努めるべき。 

６ 市町村耐震改修促進計画の策定に関する基本的な事項 

・耐震化の進捗状況や新たな施策の実施等にあわせて、適宜、市町村耐震改修促進計画を見直し。 

・都道府県耐震改修促進計画の目標を踏まえ、各市町村において想定される地震の規模、被害の状況、

建築物の耐震化の現状等を勘案し、目標を定めることを原則とする。 

・都道府県及び市町村において、要緊急安全確認大規模建築物及び要安全確認計画記載建築物それぞ

れについて、地域の実情に応じて目標を定める。 
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参考：鹿児島県建築物耐震改修促進計画の概要（令和８年３月改定） 

計画期間 令和８年度から令和17年度 

耐震改修等

の目標 

(1)住宅 

令和17年までに耐震性が不十分な住宅をおおむね解消することを目標として、耐震化

の促進に取り組む。 

(2)多数の者が利用する建築物 

令和17年までに耐震性が不十分な多数の者が利用する建築物をおおむね解消するこ

とを目標として、耐震化の促進に取り組む。 

特に耐震診断義務付け対象建築物については、地震発生時の被害を軽減し、建築物

の機能を確保するため早急な耐震化の促進が必要であることから、令和12年までに耐

震性が不十分な耐震診断義務付け対象建築物をおおむね解消することを目標とし

て、耐震化の促進に取り組む。 

建 築 物 の 耐

震診断及び耐

震 改 修 の 促

進 を図 るため

の施策 

（抜粋：耐震化関連の

み） 

○ 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策 

(1)民間建築物及び公共建築物の耐震化促進、公共建築物の耐震化の状況について情

報を公開。 

(2)地震発生時に通行を確保すべき道路を指定し、通行障害既存耐震不適格建築物の

耐震化を啓発。 

(3)耐震診断及び耐震改修の促進を図るための支援策 

・相談体制の整備及び情報提供 

・耐震診断及び耐震改修に係る専門技術者の育成 

・耐震診断義務付け大規模建築物の耐震化の促進 

・住宅の耐震化の促進（市町村が国の補助制度を活用して耐震改修工事費の一部を

助成する場合、県が上乗せ補助を実施） 

・ブロック塀等の安全確保対策 

(4)地震時の建築物の総合的な安全対策に関する事業 

・エレベーター、エスカレーター、非構造部材、給湯設備の地震対策の推進 

・地震に伴うがけ崩れ等による建築物の被害の軽減対策 

・宅地の耐震化 

・密集住宅市街地の耐震性の向上 

(5)住宅の所有者が耐震改修を行う際に仮住居の確保が必要となる場合、特定優良賃

貸住宅の空き家を活用できる。 

○ 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及 

(1)被害予測調査及び地震防災マップの作成・公表 

(2)相談体制、情報提供の充実及びリフォームに併せた耐震改修の誘導 

(3)パンフレットの配布、セミナー・講習会及び家具の転倒防止対策の推進 

(4)自治会等との連携に関する事項 

(5)高齢者向けリバースモーゲージ型住宅ローンの活用 

(6)木造住宅の耐震性能検証法に関する事項 



１．計画の概要  

 

8 

参考：第６次喜界町総合振興計画（令和４年３月策定）  

計画期間 令和２年度から令和13年度 

将来像 「子や孫の世代が住んでよかったと思える元気な島」 

計画目標 

（抜粋：耐震化関連のみ） 

第２節 安心・安全で美しいまちづくり 

１．防災対策・体制の強化 

・防災訓練 自主防災組織ごとの訓練の実施 

・避難所開設訓練等・重点的なテーマを明確にした訓練（年１回） 

・総合防災訓練（３年を目途に１回実施） 

・令和13年度までに早町小学校区の避難所の機能強化と指定 

・空き家除却補助の実施 年間５件程度 

 

参考：喜界町地域防災計画（地震・津波災害対策編）の概要（令和３年３月修正） 

 

第２部 震災予防 第 1 章 地震・津波災害に強い施設等の整備 

第３節 防災構造化の推進 

第４ 擁壁・ブロック塀等の工作物対策 

２ ブロック塀等の安全化 

第４節 建築物災害の防災対策の推進（耐震診断・耐震改修の促進） 

第１ 公共施設及び防災基幹施設の耐震診断・耐震改修の促進等 

１ 公共施設等の重点的な耐震診断・耐震改修の実施 

２ 液状化の恐れがある公共施設等の安全性 

第２ 一般建築物の耐震診断・耐震改修の促進等 

１ 防災指導等による不燃化、耐震性の確保 

（１）一般建築物に対する防災指導 

（２）既存建築物に対する耐震改修等指導 

（３）融資制度等の活用による不燃、耐震化促進 

２ 住民等への意識啓発 

（１）耐震診断の必要性の啓発 

（２）専門家の協力による指導・啓発 

（３）一般に対する指導啓発内容 

３ 特殊建築物等の安全性の確保 

（１）特殊建築物の定期報告 

（２）特殊建物の定期的な防災査察の実施 

第２章 迅速かつ円滑な震災応急対策への備え 

第１節 防災組織の整備 

第５節 避難体制の整備 
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参考：喜界町地域強靭化計画（令和３年３月修正） 

計画期間 令和２年度から令和６年度 

基本目標 ① 人命の保護が最大限に図られること 

② 町の重要な機能が致命的な障害を受けず維持されること 

③ 町民の財産及び公共施設に係る被害の最小化 

④ 迅速な復旧復興 

施策分野ごとの推

進方針 

（抜粋：耐震化関連のみ） 

１）行政機能／警察・消防等 

・公共施設の耐震化の促進 

・災害時の対応力向上のためのコミュニティ力強化 

 ２）住宅・都市 

・住宅・建築物の耐震化の促進 

・多数の者が利用する建築物の耐震化の促進 

・避難場所や避難路の確保、避難所の耐震化の促進  

３）保健医療・福祉 

・医療・社会福祉施設の耐震化 

４）産業（エネルギー・情報通信・産業構造） 

・情報通信機能の対災害性の強化 

５）交通 ・ 物流 

・交通施設、沿線、沿道建築物の耐震化 

・物資輸送ルートの確保 

・港湾・漁港施設の耐震・耐波性能等の強化 

・建設関係団体との応急復旧体制の強化、建設業における防災・減災の担い手確

保・育成  

（中略） 

７）農林水産 

・農業集落排水施設等の老朽化対策の推進 

８）国土保全／土地利用 

・津波ハザードマップによるソフト対策推進 

・浸水対策、流域減災対策 

重 点 業 績 指 標  

（抜粋：耐震化関連のみ） 

・住宅の耐震化率：49.8％（Ｈ27）→100％（Ｒ２） 

・防災拠点となる公共施設等の耐震化率：78％（Ｒ１）→100％（Ｒ２） 

  



１．計画の概要  

 

10 

参考：住生活基本計画（全国計画）の概要（令和８年３月改定） 

計画期間 令和８年度から令和 17 年度 

基本的な施策 

（抜粋：耐震化関連のみ） 

目標５ 多世代にわたり活用される住宅ストックの形成 

○ 耐震性・省エネ性能・バリアフリー性能など、持家・借家双方の住宅ストックの

性能向上の更なる推進 

・ 長期優良住宅やより高い省エネ性能を有する住宅等の良質な住宅への支援、

耐震改修や省エネリフォーム、バリアフリーリフォームの促進 

目標９ 頻発・激甚化する災害に対応した安全な住環境の整備 

○ 住宅の耐震化と密集市街地の整備改善に向けた取組の更なる推進 

・ 耐震性が不十分な住宅における耐震改修・建替え・除却、耐震性を備えた安

全な住宅への住替えの促進 

・ やむを得ず本格的な耐震改修等を行うことができない場合でも、地震からの

リスクを低減する方策の普及の推進 

○ エネルギー自立、断熱性の確保、防災備蓄の確保等、住宅・住宅地における防災

機能・レジリエンス機能の強化 

・ 耐震改修と併せた断熱改修等のリフォームの促進 

成果指標  

（抜粋：耐震化関連のみ） 

・耐震性が不十分な住宅ストックの比率 

10％（Ｒ５年）→ おおむね解消（Ｒ17年） 

 

参考：鹿児島県住生活基本計画の概要（令和４年３月改定） 

計画期間 令和３年度から令和 12 年度 

基本的な施策 

（抜粋：耐震化関連のみ） 

目標１．安全な住まい 

（１）自然災害に対して安全な住まいづくり 

①頻発・激甚化する災害新ステージにおける居住の安全性の向上 

２）地震対策 

・建築基準法による新耐震基準（昭和 56 年 6 月）に適合しない住宅やブロック

塀の耐震改修を促進するため、耐震診断・耐震改修に携わる建築士等を対象とした

技術講習会を開催するなど県民が耐震改修に取り組むことができる環境整備

に努めるほか、地域住民を対象とした耐震セミナーを開催するなど県民への啓発に

努めます。また、緊急輸送道路沿いにあり、倒壊した場合に避難・救援活動に支

障を来すおそれのある住宅等の耐震診断等を促進します。 

また、市町村による住宅等の耐震性の向上に対する取組を支援します。 

成果指標  

（抜粋：耐震化関連のみ） 

・耐震基準（昭和 56 年基準）が求める耐震性を有しない住宅ストックの比率 

18％（Ｈ30年）→ おおむね解消（Ｒ12年） 
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２．建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標 

（１）想定される地震の規模、地震による被害の想定 

①県計画による地震と被害の想定 

以下の資料から過去の地震被害及び近年の地震活動に基づく想定地震を設定します。 

・鹿児島県地震等災害被害予測調査中間報告（災害想定の概要）（平成 25 年３月） 

・鹿児島県地震等災害被害予測調査（被害想定結果の概要）（平成 26 年３月） 

・鹿児島県地域防災計画（地震災害対策編）（平成 25 年度版） 

・喜界町地域防災計画 （令和 3 年３月） 

 

鹿児島県地震等災害被害予測調査によると、下記の 11 の地震が想定されていますが、本町に最

も影響が大きいと考えられるのは、「⑩奄美群島太平洋沖 (北部)」です。 

以下に、被害予測調査の結果を抜粋します。 

 

 

  

図 想定地震等の位置図鹿児島県地震等災害被害予測調査 

（被害想定結果の概要）（平成 26 年３月) 

出典：鹿児島県地震等災害被害予測調査（被害想定結果の概要） 
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表 想定地震等の概要 

番号 想定地震等の位置 
マグニ 

チュード 

最大 

震度 
最大津波高 最大震度程度の市町村 

① 鹿児島湾直下 7.1 7 
3.40ｍ 

（鹿児島市） 

震度 7：鹿児島市 

震度 6 強：垂水市 

震度 6 弱：鹿屋市、日置市、南九

州市、姶良市 

② 
県西部直下【市来断層

帯（市来区間）近辺】 
7.2 7 

3.27ｍ 

（いちき串木

野市） 

震度 7：いちき串木野市 

震度 6 強：鹿児島市、薩摩川内市

（本土）、日置市 

震度 6 弱：南さつま市、姶良市 

③ 
甑島列島東方沖【甑断

層帯（甑区間）近辺】 
7.5 6 強 

9.25ｍ 

（甑島） 

震度 6 強：薩摩川内市（甑島） 

震度 6 弱：薩摩川内市（本土）、

いちき串木野市 

④ 
県北西部直下【出水断

層帯近辺】 
7.0 7 - 

震度 7：出水市 

震度 6 強：阿久根市、長島町 

震度 6 弱：さつま町 

⑤ 

熊本県南部【日奈久断

層帯（八代海区間）近

辺】 

7.3 7 
2.48ｍ 

（阿久根市） 

震度 7：長島町 

震度 6 弱：阿久根市、出水市 

⑥ 
県北部直下【人吉盆地

南縁断層近辺】 
7.1 5 強 - 

震度 5 強：霧島市、伊佐市、湧水

町 

⑦ 

南海トラフ【東海・東

南海・南海・日向灘

（４連動）】 

地震：9.0 

津波：9.1 
6 強 

12.01ｍ 

（屋久島町） 

震度 6 強：曽於市、志布志市 

震度 6 弱：鹿児島市、鹿屋市、垂

水市、霧島市、伊佐市、姶良市、

さつま町、湧水町、大崎町、肝付

町 

⑧ 種子島東方沖 8.2 6 強 
5.83ｍ 

（西之表市） 

震度 6 強：西之表市、中種子町、

南種子町、曽於市、志布志市 

震度 6 弱：鹿児島市、鹿屋市、指

宿市、垂水市、霧島市、南九州

市、大崎町、東串良町、錦江町、

南大隅町、肝付町、屋久島町 

⑨ トカラ列島太平洋沖 8.2 6 弱 
8.69ｍ 

（十島町） 

震度 6 弱：中種子町、南種子町、

屋久島町 

⑩ 
奄美群島太平洋沖（北

部） 
8.2 7 

8.42ｍ 

（奄美市） 

震度 7：喜界町 

震度 6 強：奄美市 

震度 6 弱：大和村、宇検村、瀬戸

内町、龍郷町、天城町 

⑪ 
奄美群島太平洋沖（南

部） 
8.2 6 強 

9.60ｍ 

（宇検村） 

震度 6 強：和泊町、天城町 

震度 6 弱：奄美市、宇検村、瀬戸

内町、伊仙町、知名町、与論町 

⑫Ａ 
桜島北方沖【桜島の海

底噴火】 
- - 

12.80ｍ 

（桜島・ 

高免） 

 

⑫Ｂ 
桜島東方沖【桜島の海

底噴火】 
- - 

12.69ｍ 

（桜島・ 

黒神） 

 

 出典：鹿児島県地震等災害被害予測調査（被害想定結果の概要） 
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図 震度分布図 

出典：鹿児島県地震等災害被害予測調査報告書 

⑨トカラ列島太平洋沖 ⑪奄美群島太平洋沖（南部） 

⑩奄美群島太平洋沖 (北部) 拡大図 
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出典：鹿児島県地震等災害被害予測調査報告書 

②県西部直下 

③甑島列島東方沖 ④県北部直下 

①鹿児島湾直下 
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出典：鹿児島県地震等災害被害予測調査報告書 

⑦南海トラフ（基本ケース） 

 
⑧種子島東方沖 

⑤熊本県南部 ⑥県北部直下 
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本町において想定される建物被害、人的被害の予測の内容は下記の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：鹿児島県地震等災害被害予測調査（被害想定結果の概要） 

表 建物被害（市町村ごとの全焼・焼失棟数） 
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出典：鹿児島県地震等災害被害予測調査（被害想定結果の概要） 

出典：鹿児島県地震等災害被害予測調査（被害想定結果の概要） 

表 人的被害（市町村ごとの死者数） 
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「喜界町地域防災計画」によると、本町は海岸線が長い地形的特質があり、過去に津波が発生し

ているため津波被害の危険性は高いと判断されています。想定地震では、震源に近い喜界島に地震

発生後４～10 分で津波が到着し、奄美大島にも 10～20 分程度で到達すると予測されています。

また、湾や入江で遡上高が５ｍを越える場所もあり、大きな浸水被害が生じると予測されています。 

 

②近年発生した地震 

気象庁震度データベースによると、近年の喜界町において観測された最大震度４以上の地震は下

表のとおりです。 

 

       表 最大震度４以上の地震（過去 10 年） 

地震の発生日 震央地名 ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ 
本町での 

最大震度 

2020.6.14 奄美大島北西沖 6.3 ４ 

2024.3.15 奄美大島近海 5.6 ４ 

2025.3. 9 奄美大島北東沖 5.8 ４ 
資料：気象庁 HP 

 
表 過去の大地震 

年次 名称 ﾏｸﾞﾆﾁｭｰド 震央 概要 

1901 年 
（明治 34 年） 
6 月 24 日  

奄美大島近海
地震  

7.5 
奄美大島 
近海 

名瀬で石垣崩壊など小被害の記
録。喜界周辺でも有感。被害は
比較的少ないと整理されていま
す。 

1911 年 
（明治 44 年） 
6 月 15 日  

喜界島地震 
（明治喜界島
近海地震） 

8.0 
喜界島 
近海 

奄美～沖縄の広域で被害。最大
被害は喜界島（死者 1、負傷
9、住家全壊 401・半壊 533）。
地域全体の死者は 12 人、全壊
422 棟。津波も発生。 

1960 年 
（昭和 35 年） 
5 月 24 日 

チリ地震津波
（遠地津波） 

－ － 
奄美群島で津波 4.4 m（名瀬
港）を観測し、床上・床下浸水
1800 余など広い被害 

1995 年 
（平成７年） 
10月 18・19日 

奄美大島近海
地震 

6.9 
喜界島南東
約 50 km 

喜界島で震度 5、崖崩れ・石垣
崩壊等。津波を観測し、喜界島
で遡上高約 2.7 m と推定。翌日
に同規模地震が続発。 

資料：気象庁 HP 名瀬測候所「過去の地震・津波被害」 

  

  

1995 年 10 月 18 日､19 日に発生した津波の遡上痕跡(喜界町 塩道長浜) 

資料：気象庁 HP 名瀬測候所「過去の地震・津波被害」 
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（２）建物被害の想定 

①地盤特性 

住民の方々や町職員等が、対象とする地域の地震時の揺れやすさを知ることで防災上の安全性を

把握し、建築物、工作物などの建設•改修の参考にすることを目的として、各地点の震度を算出した

「ゆれやすさマップ」を作成しました。また、「ゆれやすさマップ」と建築物の構造、建築年等の

情報を総合して建物の全壊率を示す「危険度マップ」も作成しました。 

以下の微地形区分図は、「ゆれやすさマップ」を作成するために使用したものですが、揺れやす

さが地盤状況に大いに関係するために参考として掲載します。 

微地形区分図は地形図や地質資料等を参考に 50ｍメッシュで作成したものです。これによると、

本町は丘陵、岩石台地（隆起珊瑚礁の石灰岩台地を含む）、砂丘、埋立地などで構成されています。

市街地や集落は、主に岩石台地や埋立地に立地しています。 

 

図 微地形区分図 
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②ゆれやすさマップ 

「ゆれやすさマップ」とは、本町に影響のある想定地震※により計算される震度を重ね合わせて、

各メッシュで最大となる震度を表示したものです。作成方法は、内閣府（防災担当）による「地震

防災マップ作成技術資料」（平成 17 年 3 月）を基本としています。 

また、ゆれやすさマップの作成にあたっては、鹿児島県が平成 26 年 2 月に公表した『鹿児島県

地震等災害被害予測調査』結果を踏まえることとしました。 

「ゆれやすさマップ」作成の手順は、下図に示すとおりです。 

※本町に影響のある想定地震：どこでも起こりうる地震（M6.9）及び奄美群島太平洋沖（北部）の地震（M8.2）を選定 

 

図 ゆれやすさマップ作成の流れ 

 

 

  
メッシュサイズの設定

データの収集

微地形区分の設定

震源の設定
各メッシュにおける

AVS30の設定

工学的基盤での
地震動予測

表層地盤の増幅度
の設定

想定地震ごとの
地表での震度の予測

ゆれやすさマップ
の作成

想定地震の設定

各メッシュの
最大震度の抽出

微地形等とAVS30の関係
松岡他(2005)

AVS30と増幅度の関係
藤本・翠川(2006)

距離減衰式
司・翠川(1999)

微地形区分の分類基準
若松他(2004)

想定地震ごとの
地表での地震動の予測

最大速度と震度の関係
藤本・翠川(2005)

避難場所
公的機関

緊急輸送道路

マップの説明
啓発事項など
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「ゆれやすさマップ」より、埋立地や海岸部での計測震度は 6.5～6.6 以上（震度階級 6 強～

7）になると予想されました。下図に示すとおり、小野津や志戸桶などの砂丘で構成される地盤が

ゆれやすさが高くなっています。 

 

図 ゆれやすさマップ 
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③危険度マップ 

阪神淡路大震災においては、地震直後の死者の約 9 割が建物や家具等の倒壊による窒息死や圧

死でした。内閣府では、「ゆれやすさマップ」をもとに建物被害に着目して示したものを「危険度

マップ」としています。 

ゆれの大きさと本町内の建築物の構造•建築年代と建物全壊率の情報から、下図のフローチャート

によって 50ｍメッシュごとの建物全壊率（＝危険度マップ）を算出すると、次頁に示す図のよう

になり、手久津久、志戸桶の一部に建物全壊率 60％の区域があります。これは、砂丘など一般的

にゆれやすいと評価される地域と木造旧•中築年の建物割合が高い地域が重なっていることが理由

としてあげられます。 

 

図 危険度マップ作成の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 大字ごとの構造別年代別建物棟数（全建物） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区のサイズの設定

データの収集

50mメッシュの建物デー
タの作成

50mメッシュの建物
倒壊率

地区ごとの建物倒壊率

危険度マップ
の作成

50mメッシュと地区
との対応

ゆれやすさマップ

震度と建物全壊率の関係
内閣府(2004)

50mメッシュの震度

避難場所
公的機関

緊急輸送道路
マップの説明
啓発事項など

湾 98 253 414 765 8 26 100 134 899
赤連 114 306 222 642 10 27 102 139 781
中里 60 134 182 376 0 7 21 28 404
荒木 120 215 108 443 2 6 18 26 469
手久津久 49 99 27 175 0 0 2 2 177
上嘉鉄 127 276 84 487 1 2 11 14 501
浦原 89 154 46 289 1 0 4 5 294
川嶺 80 95 46 221 4 2 8 14 235
羽里 30 76 29 135 0 1 9 10 145
山田 13 20 4 37 0 0 2 2 39
城久 24 46 12 82 0 1 6 7 89
滝川 9 31 8 48 0 0 3 3 51
島中 28 49 19 96 0 0 5 5 101
池治 29 33 26 88 11 3 13 27 115
中間 25 50 30 105 0 2 8 10 115
中熊 27 29 20 76 0 2 3 5 81
大朝戸 24 36 16 76 0 3 1 4 80
西目 9 16 3 28 0 0 3 3 31
坂嶺 45 81 26 152 0 5 10 15 167
伊砂 14 42 8 64 0 0 2 2 66
伊実久 24 79 29 132 1 1 8 10 142
小野津 101 257 69 427 10 5 30 45 472
志戸桶 149 272 86 507 5 3 36 44 551
佐手久 36 92 46 174 0 1 21 22 196
塩道 40 68 44 152 4 9 15 28 180
早町 22 42 36 100 1 4 12 17 117
白水 27 65 19 111 0 1 4 5 116
嘉鈍 55 65 23 143 0 1 2 3 146
阿伝 33 57 19 109 2 3 3 8 117
花良治 52 142 29 223 0 2 5 7 230

合計 1,553 3,180 1,730 6,463 60 117 467 644 7,107

地域

木造 非木造

合計
旧築年
(1962年
以前)

中築年
(1963～

80)

新築年
(1981～)

小計
旧築年
(1962年
以前)

中築年
(1963～

80)

新築年
(1981～)

小計
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図 喜界町における全建物の全壊率分布（危険度マップ） 
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旧耐震基準の木造建築物

の倒壊率は 28.2％（214

棟）に上っており、新耐

震基準の木造建築物の倒

壊率（昭和 56 年６月～平

成 12 年５月：8.7％（76

棟）、平成 12 年以降：

2.2％（７棟））と比較し

て顕著に高かった。 

（３）住宅の耐震化の状況 

①耐震基準別でみた民間住宅戸数 

耐震診断・耐震改修の必要性が高い住宅は昭和 56 年 5 月 31 日以前に建てられた「旧耐震

基準」住宅です。しかし、平成 28 年の熊本地震では、旧耐震基準の住宅のみならず、新耐震基

準のうち平成 12 年の建築基準法改正による基準（以下、「2000 年基準」という。）より前の

住宅でも倒壊した例が見られました。 

そこで、家屋台帳に記載されている住宅の建築時期から民間住宅を「旧耐震基準」と「新耐震

基準」、さらに「2000 年基準」以前・以降の３区分に分けると、下表のようになります。（な

お、ここでは耐震診断や改修等の調査結果等は考慮しない、家屋台帳をもとに建築時期のみで区

分した場合の割合です） 

「旧耐震」の住宅は全体の 61.１％、「新耐震～2000 年」の住宅は 27.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●新耐震基準：昭和 56 年６月１日 

・宮城県沖地震の被害を受け建築基準法を改正 

・壁量規定の見直し、構造用合板などの面材を張った壁の追

加 

・床面積あたりの必要壁長さと倍率の改訂 

 

●2000 年基準：平成 12 年６月１日  

・阪神淡路大震災の被害を受け建築基準法を改正 

・従来からの仕様規定に性能規定が追加 

・地耐力に応じた基礎構造、地耐力調査が必要 

・筋交い金物の設置、耐力壁両端の柱頭・柱脚金物の設置、

耐力壁のバランスの検討、基礎鉄筋 

図 参考：熊本地震における木造住宅の建築時期別の被害状況 

資料：熊本地震における建築物被害の

原因分析を行う委員会報告書（H28) 

表 民間住宅の建築時期別戸数 

旧耐震
新耐震～
2000年

2000年～ 合計

戸数 2,268 1,032 411 3,711

（割合） (61.1%) (27.8%) (11.1%) (100%)

注）付属家は除く

214（28.2%）

76（8.7%）

7（2.2%）

297（15.2%）

133（17.5%）

85（9.7%）

12（3.8%)

230（11.8%）

373（49.1%）

537（61.2%）

104（32.6%）

1,014（51.9%）

39（5.1%）

179（20.4%）

196（61.4%）

414（21.2%）

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

～昭和56年5月

（759棟）

昭和56年6月～

平成12年5月

（877棟）

平成12年6月～

（319棟）

木造全体

（1,955棟）

倒壊・崩壊 大破 軽微・小破・中破 無被害

新耐震基準
（S56.6.1）

2000年基準
（H12.6.1）

旧耐震基準 新耐震基準
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②民間住宅の建築時期 

●構造別 

構造別でみると「旧耐震」の割合は木造で 62％、非木造で 42％と木造で旧耐震の割合が高く、

「新耐震～2000 年基準」は木造の 27％に比べて非木造の割合は 42％と高くなっています。 

種類別でみると、専用住宅や併用住宅では 6 割前後が「旧耐震」であるのに対し、共同住宅では

「新耐震～2000 年基準」が 46％、「2000 年～」が 44％と、90％が新耐震以降となっていま

す。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●字別 

「旧耐震」の住宅数は、「小野津」、「赤連」、「湾」で 200 戸を超えており、木造に限ると「小

野津」、「湾」で 200 戸を超えています。 

 

62%

42%

61%

27%

42%

28%

11%

15%

11%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

木造

非木造

合計

民間住宅の構造別の建築時期別割合

旧耐震 新耐震～2000年 2000年～

図 民間住宅の構造別の建築時期別割合 

65%

59%

10%

26%

28%

46%

9%

12%

44%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

専用住宅

併用住宅

共同住宅

民間住宅の種類別の建築時期別割合

旧耐震 新耐震～2000年 2000年～

図 民間住宅の種類別の建築時期別割合 
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民間住宅の建て方別の耐震化率 単位：戸、％

耐震診断の
結果、耐震

性有

新耐震～
2000年

2000年～

2,242 624 915 300 3,457 53.2%

26 17 117 111 254 96.5%

2,268 641 1,032 411 3,711 56.2%

※新耐震以降の住宅数／合計

新耐震以降

構造・用途

一戸建

共同建

合計

旧耐震 合計
耐震化率

※

表 民間住宅の種類別の耐震化率の推計 

③住宅の耐震化の状況 

●民間住宅 

ここでは、国土交通省が示す方法等を参考に、現時点での民間住宅の一戸建、共同建の住宅の耐

震化率を推計しました。なお、本推計は、主として建築時期から推計したもので、本町は平屋建の

住宅が多い、古い住宅は「軽い屋根」が多いといった特性は考慮していません。 

その結果、耐震化率は「一戸建」で 53.2％、「共同建」で 96.5％、合計では 56.2％となりま

した。（資料編参照） 

注）旧耐震基準以前であっても、新耐震基準の内容を満足している、または耐震改修を実施したなどの理由で一定数は耐震性を有して

いるものとして計算しています。具体的には、旧耐震基準で建てられた住宅のうち耐震性を有するものの割合は、国土交通省の推計

例をもとに、一戸建で 28％、共同建で 65％として計算しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●公共住宅 

公共住宅の耐震化率は、79.6％となっています。 

注）令和７年 10 月１日現在の町公営住宅の管理戸数は 288 戸ですが、うち 57 戸は建替・用途廃止に向けた政策空家です（次頁参

照）。引き続き、居住の用に供する住宅ではないため、政策空家（57 戸）を耐震化率の算定対象から除いています。また、同様の理

由により、県共済住宅についても政策空家を耐震化率の算定対象から除いています。 

 

 

 

 

   

 

 

表 公共住宅の耐震化率 

耐震診断の
結果、耐震

性有

① ② ③ ④ ⑤＝③＋④ ⑥=⑤/①

町公営住宅 231 51 0 180 180 77.9%

医師・教員
住宅

53 15 3 35 38 71.7%

県営住宅 20 0 0 20 20 100.0%

共済住宅 20 0 0 20 20 100.0%

小計 324 66 3 255 258 79.6%

※町公営住宅（57戸）及び県共済住宅の政策空家は除いている。 資料：喜界町、鹿児島県

住宅の種類

耐震性有の
住宅

耐震化率
総戸数

（管理戸数）
※管理主体

旧耐震 新耐震以降

喜界町

鹿児島県
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表 公共住宅一覧表（令和７年 10 月１日現在） 

町公営住宅

旧一中校区 町単独住宅【荒木：荒木南山第二】 S54 60 旧耐震 未実施 1戸 0戸 1戸 0戸 1戸
旧一中校区 町単独住宅【荒木：荒木南山第三】 H2 82 新耐震 不要 2戸 0戸 0戸 2戸 2戸
旧一中校区 公営住宅【荒木：荒木第1】 S48～S60 422 旧耐震・新耐震 未実施・不要 9戸 2戸 3戸 4戸 7戸
旧一中校区 公営住宅【荒木：荒木第2】 S50 258 旧耐震 未実施 6戸 3戸 3戸 0戸 3戸
旧一中校区 公営住宅【荒木：荒木第3】 H6 301 新耐震 不要 4戸 0戸 0戸 4戸 4戸
旧一中校区 公営住宅【荒木：荒木南山】 H9 150 新耐震 不要 2戸 0戸 0戸 2戸 2戸
旧一中校区 公営住宅【坂嶺：坂嶺】 S50～S59 408 旧耐震・新耐震 未実施・不要 8戸 3戸 3戸 2戸 5戸
旧一中校区 公営住宅【城久：城久】 H8 156 新耐震 不要 2戸 0戸 0戸 2戸 2戸
旧一中校区 公営住宅【赤連：前原第1】 S39 630 旧耐震 未実施 20戸 13戸 7戸 0戸 7戸
旧一中校区 公営住宅【赤連：前原第2】 S45 132 旧耐震 未実施 4戸 2戸 2戸 0戸 2戸
旧一中校区 特公賃住宅【赤連：山水第2】 H7～H8 360 新耐震 不要 4戸 0戸 0戸 4戸 4戸
旧一中校区 公営住宅【中里：コーラル喜界】 H1～H4 1,957 新耐震 不要 30戸 0戸 0戸 30戸 30戸
旧一中校区 公営住宅【湾：久代真】 S51～S56 1,115 旧耐震・新耐震 未実施・不要 20戸 5戸 11戸 4戸 15戸
旧一中校区 公営住宅【湾：水洗第2】 S39 252 旧耐震 未実施 8戸 7戸 1戸 0戸 1戸
旧一中校区 公営住宅【湾：前金久】 H21 1,199 新耐震 不要 16戸 0戸 0戸 16戸 16戸
旧一中校区 公営住宅【湾：大筋】 H19 1,482 新耐震 不要 21戸 0戸 0戸 21戸 21戸
旧一中校区 公営住宅【湾：宮戸】 H23～R4 1,550 新耐震 不要 50戸 0戸 0戸 50戸 50戸
旧二中校区 公営住宅【上嘉鉄：上嘉鉄第2】 S57 317 新耐震 不要 5戸 0戸 0戸 5戸 5戸
旧早中校区 町単独住宅【阿伝：阿伝半土】 S52～S57 110 旧耐震・新耐震 未実施・不要 2戸 0戸 1戸 1戸 2戸
旧早中校区 町単独住宅【佐手久浦】 S57 120 新耐震 不要 2戸 0戸 0戸 2戸 2戸
旧早中校区 町単独住宅【小野津：小野津成廻】 S61～H6 120 新耐震 不要 2戸 0戸 0戸 2戸 2戸
旧早中校区 公営住宅【塩道：塩道】 S57 302 新耐震 不要 5戸 2戸 0戸 3戸 3戸
旧早中校区 公営住宅【佐手久：佐手久】 S56 240 新耐震 不要 4戸 3戸 0戸 1戸 1戸
旧早中校区 公営住宅【佐手久：佐手久第2】 H11 150 新耐震 不要 2戸 0戸 0戸 2戸 2戸
旧早中校区 公営住宅【志戸桶：志戸桶】 S52～S61 715 旧耐震・新耐震 未実施・不要 13戸 8戸 0戸 5戸 5戸
旧早中校区 公営住宅【小野津：神宮1】 S55～S60 349 旧耐震・新耐震 未実施・不要 6戸 0戸 4戸 2戸 6戸
旧早中校区 公営住宅【小野津：前金久第2】 S62～S63 240 新耐震 不要 4戸 0戸 0戸 4戸 4戸
旧早中校区 公営住宅【早町：早町第2】 S37～S39 183 旧耐震 未実施 6戸 5戸 1戸 0戸 1戸
旧早中校区 公営住宅【早町：早町第3】 S41～S42 125 旧耐震 未実施 4戸 3戸 1戸 0戸 1戸
旧早中校区 奄振住宅【早町：早町第4】 S42 74 旧耐震 未実施 2戸 1戸 1戸 0戸 1戸
旧早中校区 町単独住宅【花良治カメヤ】 S60 60 新耐震 不要 1戸 0戸 0戸 1戸 1戸
旧早中校区 町単独住宅【小野津高濱】 H1 60 新耐震 不要 1戸 0戸 0戸 1戸 1戸
旧一中校区 公営住宅【赤連：赤連山水】 S53～S54 354 旧耐震 未実施 12戸 0戸 12戸 0戸 12戸
旧一中校区 公営住宅【中里：第2コーラル】 R6～R7 476 新耐震 不要 10戸 0戸 0戸 10戸 10戸

計 288戸 57戸 51戸 180戸 231戸
耐震化率 77.9%

医師・教員住宅

旧耐震だ
が耐震性

有
旧一中校区 喜界町お試し移住用施設しまなーはうす S62 60 新耐震 不要 1戸 0戸 0戸 1戸 1戸
旧一中校区 喜界町国保診療所医師住宅A S58 82 新耐震 不要 1戸 0戸 0戸 1戸 1戸
旧一中校区 喜界町国保診療所医師住宅B S59 82 新耐震 不要 1戸 0戸 0戸 1戸 1戸
旧一中校区 獣医師住宅 H1 72 新耐震 不要 2戸 0戸 0戸 2戸 2戸
旧一中校区 旧教員住宅（喜界小学校）A S45 200 旧耐震 未実施 2戸 2戸 0戸 0戸 2戸
旧一中校区 旧教員住宅（喜界小学校）B S47 200 旧耐震 不要 2戸 0戸 2戸 0戸 2戸
旧一中校区 旧教員住宅（喜界小学校）C S51 50 旧耐震 不要 1戸 0戸 1戸 0戸 1戸
旧一中校区 教員住宅（喜界小学校）D S58 350 新耐震 不要 6戸 0戸 0戸 6戸 6戸
旧一中校区 教員住宅（喜界小学校）E S60 372 新耐震 不要 4戸 0戸 0戸 4戸 4戸
旧一中校区 教員住宅（喜界小学校）F H4 80 新耐震 不要 1戸 0戸 0戸 1戸 1戸
旧一中校区 教員住宅（喜界小学校）G H5 120 新耐震 不要 2戸 0戸 0戸 2戸 2戸
旧一中校区 教員住宅（喜界小学校）H S61 60 新耐震 不要 1戸 0戸 0戸 1戸 1戸
旧一中校区 教員住宅（喜界中学校）A S61 60 新耐震 不要 1戸 0戸 0戸 1戸 1戸
旧一中校区 教員住宅（喜界中学校）B S46 50 旧耐震 未実施 1戸 1戸 0戸 0戸 1戸
旧一中校区 教員住宅（喜界中学校）B S46 50 旧耐震 未実施 1戸 1戸 0戸 0戸 1戸
旧一中校区 教員住宅（喜界中学校）B S46 50 旧耐震 未実施 1戸 1戸 0戸 0戸 1戸
旧一中校区 教員住宅（喜界中学校）B S46 50 旧耐震 未実施 1戸 1戸 0戸 0戸 1戸
旧一中校区 教員住宅（喜界中学校）B S56 50 旧耐震 未実施 1戸 1戸 0戸 0戸 1戸
旧一中校区 教員住宅（喜界中学校）B H4 80 新耐震 不要 1戸 0戸 0戸 1戸 1戸
旧一中校区 教員住宅（喜界中学校）C H4 60 新耐震 不要 1戸 0戸 0戸 1戸 1戸
旧一中校区 教員住宅（喜界中学校）D H12 41 新耐震 不要 1戸 0戸 0戸 1戸 1戸
旧一中校区 旧教員住宅（喜界小学校） S56 60 旧耐震 未実施 1戸 1戸 0戸 0戸 1戸
旧一中校区 教員住宅（旧坂嶺小学校） S58 234 新耐震 不要 4戸 0戸 0戸 4戸 4戸
旧二中校区 教員住宅（旧上嘉鉄小学校）A S49 50 旧耐震 未実施 1戸 1戸 0戸 0戸 1戸
旧二中校区 教員住宅（旧上嘉鉄小学校）B S54 110 旧耐震 未実施 2戸 2戸 0戸 0戸 2戸
旧二中校区 教員住宅（旧第二中学校） S50 110 旧耐震 未実施 2戸 2戸 0戸 0戸 2戸
旧二中校区 教員住宅（旧上嘉鉄小学校） S63 142 新耐震 不要 3戸 0戸 0戸 3戸 3戸
旧早中校区 教員住宅（早町小学校）A S51 110 旧耐震 未実施 2戸 2戸 0戸 0戸 2戸
旧早中校区 教員住宅（早町小学校）B S61 60 新耐震 不要 1戸 0戸 0戸 1戸 1戸
旧早中校区 教員住宅（早町小学校）C S63 83 新耐震 不要 1戸 0戸 0戸 1戸 1戸
旧早中校区 教員住宅（旧志戸桶小学校） S62～H5 142 新耐震 不要 3戸 0戸 0戸 3戸 3戸

計 53戸 15戸 3戸 35戸 53戸
耐震化率 71.7%

県営住宅（すべて新耐震） 県共済住宅（すべて新耐震）

施設名 建築年度 住宅戸数 合計 住宅戸数 合計
コーラル喜界（W、RC）H1築 5棟 H1 10戸 8戸
コーラル喜界（W、RC）H2築 5棟 H2 10戸 8戸

4戸

耐震改修地区 施設名 建築年度
延床面積

（㎡）
耐震基準 居宅数

旧耐震戸
数

新耐震以
降戸数

政策空家
を除く住
宅戸数

政策空家を除く住宅戸数

新耐震以
降戸数

住宅戸数地区 施設名 建築年度
延床面積

（㎡）
耐震基準

20戸
2号棟

20戸3号棟
4号棟

政策空家

施設名

耐震改修 居宅数
旧耐震戸

数
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（４）建築物等の耐震化の状況 

①特定既存耐震不適格建築物 

法の規定による特定既存耐震不適格建築物の状況は、以下のとおりです。 

 

●多数の者が利用する建築物 

法第 14 条第 1 号に規定する「多数の者が利用する建築物」※1は、下表の１施設（棟）が該当し

ています。 

※1 昭和 56 年 5 月 31 日以前に着工した建築物であって、建築物の用途ごとに対象とな

る階数及び延床面積が規定されています。（P4 参照） 

 

 

地区 建築年 用途区分名称 構造 階数 延床面積 

池治 昭和 35 年 工場 鉄骨造 3 3,784.46 ㎡ 

 

●危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物 

法第 14 条第 2 号に規定する「危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物」はありません。 

 

●通行障害既存耐震不適格建築物 

法第５条第３項第３号に基づき県計画に記載された道路（緊急輸送道路）として、「県道 619 号

喜界島循環線」、「県道 628 号浦原喜界空港線」、「町道湾～川嶺線」、「町道湾港～池治線」、

「臨港道路」の各一部区間が令和８年３月に県より指定されました。 

今後、県により、法第 14 条第１項第３号に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」に該当

する建築物の存在について調査が行われる予定ですが、緊急輸送道路沿道の建築物の多くは地震に

より倒壊した場合の閉塞率が低く、仮に建築物の倒壊により道路が塞がれた場合でも、重機を用い

て比較的容易に瓦礫除去が可能となっています。また、物資の輸送等においては、迂回路が確保さ

れていることから、本計画では耐震改修促進法第６条第３項第１号及び第２号に規定する道路の指

定はしないこととします。 

 

図 喜界町内の緊急輸送道路  

表 多数の者が利用する建築物 
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②防災拠点施設（指定避難所） 

「防災拠点施設」とは、地震などの大規模な災害が発生した場合に被災地において、庁舎、消防・

警察等の施設、学校、公民館、医療機関などの応急対策活動の拠点や避難施設、物資の集積拠点と

なる施設です。 

このうち、津波（地震も含む）に対応した指定避難所には、災害時指定避難所 26 箇所、災害時

福祉避難所 3 箇所が指定されています。これらの中には、耐震性が確保されていないものが含まれ

ていることから、指定避難所の目的を考慮すると、可能な限り早期の耐震化を進める必要がありま

す。 

 

   表 指定避難所一覧 

うち耐震性有

1 役場コミュニティセンター ○ ○ ○ ○ H16 町役場　新耐震 1 1

2 中央公民館 ○ ○ ○ ○ S57 新館：新耐震 1 1

3 自然休養村管理センター ○ ○ ○ ○ S53 耐震改修実施済 1 1

4 図書館 ○ ○ ○ ○ S60 新耐震 1 1

5 喜界小学校 ○ ○ ○ ○
S42、S55、

H10
校舎（H10)：新耐震、特別教室棟（S55)、
体育館（S42)：旧耐震

3 1

6 喜界中学校 ○ ○ ○ ○
S56、S62、
H9、H20

校舎（H9)、体育館（H20)：新耐震、
特別教室棟（S56：新耐震、S62：新耐震）

4 4

7 上嘉鉄地区振興センター ○ ○ ○ ○ S55 耐震診断の結果耐震改修不要 1 1

8 あゆみ幼稚園 ○ ○ ○ ○ S62 新耐震 1 1

9 埋蔵文化財センター ○ ○ ○ ○ H2 新耐震 1 1

10 町体育館 △ ○ ○ ○ S56 耐震診断の結果耐震改修不要 1 1

11 旧荒木小学校 △ ○ ○ ○ H3 新耐震 1 1

12 旧小野津小学校 △ ○ △ ○
S51、S57、

S63
体育館：旧耐震、宿泊棟：新耐震 3 2

13 湾集落公民館 △ ○ ○ ○ S62 新耐震 1 1

14 早町地区振興センター △ ○ ○ ○ S57 新耐震 1 1

15 佐手久地区公民館 △ △ ○ ○ S59 新耐震 1 1

16 中熊地区公民館 ○ ○ ○ ○ S56 旧耐震 1 0

17 羽里地区公民館 ○ ○ ○ ○ S57 新耐震 1 1

18 山田地区公民館 ○ ○ ○ ○ S60 新耐震 1 1

19 川嶺地区研修センター ○ ○ ○ ○ S60 新耐震 1 1

20 城久地区公民館 ○ ○ ○ ○ S56 旧耐震 1 0

21 滝川地区公民館 ○ ○ ○ ○ S59 新耐震 1 1

22 島中地区公民館 ○ ○ ○ ○ S56 旧耐震 1 0

23 西目地区公民館 ○ ○ ○ ○ S57 新耐震 1 1

24 大朝戸地区公民館 ○ ○ ○ ○ S60 新耐震 1 1

25 伊実久地区公民館 ○ ○ ○ ○ S56 旧耐震 1 0

26 防災食育センター ○ ○ ○ ○ H28 新耐震 1 1

※坂嶺生活館は津波に対応していないため除いています 合計 33 26

耐震化率 78.8%

避難施設 津波 土砂 高潮 火災等 建設年度 備      考
1 保健センターすこやか ○ ○ ○ ○ H5 新耐震

2
特別養護老人ホーム
オアシスケア喜界

○ ○ ○ ○ H10

3 診療所 ○ ○ ○ ○ S58 喜界町国民健康保険診療所

資料：喜界町ＨＰ/くらしの便利帳/避難所　町資料

建設年度 備      考 棟数

災害時福祉避難所

避難施設 津波 土砂 高潮 火災等
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③町有建築物（公共建築物、公共住宅） 

町有建築物の耐震化の状況をみると、新耐震基準または旧耐震であって耐震改修を実施した耐震

性を有するものは、78.3％となっています。（ただし、倉庫や便所など小規模な町有の公共建築物

を除く） 

耐震化率が低い建築物は、「その他社会福祉施設」（50.0％）、「学校」（54.5％）、公営住宅

や医師・教員住宅などの「公共住宅」（76.8％）、旧学校などの「その他の行政系施設」（78.3％）、

公民館等の「集会施設」（78.9％）となっています。 

耐震性を有しない建築物の中には不特定多数の方が利用する施設が含まれていることから、早期

の耐震化を進める必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）ブロック塀の状況 

本町では、令和３年度に県や警察、小学校

と連携して通学路の合同点検を実施し、そ

の結果、１箇所の危険なブロック塀が確認

されましたが、現在では、撤去されており、

通学路沿いの危険なブロック塀はありませ

ん。 

ただし、その他の既存ブロック塀について

は築造後年数の経過とともに、劣化の進行が

懸念されます。 

  

  

危険なブロック塀 撤去後 

町有施設の耐震化の現状 単位：公共施設は棟、住宅は戸

S56.6.1以
降建築

耐震性無
うち耐震改

修済等
耐震性有

① ② ③ ④ ⑤=③＋④ ⑥=⑤/①
集会施設 38 10 2 28 30 78.9% 公民館等
図書館 1 0 0 1 1 100.0%
スポーツ施設 3 1 1 2 3 100.0% 体育館等
レクリエーション施設・観光施設 6 0 0 6 6 100.0% ビーチハウス等
産業系施設 5 0 0 5 5 100.0% 加工センター等
学校 11 5 0 6 6 54.5% 小中学校
その他教育施設 1 0 0 1 1 100.0% 防災食育センター
幼稚園・保育園・こども園 2 0 0 2 2 100.0%
幼児・児童施設 2 0 0 2 2 100.0% 子育て支援センター等
児童福祉施設 1 0 0 1 1 100.0%
その他社会福祉施設 2 1 0 1 1 50.0% へき地保健福祉館等
庁舎等 3 0 0 3 3 100.0% 役場、支所等
消防施設 1 0 0 1 1 100.0% 消防団詰め所
その他行政系施設 23 8 3 15 18 78.3% 旧学校施設等
医療施設 1 0 0 1 1 100.0% 診療所
上水道施設 4 0 0 4 4 100.0% 浄水場
下水道施設 4 0 0 4 4 100.0% 集落排水処理施設等

公共建築物小計 108 25 6 83 89 82.4%
公営住宅 231 51 0 180 180 77.9% 政策空家を除く
医師・教員住宅 53 15 3 35 38 71.7%

公共住宅小計 284 66 3 215 218 76.8%
合計 392 91 9 298 307 78.3%

注）公共建築物は、消防分団車庫、倉庫、便所は除く。なお、旧学校施設・旧幼稚園で倉庫として使用されているものも除く。

備考施設分類（中分類）
総数

S56.5.31以前建築
耐震性有 耐震化率

表 町有建築物の耐震化の状況 
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工事中の使用が制約されるなど

懸念がある 

③相談窓口の充実 

工法・費用・効果等が適切である

かどうかの判断が難しい 

どこに相談すれば良いか、どの業

者に依頼するのが良いか判断が

難しい 

②耐震改修への支援の検討 

耐震性に関する関心が低いこと

から、耐震化が不要と考えている 

①町民への啓発 
耐震化に要する費用負担が大き

い 

（６）耐震改修の促進に向けた課題 

国土交通省の調査によると、耐震改修の阻害要因として、 

•耐震化に要する費用負担が大きい 

•耐震性に関する関心が低いことから耐震化が不要と考えている 

•どこに相談すれば良いか、どの業者に依頼するのが良いか判断が難しい 

•工法•費用•効果等が適切であるかどうかの判断が難しい 

•工事中の使用が制約されるなど懸念がある 

などが指摘されています。 

本町でも、同様の状況にあると考えられますが、高齢化率が 40％を超える本町においては、耐

震性に不安がある旧耐震基準（昭和 56 年 5 月 31 日以前）の住宅の所有者の多くは高齢者と推察

されることから、特に費用負担と耐震に対する関心の低さが問題点としてあげられます。 

 

図 耐震改修の促進に向けた課題 

【上位・関連計画における目標】 

 

 

 

 

 

 

 

【耐震化にかかる現状】   【耐震改修の阻害要因】         【課題】 

 

 

●啓発•広報の充実 

●耐震化の必要性を認識してもら

うための取組 

 

 
 

●耐震化に要する費用負担軽減の

ための支援策の拡充 

●性能向上リフォームへの取組の

普及 

●居住•使用状況に大きな支障を

来さない新たな耐震改修工法の活

用促進 

 

 

●事業者情報の提供 

●適切な工法•費用•効果等が判

断可能な情報提供•相談  

喜界町地域強靱化計画 

・住宅の耐震化率： 

49.8％（Ｈ27）→100％（Ｒ２） 

・防災拠点となる公共施設等の耐震

化率： 

78％（Ｒ１）→100％（Ｒ２） 

喜界町地域防災計画 

・地震・津波災害に強い施設等の整備:防

災構造化の推進/建築物災害の防災対

策の推進 

・迅速かつ円滑な震災応急対策への備

え：防災組織の整備/避難体制の整備 

 

鹿児島県建築物
耐震改修促進計画 

住宅：令和 17 年までに耐震性が不十分

な住宅をおおむね解消 

多数の者が利用する建築物： 

令和 17 年までに耐震性が不十分

な建築物をおおむね解消 

 

•公共住宅は耐震化が進ん

でいます（耐震化率： 

79.6％）が、民間住宅の

耐震化率は 56.2％に

とどまり、取組が遅れて

います。 

 

•町有建築物の耐震化率は 

78.3％となっており、

一層の耐震化に向けた

取組が求められていま

す。また、防災拠点施設

（指定避難所）にも耐震

性が確保されていない

ものが含まれています。 

 

・通学路沿いに危険なブロ

ック塀は確認されてい

ませんが、既存ブロック

塀の築造後年数の経過

とともに、劣化の進行が

懸念されます。 
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①町民への啓発 

●啓発・広報の充実 

固定資産税納税通知書にチラシを同封するなど、住宅の所有者に対するダイレクトな啓発•広報

が必要です。例えば、町内の所有者•管理者に対しては、戸別訪問や宛名付きダイレクトメールな

どによりピンポイントで直接的に働きかけるなど、必要な情報が確実に届く方法を採用する必要が

あります。 

そのほか、防災教育や防災イベントの開催、相続や空き家相談などとからめて啓発•広報を進め

る必要があります。 

 

●耐震化の必要性を認識してもらうための取組 

建築士や工務店等は専門家として、耐震診断•耐震改修に積極的に関わっていく必要があること

から、住宅等の所有者に対して専門的な観点から地震に対する安全性を客観的に説明していくこと

が重要です。また、「誰でもできる我が家の耐震診断」など所有者向けの簡易な耐震性チェックツ

ールの周知や、その使い方を伝えることも重要です。周知にあたっては、目で見てイメージが理解

できるよう、実際に耐震改修工事中または工事を行ったモデル事例を見学•紹介するような取組も

考えられます。 

特に、ブロック塀については通学路沿いの危険なものは確認されていないものの、築造後年数の

経過とともに、劣化の進行が懸念されることから、「ブロック塀等の点検のチェックポイント」な

どの国土交通省が案内している資料をもとに所有者や管理者自らが確認することや、専門家による

耐震診断体制の整備のほか、通学路などで第三者に被害が及ぶ可能性が高い道路における定期的な

点検の実施などを進める必要があります。 

 

②耐震改修への支援の検討 

●耐震化に要する費用負担軽減のための支援策の検討 

住宅の耐震化を促進する際の問題点として、高額になりがちな耐震改修費用をまかなうことが難

しいことがあげられます。例えば、住宅の全面的な耐震改修に限らず、寝室や居間など日常的に過

ごしている部屋のみを耐震改修する部分的な改修や、通常の耐震改修工事を２段階に分けて行うこ

となどが考えられます。このような、改修費用を極力抑えながら命の安全だけは確保できる、柔軟

な耐震化も対象とする支援制度の創設などを検討する必要があります。 

  

●性能向上リフォームへの取組の普及 

耐震改修と省エネ（断熱）改修、防火改修、バリアフリー改修の工事は相互に関連し、重複する

ものも多いことから同時に行うことが合理的です。リフォームの総額はアップするものの、さまざ

まな支援制度を活用でき、費用対効果を引き上げられる可能性があります。 

このようなことから、性能向上リフォームに関する支援制度の情報を積極的に住宅所有者や民間

事業者等に提供し、活用を促す必要があります。 
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●居住・使用状況に大きな支障を来さない新たな耐震改修工法の活用促進 

大がかりな工事になると工事期間中の仮住まいが必要になるなど工事中の使用が制約される場合

がありますが、日常生活や業務にできるだけ支障がない状態で改修できる新たな耐震工法などが開

発•提案されています。このような情報を建物所有者や民間事業者に提供し、その利用を促す必要が

あります。 

 

③相談窓口の充実 

建築物の耐震改修やブロック塀の改修などの相談窓口として、本町まちづくり課や鹿児島県大島

支庁建設部建設課建築係などがあげられますが、体制の充実を図るため以下の点も必要です。 

 

●事業者情報の拡充 

離島に立地する本町において、耐震診断•耐震改修に際して町外事業者へ依頼することは費用負

担の増大を招くことから、島内の事業者へ耐震診断•耐震改修に関する研修会等※の受講を働きか

け、登録者名簿の充実とともに、事業者情報の提供を図る必要があります。 

※ 鹿児島県木造住宅耐震技術講習会など 

 

●適切な工法・費用・効果等が判断可能な情報提供・相談体制の検討 

耐震改修工事にどれぐらいの費用がかかるのか、その効果はどうなのかがわからないと動機付け

にならないため、コストも含めた耐震改修の事例収集などを図る必要があります。 
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（７）住宅の耐震化の目標 

①住宅の耐震化の目標設定 

住宅の耐震化の目標を、下表のとおり設定した場合の目標達成に必要な改修戸数を推計します。 

 

  表 住宅耐震化の目標 

対象 本計画における目標値 備考 

2035 年（令和 17 年）の

耐震性が不十分な住

宅のストック数 

おおむね解消 

（耐震化率：100％） 

住生活基本計画（全国計画）の目標※ 

⇒耐震基準（昭和 56 年基準）が求める耐震性

を有しない住宅ストックの比率を令和 17 年ま

でにおおむね解消する 

※現在、国の社会資本整備審議会（住宅宅地分科会）において検討中 

②目標達成に必要な改修戸数の推計 

現状の住宅の中には空き家となっている住宅も含まれます。「喜界町空家等対策計画」によれば、

町内の空き家 740 戸のうち、廃屋が 285 戸あることが確認されています。廃屋となっている空き

家は建設後の経過年数が相当経過していると考えられ、そのほとんどが一戸建の旧耐震の住宅と考

えられます。また、共同住宅の中にも、使用目的のない「その他の住宅」も含まれており、これら

の住宅は市場に流通し活用される見込みが極めて低いと考えられます。よって、これらの住宅は耐

震化を図る必要性が低いため、目標達成に必要な戸数推計から除外します。 

注）「その他の住宅」とは、「賃貸用の住宅」「売却用の住宅」「二次的住宅」以外の住宅で、例えば、転勤・入院などの

ため居住世帯が長期にわたって不在の住宅や建て替えなどのために取り壊すことになっている住宅のほか、空き家の

区分の判断が困難な住宅などを含んでいます。 

注）令和５年住宅・土地統計調査によると、住宅総数に占める空き家の割合は 13.6％で、そのうち 63％が「その他の住宅」

となっており、全住宅数のうち 12%に相当します。（鹿児島県値） 

③目標達成に必要な改修戸数の推計結果 

目標達成に向け、令和 17 年までに耐震改修が必要となる戸数は下表に示すとおり、民間住宅は

807 戸（年当たり約 81 戸）と推計されました。目標に少しでも早く近づけるためには、現状で耐

震性のない住宅ストックが最も多い「一戸建住宅」の耐震改修を促進する必要があります。 

  

 

  

目標達成に必要な戸数推計結果 単位：戸

耐震性を有す

る住宅数

（耐震化率）

耐震性の
ない住宅

戸数 2,304 1,504 800 800

（割合） (65%) (35%) （年間80戸）

戸数 237 230 7 7

（割合） (97%) (3%) （年間1戸）

戸数 2,541 1,734 807 807

（割合） (68%) (32%) （年間81戸）

戸数 324 258 66 66

（割合） (80%) (20%) （年間7戸）

戸数 2,865 1,992 873 873

（割合） (70%) (30%) （年間87戸）

注）民間住宅の滅失戸数及び一戸建は廃屋，共同建は「その他の空き家」を除く

公共住宅等

合計

住宅の区分
住宅総数

（注）

民間住宅

一戸建

共同建

小計

耐震性のな
い住宅の解
消に必要な

戸数

表 目標達成のため耐震改修が必要な戸数 
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④住宅の耐震化の目標設定 

近年、東日本大震災や熊本地震、能登半島地震など地震が頻発しており、人的被害の発生と多

くの建築物において倒壊や損壊といった被害が発生しています。このような状況を背景として、

令和７年７月に改定された国の「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方

針」では、「住宅については令和 17 年までに耐震性が不十分なものをおおむね解消する」とい

う目標が定められており、また、令和８年３月に改定された住生活基本計画（全国計画）※1にお

いても「耐震基準（昭和 56 年基準）が求める耐震性を有しない住宅ストックの比率を令和 17

年度までにおおむね解消する」という指標が定められています。 

※1 住生活基本計画（全国計画）は、「住生活基本法」（平成 18 年法律第 61 号）に基づき、国民の住生活の安定の

確保及び向上の促進に関する基本的な計画として策定されています。計画においては、国民の住生活の安定の確

保及び向上の促進に関する目標や基本的な施策などを定め、目標を達成するために必要な措置を講ずるよう努め

ることとされています。 

なお、「喜界町地域強靱化計画」の重要業績指標では、住宅の耐震化率を平成 27 年の 49.8％

から令和２年に 100％とすることを掲げていますが、達成できていません。 

このようなことから、国の基本方針等や県計画、推計結果を踏まえ、本町における住宅の耐震

化の目標を以下のように定めます。 

 

住宅の耐震化の目標 

令和 17 年までに耐震性が不十分な住宅をおおむね解消する。 

 

（８）特定既存耐震不適格建築物の耐震化の目標 

本町内には、前述に示すとおり 1 棟の「特定既存耐震不適格建築物」があります。住宅に準拠

し、本町における特定既存耐震不適格建築物※2の耐震化の目標を以下のように定めます。 
※2 特定既存耐震不適格建築物：一定の用途、規模に該当する昭和 56 年 5 月 31 日以前に新築の工事に着手した多数

の者が利用する建築物、危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物、通行障害既存耐震不適格建築物 

 

特定既存耐震不適格建築物の耐震化の目標 

令和 17 年までに特定既存耐震不適格建築物をおおむね解消する。 

 

なお、国の基本方針では、「耐震診断義務付け対象建築物のうち、要緊急安全確認大規模建築

物については令和 12 年までに耐震性が不十分なものをおおむね解消する」ことが目標として掲

げられていますが、本町には該当する建築物はありません。 
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（９）町有建築物の耐震化の目標設定 

国の基本方針では、「公共建築物については、関係部局と協力し、可能な限り用途ごとに目標

を設定すべき」とされていることを踏まえ、町有建築物の耐震化の目標を以下のように定めます。 

 

表 町有建築物の耐震化の目標 

① 防災拠点施設 

（指定避難所） 

1,000 ㎡以上のもの 
全ての建築物が耐震性を満たし

ています。 

1,000 ㎡未満のもの 
早期に耐震性が不十分な建築物

を解消する。 

② その他の町有建築物 早期の耐震化に努める。 
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３．建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策 

（１）耐震診断・改修の促進に係る基本的な取組方針 

①施策の推進の基本的な考え方 

建築物の耐震化を促進するためには、建築物の所有者及び使用者等が地域防災について関心を

共有し、その対策を自らの問題、地域の問題として意識して取り組むことが重要です。このため、

町内の耐震化の現状及び「喜界町地域防災計画」等の上位計画を踏まえつつ、所有者等が耐震診

断及び耐震改修を行いやすい環境を整備していくことを基本的な取組方針とします。 

なお、「喜界町地域防災計画」における「第２部 震災予防 第４節 建築物災害の防止対策の

推進（耐震診断・改修の促進等）」の内容を下表に整理します。 

 

表 地域防災計画における「建築物災害の防止対策の推進（耐震診断・改修の促進等）」の内容 

第１ 公共施設及び防災基幹施設の耐震診断・耐震改修の促進等 

 １ 公共施設
等の重点的な
耐震診断・耐
震改修の実施 

庁舎、消防、警察等の施設、学校、公民館、医療機関の施設は、災害時に
応急対策活動の拠点としての重要な防災基幹施設となるほか、学校、公民館
などは、避難施設や物資の集積拠点としても利用される。 
このため、これらの防災拠点施設や公共施設等のうち、新耐震基準（平成

7 年及び 12年改正、新耐震設計法による改正）によらない既存建築物につい
ては、災害応急対策実施上の重要性、有効性、地域特性等を考慮し、防災上
重要と判断される建築物を選定して耐震診断を実施し、耐震性の劣るものに
ついては、当該建築物の重要度を考慮して耐震改修の推進に努める。 

さらに、乳幼児といった要配慮者が利用する幼稚園、保育所についても、
その安全性の確保を図る必要があることから、同様に耐震診断の実施及び耐
震改修の推進に努める。 
また、災害時の拠点となる庁舎、指定避難所等について、屋外広告物、窓

ガラス、外壁材、天井、配管等の非構造部材を含む耐震対策等により、発災
時に必要と考えられる高い安全性を確保するよう努めるとともに、指定避難
所等に老朽化の兆候が認められる場合には、優先順位をつけて計画的に安全
確保対策を進めるものとする。 

なお、大規模災害においては、防災拠点施設等の被災により、行政及び防
災機能等の喪失又は低下が想定されるため、新たに防災拠点施設等の機能強
化対策として、行政庁舎及び防災拠点施設等の設置の複数化やデーターベー
スの管理体制の強化などに努める。 

 ２ 液状化の
恐れがある公
共施設等の安
全性 

公共施設等の被害は、地盤の特質や液状化の程度にも関係するため、液状
化危険の高い地域の公共建築物等については、防災上の重要性を考慮し、地
震時にその機能が損なれることのないよう、地盤対策や基礎工法を強化する
などの液状化対策を推進する。 

第２ 一般建築物の耐震診断・耐震改修の促進等 

 １ 防災指導
等による不燃
化、耐震性の
確保 

（１）一般建築物に対する防災指導 
ア 建築確認審査等による指導・誘導 

特定行政庁である県は、建築確認審査及び完了検査を通して、建築物や敷
地等が安全となるよう、建築基準法等に基づき指導行う。 

イ 建築規制の指導・強化 
災害危険区域(急傾斜地崩壊危険区域)内の既存建築物に対する防災指導
を実施するとともに、住居の用に供する建築物の建築を制限し、災害を未
然に防止する。 

ウ 危険予想地域内建築物の安全措置の指導 
がけ崩れや浸水その他災害が予想される地域の建築物や敷地等について
は、安全性確保のための措置を講ずるよう指導・啓発する。 

エ 保安上危険な建築物に対する指導 
保安上危険（がけ上、がけ下等）であり、又は衛生上有害である建築物に
対し、適正な指導を行う。 
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オ 違反建築物の取締り 
不法建築、無届建築等を摘発し、県と連携し適正な指導を行う。 

カ 防災性の高い市街地の整備 
(ｱ) 地域、地区の指定のない都市に対する地域、地区制の促進を図る。 
(ｲ) 土地区画整理、道路位置指定等の指導により、宅地の計画的な環境整

備を図る。 
(ｳ) 建築基準法に基づく総合設計制度等の促進を図る。 

（２）既存建築物に対する耐震改修等指導（品確法性能表示制度平成平成 13 
年施行） 

現行の耐震基準の以前に建築された建築物については、その耐震性が確保
されていないものがあることから、建築物の耐震診断・耐震改修の必要性に
ついて普及・啓発を図る。また、これら施設に対する災害は、地盤の種別や
その液状化の程度にも関係するため、地盤振動や液状化の危険性の高い区域
については、特に重点的な耐震性の確保が望まれる。 

また、災害時にエレベーターにおける閉じ込め防止等を図る。 
がけ地の崩壊による危険から住民の生命の安全を確保するため、建築基準

法第 39 条の規定による災害危険区域を指定し、住宅等の建築制限を行う。 
なお、がけ地に接近した既存不適格建築物のうち、急傾斜地崩壊防止工事な
どの対象とならない住宅に対し、移動促進のための啓発を行う。 
（３）融資制度等の活用による不燃、耐震化促進 
ア 民間住宅に対する住宅金融支援機構の賃貸住宅融資制度等を活用して、耐

火建築物及び準耐火建築物の建設を促進する。 
イ 住宅金融支援機構の融資制度等を活用して、住宅の耐震改修を促進する。 
ウ 鹿児島県中小企業融資制度（耐震改修支援資金）により、事業用建築物の

耐震改修を促進する。 
 ２ 住民等へ

の意識啓発 
（１）耐震診断の必要性の啓発 

既存建築物については、耐震診断・耐震改修相談窓口を開設したり、講習
会等を実施することにより、耐震診断の必要性を啓発する。 
（２）専門家の協力による指導・啓発 
建築士会、建築士事務所協会等の建築関係団体の協力を得て、専門家によ

る耐震診断を推進することにより、耐震性の向上に向けた知識の普及啓発施
策を実施するとともに、耐震診断を促進するための体制を整備し、また、が
け地近接等危険住宅の移転についても、助成による誘導措置を含めた体制の
整備を図る。 
（３）一般に対する指導啓発内容 
ア 建築主に対する建築物の耐震改修の促進に関する法律についての普及啓

発 
イ 天井材等の非構造部材の脱落防止等の脱落防止対策の推進 
ウ がけ地近接危険住宅の移転に対する指導 
エ コンクリートブロック造りの塀等の安全対策の推進 

 ３ 特殊建築
物等の安全性
の確保 

（１）特殊建築物の定期報告 
不特定多数の者が利用する病院、映画館、旅館、ホテル、物品販売業を営

む店舗等の特殊建築物の安全性の確保を図るため、建築基準法第 12 条の規
定に基づく定期報告制度により、建築物の維持保全の状況等について、所有
者又は管理者が建築士等に定期的に調査・検査をさせて、その結果の報告を
求める。 

また、必要な場合は、県と連携して現地調査を実施し、適正な指導を行い、
災害を未然に防止する。 
（２）特殊建物の定期的な防災査察の実施 

前期に掲げた特殊建物など不特定多数の者が利用する施設について、「建
築物防災週間」において消防署等の協力を得て、防災査察を実施するととも
に、年間を通じパトロールを行い、建築物の安全性を確保するため、積極的
な指導を推進する。 

資料：喜界町地域防災計画 
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②役割分担の考え方 

施策の推進にあたっては、建築物の所有者等、町・県（行政）、建築関係業者、建築関係団体

等などがそれぞれの役割を担い、互いに連携を図ります。 

 

●建築物の所有者等 

耐震対策を自らの問題としてとらえ、自発的に耐震化に取り組むことが必要です。また、建物

の耐震診断や耐震改修の実施だけでなく、建物内部の安全性にも配慮した日常的な取組（例：家

具の配置や固定など）を行います。 

さらに、本町は台風対策のために設置されたブロック塀に囲まれた宅地が多いという特徴があ

りますが、中には安全性に不安があるものも見られることから、ブロック塀の安全性を確保しま

す。 

 

●町・県 

建築物の所有者等の取組をできる限り支援するという観点から、耐震化に関する住民に対する

意識啓発や情報提供の充実を図り、耐震診断及び耐震改修を行いやすい環境を整備します。 

また、町が管理する建物の耐震化に努め、避難場所となりうる公的施設（学校、公民館等）の

耐震化を優先的に進めるとともに、外壁や天井の落下防止等について日常的な点検に努めます。 

 

●建築関係業者、建築関係団体等 

建築関係業者や建築関係団体においては、耐震診断・改修等の技術の習得や適切な業務の遂行

に努め、建築物の所有者等から信頼される耐震診断・耐震改修を実施します。 

また、建築物の所有者等に対してリフォーム依頼に併せた耐震化の勧めや、営業の一環として

簡易な耐震診断を実施するなど、住宅・建築物の耐震化に関心を持ってもらい、耐震化に係る業

務の掘り起こしを行います。 
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（２）支援策の概要 

ア）耐震診断及び耐震改修の促進を図るための支援策 

建築物の耐震診断及び耐震改修の必要性、重要性などについて、住民への普及啓発に積極的に

取り組み、建築物の耐震改修の促進を図ります。 

また、建築物の耐震化を推進するため、「住宅・建築物安全ストック形成事業※1」などの活用

検討や耐震改修促進税制上の特例措置等の普及啓発、融資制度の活用を図ります。 

※1 住宅・建築物の最低限の安全性を確保するため、住宅・建築物の耐震性等の向上に資する事業、住宅・建築物のアスベ

スト対策に資する事業又は危険住宅の移転を行う事業について、地方公共団体に対し、国が必要な助成を行う事業。 

 

①住宅・建築物の種類別の支援策 

【住宅】 

●耐震診断 

本町による耐震診断に係る費用を助成する制度の創設を目指します。 

制度創設までの間は、（一社）鹿児島県建築協会（以下、「建築協会」という。）が実施する

「木造住宅耐震診断事業」を利用することができるため、この事業の周知を図ります。 

 

●耐震改修 

本町には耐震改修に係る費用を助成する制度がないため、本計画に「住宅耐震化緊急促進アク

ションプログラム」を位置づけ、耐震改修に係る費用を助成する制度の創設を目指します。 

制度創設にあたっては、住宅リフォームを耐震改修の機会ととらえ、喜界町定住促進空き家改

修事業とあわせて耐震改修を行うことを可能にするなどの制度設計と周知を図ります。 

 

●危険家き家の除却 

管理不全や老朽化により、地震や台風時に倒壊の危険性が高くなっている空き家の解消も必要

です。このため、「喜界町危険空き家等解体撤去工事補助金※2」の活用などによる危険空き家の

除去を促します。 

※2 安心安全な生活環境の確保及びその改善を図るため、喜界町内にある危険な空き家の解体撤去を行う場合、予算の範囲

内において解体撤去工事費用の 2 分の 1（限度額 30 万円）を補助する。 
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【民間の建築物】 

●耐震性に係る表示制度（任意） 

耐震性が確保されている旨の認定を受けた建築物について、「基準適合認定建築物」であるこ

とを表示できる「基準適合認定建築物認定制度※」の普及啓発を図り、活用を促します。 

※ 地震に対する安全性が確保されている建築物の所有者は、所管行政庁

（鹿児島県）から「建築物の地震に対する安全性に係る認定」を受け

ることができます。この認定を受けることにより、所有者は認定を受

けた建築物が「地震に対して安全であることの表示」をすることがで

きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②安心して耐震改修を行うことができるようにするための環境整備 

●相談体制の整備 

建築物の所有者が地震防災対策を自らの課題として意識し、安心して耐震診断及び耐震改修に

取り組むことができるよう、相談窓口を本町まちづくり課内に設置します。 

 

●専門技術者の養成・紹介体制の整備 

「鹿児島県木造住宅耐震技術講習会」や（一社）鹿児島県建築士事務所協会の「既存建築物耐

震診断・耐震改修講習会」の受講者について、県及び建築関係団体等と情報を共有し、ホームペ

ージなどにより情報の提供に努めます。 

  

図 基準適合認定建築物 
認定制度 
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③ホームページを活用した本町の施策等の情報提供 

建築物の耐震化の促進に関する本町の施策のほか、地震防災対策、法制度、耐震改修促進税制

や融資制度等について、ホームページ等を活用して町民へ情報提供します。 

 

表 税制優遇、融資制度（本町に関連が大きいもののみ） 

税制 

改修 

①耐震改修促進税制 
●住宅 
・令和 10 年 12 月 31 日までに行った耐震改修工事に係る標準的な工事費用相当額の 10％

相当額（上限 250 万円）を所得税から控除（最大控除額 62.5 万円） 
・固定資産税：令和 13 年３月 31 日までに耐震改修工事（税込 50 万円以上）を行った住

宅の固定資産税額（120 ㎡相当部分まで）を工事完了年度の翌年度の１年
間１/２に減額（特に重要な避難路として自治体が指定する道路の沿道に
ある耐震診断義務づけの対象の住宅の耐震改修は２年間１／２減額） 

●建築物（要安全確認計画記載建築物、要緊急安全確認大規模建築物） 
・固定資産税：耐震診断の結果報告を行った者が、政府の補助を受けて、令和８年３月 31

日の間に耐震改修を行った場合、固定資産税を２年間１／２に減額 
②リフォーム促進税制 
・所得税：住宅ローンの有無によらず、性能向上リフォーム（耐震工事など）の標準的な

工事費用相当額の 10％、及び限度額超過分とその他の増改築等工事の費用の額
の５％。適用期間は令和８年１月１日～令和 10 年 12月 31日 
注）工事内容や要件により控除率が異なる 

③住宅ローン減税 
・所得税：・10年以上のローンを組んで一定のリフォームを行った場合、毎年の住宅ロー

ン残高の0.7％を10年間、所得税から控除 
・令和８年度税制改正により、住宅ローン減税は2030年末（令和12年12月31日）

まで５年間延長 
・環境性能や立地に応じた厳格化：省エネ基準を満たさない新築住宅は2010年

以降の建築確認分から原則適用外。災害レッドゾーンの住宅も対象外 
・既存住宅の床面積要件緩和：40㎡以上（所得1,000万円超、子育て等上乗せ措

置利用者は50㎡以上） 
・控除期間：省エネ性能の高い既存住宅は13年間に拡充 

 
融資制度 

個人向け 

●住宅金融支援機構（リフォーム融資（耐震改修工事）） 
・融資限度額：1,500 万円（住宅部分の工事費が上限） 
・金      利：返済期間 10 年以内 1.10％、11年以上 20年以内 1.47％  

（団体信用生命保険に加入しない場合） 
注：令和８年１月現在（金利は毎月見直し） 

・保  証  人：不要 

注）上表の耐震改修促進税制や融資制度は令和８年１月時点のもので、今後変更となる可能性があります。 

資料：国交省、住宅金融支援機構 HP 
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④住宅耐震化緊急促進アクションプログラムの策定と耐震改修の支援 

「喜界町住宅耐震化緊急促進アクションプログラム」を以下のように定め、今後、国や他市町

村の支援策を参考に、耐震改修に係る必要な支援制度の創設を図るとともに、個別訪問等による

住民等への普及啓発を実施します。 

 

喜界町住宅耐震化緊急促進アクションプログラム（案） 

 

１．目的 

本町の住宅の耐震化の目標（令和 17 年までに耐震性が不十分な住宅をおおむね解消）を

達成するため、住宅所有者等の耐震化への理解を深めてもらうことを目的とする。 

 

２．対象住宅 

対象住宅は、旧耐震基準（昭和 56 年５月 31 日以前に着工）による住宅のうち、公営住

宅等及び空き家、建替分（除却）を加味した約 800 戸を対象とする。 

 

３．住宅の戸別訪問計画等 

個別訪問やダイレクトメール送付等により、住宅の所有者等に耐震化を促す。 

「住宅の耐震化を促す啓発チラシ」を固定資産税納税通知書とともに、住宅所有者等に送

付する。 

 

 住宅の戸別訪問等計画 

年度 Ｒ９年度 Ｒ10 年度 Ｒ11 年度 Ｒ12 年度 Ｒ13 年度 

訪問等戸数 約 160 戸 約 160 戸 約 160 戸 約 160 戸 約 160 戸 

 

４．その他の普及啓発活動 

戸別訪問等と併せて、以下の啓発活動を実施する。 

（１）耐震診断などに係る補助制度等についての説明会 

（２）自治会等へ出向いて行う出前講座 

（３）町の広報誌やホームページ、ポスター等による周知 

 

５．関係機関との連携  

耐震改修事業者の技術力向上において、鹿児島県や関係団体と連携した研修会の受講者名

簿の共有・公表を図る。 

また、戸別訪問等及びその他の普及啓発活動において、鹿児島県（大島支庁等）及び関係

団体と連携して活動に取り組む。 

 

６．実績の公表 

アクションプログラムに基づく戸別訪問、耐震診断及び耐震改修工事実績を年度ごとに町

のホームページまたは広報誌により公表する。  
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出典：国土交通省ＨＰ 

イ）地震時の建築物の総合的な安全対策 

近年、全国各地で大規模地震が頻発し、それに伴い、建築物の窓ガラスや外装タイル等の落下、

大規模な空間を有する建築物の天井崩落、ブロック塀の倒壊等による死傷等の二次的被害が発生

しており、地震時における建築物の安全性の確保が重要な課題となっています。 

平成 28 年の熊本地震と平成 30 年の大阪府北部地震では、ブロック塀や組積造の塀が倒壊し

死傷者が出るなどの大きな被害が発生しました。 

本町でも過去の点検において倒壊の危険性があるブロック塀が確認され、撤去されています。

現行基準に適していないブロック塀は、地震時において倒壊しやすく、通行人に危害を与えるこ

とや道路を塞ぐおそれがあり、築造後年数の経過とともに劣化の進行が懸念されます。 

このようなことから、被害発生防止への対応として、以下の取組を実施します。 

①ブロック塀の安全対策の推進 

●ブロック塀の点検 

令和３年度の県や警察、小学校と連携した通学路沿道のブロック塀の合同点検以降、点検が行

われていないことから、これを定期的なものとして実施します。 

 

●危険なブロック塀の撤去の推進、既存ブロックの改修の促進 

危険なブロック塀の撤去費用を助成する事業の創設を検討するとともに、耐震改修促進計画に

関する町民向けのパンフレットに耐震診断の基準を紹介するなど、既存ブロックの補修・補強な

どの改修を促します。 

 

図 ブロック塀の点検のチェックポイント 
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②家具の転倒防止策の推進 

過去の災害事例では、自宅内の家具の転倒などにより人的被害が発生しています。このため、

地震時の家具等の転倒防止対策等に対する意識啓発を図ります。 

また、本町は高齢単身世帯（一人暮らしの高齢者）が増えていることから、家具転倒防止器具

の取り付け、家具転倒防止器具の取り付け代行などの支援策についても検討します。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

さらに、学校、福祉施設、病院、商業施設等の建築物等においても、ロッカー等の棚や什器、

OA 機器、その他の設備などの落下・転倒防止対策などの普及啓発を図ります。 

 

③屋外広告物、窓ガラス、外壁材、屋根瓦、天井等の落下防止対策 

建築物の所有者等に対して、建築物の窓ガラス、外装タイル、屋根瓦、屋外広告物等の落下防

止対策に関する普及啓発を図ります。また、屋外広告物の適切な設計・施工や維持管理、不特定

多数の者が利用する大規模空間を持つ建築物の天井等の崩落防止対策について注意喚起を行い

ます。 

 

④エレベーターの安全対策 

地震発生時にエレベーターの緊急停止により人が閉じ込められてしまうなどの被害を避ける

ため、地震時のエレベーターの運行方法や閉じ込められた場合の対処方法等について、既存エレ

ベーターの所有者等に対する普及啓発を行います。 

また、地震発生時の「閉じ込め防止」と、その後の「迅速な救出・避難」を両立させるため、

消防機関及びエレベーター管理会社等と連携し、閉じ込め防止対策や緊急時に救出・避難ができ

る体制を整備します。 

 

⑤建築物の地震に対する安全性に係る認定制度の周知（再掲） 

耐震性が確保されている旨の認定を受けた建築物について、「基準適合認定建築物」であるこ

とを表示できる「基準適合認定建築物認定制度」の普及啓発を図り、活用を促します。 

また、耐震改修を安価で短工期で設置できる「耐震シェルター」や「耐震ベッド」など、寝室

などの部分改修で「減災」を目指す取り組みもあります。このような耐震改修工事に関連した情

報提供を行います。 

資料：国勢調査 

図 65 歳以上の単身世帯の推移（喜界町） 
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ウ）地震発生時に通行を確保すべき道路 

法第５条第３項第３号に基づき県計画に記載された道路（緊急輸送道路）として、「県道 619

号喜界島循環線」、「県道 628 号浦原喜界空港線」、「町道湾～川嶺線」、「町道湾港～池治

線」、「臨港道路」の各一部区間が令和８年３月に県より指定されました。 

今後、県により、法第 14 条第１項第３号に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」に該

当する建築物について調査が行われることになります。調査の結果、「通行障害既存耐震不適格

建築物」に該当する建築物が確認された場合、所有者に対し，耐震診断を行い，必要に応じて耐

震改修を行うことを促します。 

また、避難路・通学路を対象に以下の取組を進めます。 

・避難路・通学路の沿道の安全性を確保するためブロック塀、看板、自動販売機並びに歩道の

安全点検を実施します。 

・「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、倒壊の危険性がある空き家のうち通学

路や避難路となる道路を閉塞させる恐れがある場合は、その所有者に対して必要な措置を取

るよう促します。 
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４．建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及 

（１）地震防災マップの作成・公表 

住宅や建築物の所有者が耐震化を自らの問題及び地域の問題としてとらえ、所有者及び地域の

耐震化に関する取組に自ら活用することができるよう、本計画で作成した「地震防災マップ」と

「普及啓発パンフレット」を町内の全世帯へ配布するとともに、町のホームページで公表します。 

 

（２）相談体制の整備・充実 

町まちづくり課内に相談窓口を設置し、耐震診断・耐震改修や住宅リフォーム等において、（一

社）鹿児島県建築協会、（一社）鹿児島県建築士事務所協会、（公社）鹿児島県建築士会などの

建築関連団体や（公財）鹿児島県住宅・建築総合センターの相談窓口など多方面の専門家と連携

して専門的な相談に対応できる体制と仕組みづくりを進め、耐震診断・耐震改修等に関する普及

啓発に努めます。 

また、悪質訪問販売対策（クーリングオフ等）についての情報提供も行います。 

 

表 耐震診断を行う専門家、耐震診断を行う専門家団体 

耐震診断を行う専門家 

鹿児島県木造住宅耐震技術講習会修了者 

・県では、木造住宅の設計者や施工者を対象に、耐震診断技術など

の講習会を実施し、受講者を「木造住宅耐震技術講習修了者」と

して登録・公表しています。 

耐震診断技術者を紹介

する専門家団体 
（一社）鹿児島県建築士事務所協会 

 

 

（３）住民への啓発・情報提供 

①パンフレットの作成・配布、ホームページを通じた情報提供 

●耐震化に関心を持たせる情報提供 

町広報誌及びホームページ等を通じた「誰でもできるわが家の

耐震診断」や「ブロック塀の点検のチェックポイント」の内容を

含めたパンフレット、「2000 年基準（新耐震木造住宅検証法）」

リーフレットの周知を行います。 

 

●様々な支援制度や優遇措置の周知 

「長期優良住宅リフォーム制度」や「住宅性能表示制度」、固

定資産税の減額などの税制上の優遇措置、地震保険制度等につ

いての周知を行います。  

出典：（一財）日本建築防災協会ＨＰ 

図 住民への普及啓発用 
パンフレットの例 
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●周知の方法の工夫 

本町が発送する固定資産税納税通知書に耐震診断・耐震補強の案内文書やチラシを同封するこ

とにより、建築物の所有者や管理者等に対する耐震診断・耐震改修の普及啓発を図ります。 

また、耐震改修により耐震性のみならず耐風性の向上も期待できることや、空き家やブロック

塀の適切な管理が通学路・避難路の安全な通行確保に繋がることなどについても周知します。 

 

●ハザードマップ、大規模盛土造成地に関する情報提供 

町広報誌やパンフレット、ホームページ等を通じて、住民の防災意識の啓発による災害の未然

防止や被害の軽減等を目的とした「ハザードマップ」や鹿児島県が作成している「大規模盛土造

成地マップ」に関する情報を発信します。 

 

②リフォームに併せた耐震改修の誘導 

●リフォームに併せた耐震改修に係る情報提供 

既存住宅の安全性を確保し、良質な住宅ストックの形成を図るとともに、子育て・高齢者等世

帯の安心な住まいづくりを促進するため、住宅の耐震診断、耐震改修工事及びリフォームを促進

します。住宅の耐震改修は構造部材の補強のために内装工事を伴うことが多く、別々に改修する

よりもリフォーム工事と一体的に耐震改修工事を実施した方が、経済的にも有効です。 

省エネルギー化やバリアフリー化などのリフォーム工事と耐震改修を同時に行うことの有効

性について情報提供します。また、県及び関係団体と連携して、「基準適合認定建築物マーク」

などについて周知します。 

 

●賃貸住宅の耐震改修の誘導 

民間賃貸住宅は住宅セーフティネット法に基づく「セーフティネット専用住宅」または「居住

サポート住宅」とすることで、耐震改修工事への支援が可能となることから、制度の周知を図り

ます。 

 

図 セーフティネット住宅・居住サポート住宅の改修費支援の補助対象工事等（令和７年度時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：国土交通省作成資料 

■補助対象工事等 

①バリアフリー改修（外構部分のバリアフリー化を含む） 
②耐震改修工事 
③共同居住用住居に用途変更するための改修工事 
④間取り変更工事 
⑤子育て世帯対応改修工事（子育て支援施設の併設に係る工事を含む） 
⑥防火・消火対策工事 
⑦交流スペースの設置改修工事 
⑧省エネルギー改修工事 
⑨安否確認の設備の設置改修工事 
⑩防音・遮音等工事 など 
※改修工事の検討や実施期間中に必要な住宅の借上げ費用の限度額を一定の条件で引き上げ 
※登録済の専用住宅を居住サポート住宅にするための改修も補助対象とする 

■補助率・補助限度額 

補助率：国 1／3（地方公共団体を通じた補助：国 1／3＋
地方 1／3）。 

国費限度額：50 万円／戸（①～⑦を実施する場合は 50
万円／戸加算）、⑤で子育て支援施設を

併設する場合は 1,000 万円／施設 等 
■対象住宅 

・専用住宅（セーフティネット住宅） 
・居住サポート住宅 

■管理要件 

・管理期間が 10 年以上であること 
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③地震保険の加入促進 

大規模な地震災害発生後の迅速な復旧を図るためには、地震保険への加入が効果的です。 

地震保険の保険料及び補償内容や、所得税・個人住民税に係る地震保険料の所得金額からの控

除（地震保険料控除）等の特例措置、居住用建築物の耐震性能が高い場合の耐震等級割引、耐震

診断割引制度などについての周知を図り、地震保険の加入促進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）住民等との連携 

①自主防災組織の育成・強化 

災害時の避難や消火活動は、自助及び共助の観点から自主防災組織により行われることが有効

です。「喜界町地域防災計画」では、迅速かつ円滑な震災応急対策への備えとして、防災組織の

整備や避難体制の整備を図ることとしています。これを踏まえ、自主防災組織による地区防災計

画の策定、防災知識の普及活動、地域の危険箇所の点検、災害時の要配慮者の確認、防災資機材

の備蓄、防災・避難訓練等を積極的に推進します。 

 

②通学路安全マップなどの作成と活用 

本町では通学路沿道のブロック塀等を点検し、安全上支障があるものの解消を図っています。

これを定期的な取組とし、点検の結果を「通学路の安全マップ」として作成・周知を図るととも

に、必要に応じて、専門家による詳細な調査の実施も検討します。 

 

 

 

  

出典：通学路を安心・安全に！防災まちづくり ブロック塀から考える安全対策 広島県府中市 パンフレット  

図 地震保険の契約件数・世帯加入率の推移（全国） 

資料：損害保険料率算出機構 HP 
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５．所管行政庁（鹿児島県）との連携 

町内の特定既存耐震不適格建築物の情報提供など、所管行政庁となる鹿児島県と連携・協力し

て耐震化に必要な取組を推進します。 

 

「鹿児島県建築物耐震改修促進計画（令和８年３月改定）」では、所管行政庁が行う指導や勧

告等が下記のように規定されています。 

 

鹿児島県建築物耐震改修促進計画における所管行政庁による実施方針 

１ 法に基づく指導等の実施に関する事項 

 (1)耐震診断義務付け対象建築物に係る指導等の実施 

  （略） 

(2)特定既存耐震不適格建築物（(1)を除く。）に係る指導等の実施 

  （略） 

(3)既存耐震不適格建築物（(1)及び(2)を除く。）に係る指導等の実施 

  （略） 

(4)指導等を優先的に実施すべき建築物 

法に基づく指導等については、特に、耐震診断義務付け対象建築物、防災拠点建築物、多

数の者が利用する建築物の所有者に対し、優先的に実施する。 

 

２ 建築基準法に基づく勧告等の実施に関する事項 

指導･助言、指示等を行ったにもかかわらず、耐震診断義務付け対象建築物又は指示対象

建築物の所有者が必要な対策をとらなかった場合には、所管行政庁は、構造耐力上主要な部

分の地震に対する安全性について著しく保安上危険であると認められる建築物については、

速やかに建築基準法第 10 条第３項の規定に基づく命令を、損傷、腐食その他の劣化が進み、

そのまま放置すれば著しく保安上危険となるおそれがある建築物については、同条第１項

の規定に基づく勧告や同条第２項の規定に基づく命令を行う。 

 

３ ブロック塀等の安全性の確認等実施要領に基づく措置の実施に関する事項 

建築主事等（建築基準法第４条に規定する建築主事及び同法第 77 条の 18 に規定する指

定確認検査機関の確認検査員をいう。）は、所有者又は管理者の管理責任を明確にし、ブ

ロック塀等の安全性の確保及び倒壊による被害の防止を促進するため、「ブロック塀等の

安全性の確認等実施要領」に基づき、建築確認申請、完了検査申請及び完了検査の各時点

で、ブロック塀等の安全性を確認し、不適合である場合は改善等の指導を行う。 

 

なお、建築物の耐震改修促進のための指導等（指導・助言、指示、公表、勧告・命令）は所管

行政庁が行うことと定められており、本町内における指導等は鹿児島県が行うことになります。 
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６．その他、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関し必要な事項 

（１）管理不全な空き家等に対する指導 

老朽化が著しい管理不全な空き家等は、そのまま放置すれば地震などによる倒壊の危険性が高

まり、地域住民の生命・財産に危害を及ぼすことが懸念されます。このため、令和３年 5 月に策

定した「喜界町空き家等対策計画」に基づき、地震時の倒壊抑止などの防災性向上の観点から、

法律に基づく空き家等の適正管理を助言・指導します。 

 

（２）関係団体による協議会の設置 

本計画を実施するにあたり、県建築・住宅行政連絡協議会や県内の建築関係団体などとの連携

を図るため、協議会の設置について検討します。 

 

（３）計画の検証 

令和 17 年末における耐震化の目標達成に向けて、本計画の進捗状況や、特定建築物や防災拠

点等の耐震化の進捗状況、耐震化の普及・啓発に向けた施策の実施状況等を定期的に確認し、適

切な進捗管理を行います。 

また、計画の進捗状況や社会情勢の変化、関連計画の改定等に対応して、必要に応じて計画の

見直しを図ります。 
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１．現状で推移した場合の 10 年後の住宅の耐震化率の推計 

（１）推計の手順 

①推計の考え方 

住宅の耐震化率の推計方法は、民間住宅と公共賃貸住宅等それぞれについて推計し、これを合

算することで算出します。 

 

●民間住宅の推計 

民間住宅については、住宅・土地統計調査データが未公表のため、家屋台帳のデータをもとに

推計します。具体的には、専用住宅、併用住宅、共同住宅等を対象とし、付属家は除いています。

なお、前述のとおり、共同建の住宅は耐震化率が高い一方、特に木造の専用住宅の耐震化率が低

く、これらのほとんどは戸建と考えられることから建て方別に分けて推計することが適当です。

なお、本推計にあたっては、家屋台帳では住宅の建て方が把握できないことから、「共同住宅」

を「共同建」、共同住宅以外の住宅を「一戸建」と読み替えて推計しています。 

 

●公共住宅 

公共住宅は公共賃貸住宅が該当します。本町が管理する公共賃貸住宅として、公営住宅（町営・

県営）、医師・教員住宅、県共済住宅があります。なお、現時点での耐震化の状況については、

管理主体に確認した結果をもとに耐震化率を算出しています。また、将来、建替（用途廃止）等

に伴い除却する「政策空家」に位置づけられている住宅は除外しています。 

 

図１ 推計の方法 

 

 

 

 

 

 
注）本推計は主に建築時期をもとに推計したもので、本町で多数を占める民間住宅（木造・一戸建）の下記に例示する

住宅事情は考慮していません。 

・住宅の建て方は平屋建が多い 

・住宅の屋根は「軽い屋根」が多い 

（建築時期の古い住宅は、瓦などの「重い屋根」は少ない） 

  

公共住宅 

 
民間住宅 

 

公共賃貸住宅（町営住宅等） 

耐震化の状況を管理主体に確認 

 

下記の耐震化率をそれぞれ推計 
・共同建（共同住宅） 
・一戸建（共同住宅以外） ①＋②により 

住宅の耐震化率
を推計 
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②推計の手順 

昭和 56 年 5 月 31 日以前の旧耐震基準で建てられた住宅のすべてで耐震性が無いわけでは

なく、耐震診断において耐震性が無いと判断された住宅の耐震改修等を促進することが課題です。

したがって、昭和 56 年 5 月 31 日以前に建てられた住宅のうち、耐震性が無いと判断される

住宅がどれぐらいあるかを推計する必要があります。 

この点を考慮した推計方法として、「住宅・建築物の耐震化率のフォローアップのあり方に関

する研究会」（国土交通省）で提案されている下図の推計方法を採用します。 

ただし、本町では推計の元となる住宅・土地統計調査データが公表されていないことから、住

宅総数、新耐震基準で建てられた住宅戸数、旧耐震基準で建てられた住宅戸数については家屋台

帳より実数を取得しますが、旧耐震基準で建てられた住宅の耐震性の割合は、下図中の「D」、

旧耐震基準で建てられた住宅の耐震工事の実施戸数は下図中の「Ｅ」の方法により、それぞれ鹿

児島県の値を用いて推計することとします。 

 

  

出典：住宅・建築物の耐震化率のフォローアップのあり方に関する研究会とりまとめ参考資料 

図２ 参考とする現在の住宅の耐震化率の推計方法 
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（住調区分） 木造 非木造 木造 非木造 木造 非木造 木造 非木造

旧耐震 （～1980） 127,800 37,400 192,600 44,200 64,800 6,800 34% 15%

新耐震～2000年 （1981～2000） 158,900 103,800 187,500 99,400 28,600 -4,400 15% 0%

2000年以降 （2000～） 157,600 97,700 94,500 68,000 -63,100 -29,700 0% 0%

444,300 238,900 474,600 211,600

注)　差がマイナスの年代は滅失率０％とする 資料：住宅土地統計調査

合計

R5年住調 H25年住調 差（H25-R5) 減少率

（２）10年後の民間住宅の耐震化率の推計 

①旧耐震の住宅のうち、耐震性「有」の住宅数の反映 

旧耐震の住宅すべてで耐震性がないわけではなく、一部の住宅で耐震性を満たしている場合が

あります。よって、旧耐震基準住宅のうち、耐震診断を行った結果、耐震性が「○：有」となっ

た割合（鹿児島県 H30 年推計値 一戸建 28％、共同建 65％）を推計に反映します。 

②耐震性の向上要素 

耐震性の向上要素としては、以下があります。 

・滅失：旧耐震基準以前の住宅などの取り壊し 

・新設着工：耐震性を満たす新築住宅の建設（滅失住宅の建替を含む） 

・既存住宅での耐震改修（リフォーム）の実施 

ただし、本町では耐震診断及び耐震改修の実績がないことから、本推計ではその施策効果は考

慮していません。現状のままで推移した場合の推計とします。 

 

図３ 試算において考慮する部分（住宅数の変化に着目した概念図） 

        【現状】     【10 年後】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③住宅の滅失戸数の反映 

下表は、令和 5 年と 10 年前の平成 25 年の住宅・土地統計調査から、各調査時点での鹿児島

県の持家の木造・非木造の住宅について、建築時期をデータの都合上、1980 年以前（「旧耐震」

と読み替え）、1981～2000 年（「新耐震～2000 年基準」と読み替え）、2000 年以降に

分け、その数の変化をみたものです。 

これによれば、例えば、旧耐震の住宅は 10 年間で木造は 34％、非木造は 15％の減少とな

っています。本推計では、これを滅失した住宅と見なし、推計に反映しています。 

 

 

  

滅失（解体）

新設着工★ 

（新規・建替） 

耐震改修※ 

（リフォーム） 

空き家 

変化なしの住宅 

人が居住する

住宅 

空き家 

※本推計では考慮しない 

表 1 滅失率の計算（鹿児島県） 
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④新設住宅着工戸数の反映（新設住宅戸数の加算） 

耐震性能を満足する住宅が新規に建設され、既存の住宅数に積みあがっていくことにより結果

として全住宅の耐震化率は上がります。推計にあたっては、この点を考慮します。具体的には「新

耐震以降」の住宅に、令和 8 年～令和 17 年までの新設住宅着工数を加算します。 

今後 10 年間の新設住宅着工戸数は、平成 27 年度年～令和 6 年度の着工戸数の傾向や今後

の人口推移の予測等を参考に設定することとします。持家・分譲住宅を一戸建と想定すると微減

傾向にあります。共同建は貸家の着工戸数が年によって変動が大きく、明確な傾向はうかがえま

せん。一方、中長期的には人口が減少すると予測されています。以上を踏まえて、今後 10 年間

の着工水準の一戸建は過去 10 年間の着工水準の 95％、共同建は 100％（変動なし）と想定

し、一戸建 67 戸、共同建 75 戸を見込みます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

表４ H27～R6 年度の新設住宅着工数（一戸建・共同建への換算及び着工戸数減を想
定 

新設住宅着工戸数の推移（喜界町）

利用関係別 着工戸数（５年刻み）

持家 貸家 給与 分譲 一戸建※ 共同建※ 計

Ｈ27 11 6 5 0 0

Ｈ28 18 9 9 0 0

Ｈ29 10 10 0 0 0

Ｈ30 12 7 5 0 0

Ｒ1 18 5 13 0 0 H27～R1 37 32 69

R2 21 6 13 2 0

R3 13 8 5 0 0

R4 15 5 8 2 0

R5 11 6 5 0 0

R6 16 8 8 0 0 R2～R6 33 43 76

合計 145 70 71 4 0 計 70 75 145

年平均 15 7 7 0 0 変動率 -11% 34% 10%

資料：鹿児島県 ※一戸建：持家＋分譲　共同建：貸家＋給与と想定した場合

年度 合計

表３ 新設住宅着工戸数の推移（喜界町）滅失率の計算（鹿児島県） 

所有関係 10年間計 年平均 今後10年間の着工戸数

持ち家 70 7 （建て方別に換算）

分譲 0 0 持家・分譲 =一戸建 95% 67

貸家 71 7.1 貸家・給与 ＝共同建 100% 75

給与 4 0.4 142合計

減退率
今後10年
間の着工

数

　

表２　住宅の建て方別の耐震化率(滅失戸数除外) 単位：戸

耐震診断の
結果、耐震

性有

新耐震～
2000年

2000年～

1,504 418 785 300 2,589

21 13 106 111 237

1,524 432 891 411 2,826

注）計算の都合上合計値が一致しない場合がある。 資料：喜界町

建て方 旧耐震 合計

新耐震以降

一戸建

共同建

合計

表２ 住宅の建て方別の耐震化率（滅失戸数除外） 
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（３）推計結果 

以上の推計作業の結果から、10 年後の民間住宅の耐震化率は以下のように推計されます。 

・一戸建：59.1％ 

・共同建：97.7％ 

・合計 ：63.2％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上表の民間住宅に加え、公共住宅の耐震化率を加味すると下表のとおり 64.8％となります。 

  

 

  

  

表５ 10 年後の民間住宅の耐震化率の推計結果 

注）将来人口推計値は社人研 R5 年推計値による。それ以外は国勢調査の実績値 

12,725

11,464
11,169

10,591

9,641
9,268

9,040
8,572

8,169

7,212

6,629
6,105

5,603
5,146

4,698
4,281

3,8923,726 3,616 3,785 3,815 3,694 3,738 3,799 3,745 3,634
3,364 3,306

3.42

3.17

2.95

2.78

2.61
2.48

2.38
2.29 2.25

2.14

2.01

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

1970年 1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年

昭和45年昭和50年昭和55年昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年平成17年平成22年平成27年 令和２年 令和７年 令和12年令和17年令和22年令和27年令和32年

（人/世帯）（人・世帯）

総人口・総世帯数・平均世帯人員の推移
注）2025年以降は推計値

人口 世帯数 平均世帯人員

図４ 総人口、総世帯数、平均世帯人員の推移（喜界町） 

単位：戸

耐震診断の
結果、耐震

性有

戸数 2,656 1,504 418 1,152 1,571

（割合） (100％) (56.6％) (15.8％) (43.4％) (59.1％)

戸数 312 21 13 292 305

（割合） (100％) (6.6％) (4.3％) (93.4％) (97.7％)

戸数 2,968 1,524 432 1,444 1,876

（割合） (100％) (51.4％) (14.6％) (48.6％) (63.2％)

戸数 324 66 3 255 258

（割合） (100％) (20.4％) (0.9％) (78.7％) (79.6％)

戸数 3,292 1,590 435 1,699 2,134

（割合） (100％) (48.3％) (13.2％) (51.6％) (64.8％)
※公営住宅（町・県）、医師・教員住宅、県共済住宅。公営住宅は「喜界町公営住宅等長寿命化計画（令和４年３月）」を参考とした。
　　なお、町営住宅、県共済住宅については政策空家を除外して算定した。   
注）計算の都合上合計値が一致しない場合がある。

旧耐震
耐震性を有す

る住宅数

（耐震化率）
住宅の区分 住宅総数

民間住宅

新耐震以降
（新設住宅を

含む）

共同建

一戸建

公共住宅 ※

小計

合計

表６ 10 年後の住宅の耐震化率の推計結果 

耐震診断の
結果、耐震

性有
新耐震以降

今後着工
する住宅

一戸建 2,656 1,504 418 1,152 1,085 67 1,571 59.1%

共同建 312 21 13 292 217 75 305 97.7%

合計 2,968 1,524 432 1,444 1,302 142 1,876 63.2%

今後着工する住宅：今後10年間に着工する新設住宅（新築、建替）

注）計算の都合上合計値が一致しない場合がある。

耐震性有の
住宅

耐震化率住宅総数 旧耐震
新耐震以降
（新設着工を

含む）
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構造・用途 旧耐震

その他の空
き家

耐震診断の
結果、耐震

性有

左記以外（耐
震性のない

住宅）

新耐震～
2000年

2000年～

一戸建 1,504 285 418 801 785 300 1,503 2,304

共同建 21 0 13 8 106 111 230 238

合計 1,524 285 431 809 891 411 1,733 2,542

※「耐震診断の結果、耐震性有」と「新耐震以降」の住宅数／「その他の空き家」を除いた合計

「その他の
空き家」を

除いた
合計

耐震性を有
する住宅

新耐震以降

（４）耐震化が必要な民間住宅戸数の推計 

①「その他の空き家」戸数の推計 

「喜界町空き家等対策計画」による廃屋 285 戸と、共同住宅の中の

「その他の空き家」を、表 2 から除外します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②耐震化が必要となる民間住宅戸数の推計 

今後 10 年間で耐震化率 100％を達成するために、耐震化（耐震性のない住宅の解消）が必

要となる住宅戸数は、下表のとおりです。 

  

図５ その他空き家の推計 

参考：集落別の空き家戸数

旧小学校区 空き家 廃屋

湾 150 59

荒木 63 11

上嘉鉄 113 47

坂嶺 111 55

滝川 40 19

小野津 68 25

早町 55 25

志戸桶 63 14

阿伝 77 30

合計 740 285

資料：喜界町空き家対策計画

住宅総数 899,600 （R5住調　鹿児島県）

その他の空き家 122,220 （R5住調　鹿児島県）

ⅰ住宅総数に占める割合 13.6%

ⅱ空き家の建築時期別割合（R1年全国空き家所有者実態調査）

注）サンプル数 「大都市圏以外 郡部」の値

1980年以前 259 61%

1981～2000 92 21%

2001～ 77 18%

ⅲ建て方別

「その他の空き家」の建て方割合（R5住調　鹿児島県）

一戸建 108,000 90%

共同建 12,300 10%

小計 120,300

旧耐震の戸数に「その他の空き家の割合」（ⅰ×ⅱ×ⅲの各項目)の割合を乗じる

～1980年

一戸建

共同建 0.8% 13.6% × 61% × 10%

喜界町空家実態調査の「廃屋」を計上

計算式

注）推計の都合上、共同住宅も

戸数で計上しています。 

目標達成に必要な戸数推計結果 単位：戸

耐震性を有す

る住宅数

（耐震化率）

耐震性の
ない住宅

戸数 2,304 1,504 800 800

（割合） (65%) (35%) （年間80戸）

戸数 237 230 7 7

（割合） (97%) (3%) （年間1戸）

戸数 2,541 1,734 807 807

（割合） (68%) (32%) （年間81戸）

住宅の区分
住宅総数

（注）

民間住宅

一戸建

共同建

小計

耐震化（耐震
性のない住

宅の解消）が
必要となる住

宅戸数

表７ 耐震化が必要となる民間住宅戸数の推計結果 

注） 

・「その他の空き家」：賃貸用、

売却用または別荘等の二次

的利用のいずれでもない長期

間不在の空き家。（住宅・土地

統計調査） 

・「廃屋」：大島地区消防組合喜

界分署 令和２年度調査によ

る（喜界町空き家等対策計

画）。空き家のうち長期間放置

され倒壊危険があるなど、住

めなくなった状態の建物。 
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２．建築物の耐震改修の促進に関する法律 

施行日： 令和七年五月三十日 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、地震による建築物の倒壊等の被害から国民の生命、身体及び財産を保護するた

め、建築物の耐震改修の促進のための措置を講ずることにより建築物の地震に対する安全性の向上

を図り、もって公共の福祉の確保に資することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「耐震診断」とは、地震に対する安全性を評価することをいう。 

２ この法律において「所管行政庁」とは、建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）の規定によ

り建築主事又は建築副主事を置く市町村又は特別区の区域については当該市町村又は特別区の長を

いい、その他の市町村又は特別区の区域については都道府県知事をいう。ただし、同法第九十七条

の二第一項若しくは第二項又は第九十七条の三第一項若しくは第二項の規定により建築主事又は建

築副主事を置く市町村又は特別区の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事とす

る。 

 

（国、地方公共団体及び国民の努力義務） 

第三条 国は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に資する技術に関する研究開発を促進するた

め、当該技術に関する情報の収集及び提供その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るため、資金の融通又はあっ

せん、資料の提供その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

３ 国及び地方公共団体は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関する国民の理解と協力を得る

ため、建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に努めるものとする。 

４ 国民は、建築物の地震に対する安全性を確保するとともに、その向上を図るよう努めるものとす

る。 

 

第二章 基本方針及び都道府県耐震改修促進計画等 

（基本方針） 

第四条 国土交通大臣は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針（以下

「基本方針」という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関する基本的な事項 

二 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標の設定に関する事項 

三 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項 

四 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に関する基本的な事項 

五 次条第一項に規定する都道府県耐震改修促進計画の策定に関する基本的な事項その他建築物の

耐震診断及び耐震改修の促進に関する重要事項 

３ 国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなけれ

ばならない。 
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（都道府県耐震改修促進計画） 

第五条 都道府県は、基本方針に基づき、当該都道府県の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の

促進を図るための計画（以下「都道府県耐震改修促進計画」という。）を定めるものとする。 

２ 都道府県耐震改修促進計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 当該都道府県の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標 

二 当該都道府県の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策に関する事項 

三 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に関する事項 

四 建築基準法第十条第一項から第三項までの規定による勧告又は命令その他建築物の地震に対する

安全性を確保し、又はその向上を図るための措置の実施についての所管行政庁との連携に関する

事項 

五 その他当該都道府県の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関し必要な事項 

３ 都道府県は、次の各号に掲げる場合には、前項第二号に掲げる事項に、当該各号に定める事項を

記載することができる。 

一 病院、官公署その他大規模な地震が発生した場合においてその利用を確保することが公益上必

要な建築物で政令で定めるものであって、既存耐震不適格建築物（地震に対する安全性に係る建

築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定（以下「耐震関係規定」という。）に適合しな

い建築物で同法第三条第二項の規定の適用を受けているものをいう。以下同じ。）であるもの（そ

の地震に対する安全性が明らかでないものとして政令で定める建築物（以下「耐震不明建築物」

という。）に限る。）について、耐震診断を行わせ、及び耐震改修の促進を図ることが必要と認め

られる場合 当該建築物に関する事項及び当該建築物に係る耐震診断の結果の報告の期限に関する

事項 

二 建築物が地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路（相当数の建築物が集合

し、又は集合することが確実と見込まれる地域を通過する道路その他国土交通省令で定める道路

（以下「建築物集合地域通過道路等」という。）に限る。）の通行を妨げ、市町村の区域を越える

相当多数の者の円滑な避難を困難とすることを防止するため、当該道路にその敷地が接する通行

障害既存耐震不適格建築物（地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を

妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがあるものとして政令で定める建築物（第十四

条第三号において「通行障害建築物」という。）であって既存耐震不適格建築物であるものをい

う。以下同じ。）について、耐震診断を行わせ、又はその促進を図り、及び耐震改修の促進を図る

ことが必要と認められる場合 当該通行障害既存耐震不適格建築物の敷地に接する道路に関する事

項及び当該通行障害既存耐震不適格建築物（耐震不明建築物であるものに限る。）に係る耐震診断

の結果の報告の期限に関する事項 

三 建築物が地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路（建築物集合地域通過道路

等を除く。）の通行を妨げ、市町村の区域を越える相当多数の者の円滑な避難を困難とすることを

防止するため、当該道路にその敷地が接する通行障害既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震

改修の促進を図ることが必要と認められる場合 当該通行障害既存耐震不適格建築物の敷地に接す

る道路に関する事項 

四 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成五年法律第五十二号。以下「特定優良賃貸

住宅法」という。）第三条第四号に規定する資格を有する入居者をその全部又は一部について確保

することができない特定優良賃貸住宅（特定優良賃貸住宅法第六条に規定する特定優良賃貸住宅

をいう。以下同じ。）を活用し、第十九条に規定する計画認定建築物である住宅の耐震改修の実施
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に伴い仮住居を必要とする者（特定優良賃貸住宅法第三条第四号に規定する資格を有する者を除

く。以下「特定入居者」という。）に対する仮住居を提供することが必要と認められる場合 特定

優良賃貸住宅の特定入居者に対する賃貸に関する事項 

五 前項第一号の目標を達成するため、当該都道府県の区域内において独立行政法人都市再生機構

（以下「機構」という。）又は地方住宅供給公社（以下「公社」という。）による建築物の耐震診断

及び耐震改修の実施が必要と認められる場合 機構又は公社による建築物の耐震診断及び耐震改修の

実施に関する事項 

４ 都道府県は、都道府県耐震改修促進計画に前項第一号に定める事項を記載しようとするときは、

当該事項について、あらかじめ、当該建築物の所有者（所有者以外に権原に基づきその建築物を使

用する者があるときは、その者及び所有者）の意見を聴かなければならない。 

５ 都道府県は、都道府県耐震改修促進計画に第三項第五号に定める事項を記載しようとするとき

は、当該事項について、あらかじめ、機構又は当該公社の同意を得なければならない。 

６ 都道府県は、都道府県耐震改修促進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、

当該都道府県の区域内の市町村にその写しを送付しなければならない。 

７ 第三項から前項までの規定は、都道府県耐震改修促進計画の変更について準用する。 

（市町村耐震改修促進計画） 

第六条 市町村は、都道府県耐震改修促進計画に基づき、当該市町村の区域内の建築物の耐震診断及

び耐震改修の促進を図るための計画（以下「市町村耐震改修促進計画」という。）を定めるよう努め

るものとする。 

２ 市町村耐震改修促進計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 当該市町村の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標 

二 当該市町村の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策に関する事項 

三 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に関する事項 

四 建築基準法第十条第一項から第三項までの規定による勧告又は命令その他建築物の地震に対す

る安全性を確保し、又はその向上を図るための措置の実施についての所管行政庁との連携に関す

る事項 

五 その他当該市町村の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関し必要な事項 

３ 市町村は、次の各号に掲げる場合には、前項第二号に掲げる事項に、当該各号に定める事項を記

載することができる。 

一 建築物が地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路（建築物集合地域通過道路

等に限る。）の通行を妨げ、当該市町村の区域における多数の者の円滑な避難を困難とすることを

防止するため、当該道路にその敷地が接する通行障害既存耐震不適格建築物について、耐震診断

を行わせ、又はその促進を図り、及び耐震改修の促進を図ることが必要と認められる場合 当該通

行障害既存耐震不適格建築物の敷地に接する道路に関する事項及び当該通行障害既存耐震不適格

建築物（耐震不明建築物であるものに限る。）に係る耐震診断の結果の報告の期限に関する事項 

二 建築物が地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路（建築物集合地域通過道路

等を除く。）の通行を妨げ、当該市町村の区域における多数の者の円滑な避難を困難とすることを

防止するため、当該道路にその敷地が接する通行障害既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震

改修の促進を図ることが必要と認められる場合 当該通行障害既存耐震不適格建築物の敷地に接す

る道路に関する事項 
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４ 市町村は、市町村耐震改修促進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならな

い。 

５ 前二項の規定は、市町村耐震改修促進計画の変更について準用する。 

 

第三章 建築物の所有者が講ずべき措置 

（要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震診断の義務） 

第七条 次に掲げる建築物（以下「要安全確認計画記載建築物」という。）の所有者は、当該要安全確

認計画記載建築物について、国土交通省令で定めるところにより、耐震診断を行い、その結果を、

次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期限までに所管行政庁に報告し

なければならない。 

一 第五条第三項第一号の規定により都道府県耐震改修促進計画に記載された建築物同号の規定に

より都道府県耐震改修促進計画に記載された期限 

二 その敷地が第五条第三項第二号の規定により都道府県耐震改修促進計画に記載された道路に接

する通行障害既存耐震不適格建築物（耐震不明建築物であるものに限る。）同号の規定により都道

府県耐震改修促進計画に記載された期限 

三 その敷地が前条第三項第一号の規定により市町村耐震改修促進計画に記載された道路に接する

通行障害既存耐震不適格建築物（耐震不明建築物であるものに限り、前号に掲げる建築物である

ものを除く。） 同項第一号の規定により市町村耐震改修促進計画に記載された期限 

（要安全確認計画記載建築物に係る報告命令等） 

第八条 所管行政庁は、要安全確認計画記載建築物の所有者が前条の規定による報告をせず、又は虚

偽の報告をしたときは、当該所有者に対し、相当の期限を定めて、その報告を行い、又はその報告

の内容を是正すべきことを命ずることができる。 

２ 所管行政庁は、前項の規定による命令をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その

旨を公表しなければならない。 

３ 所管行政庁は、第一項の規定により報告を命じようとする場合において、過失がなくて当該報告

を命ずべき者を確知することができず、かつ、これを放置することが著しく公益に反すると認めら

れるときは、その者の負担において、耐震診断を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者

に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該報告をすべき旨及びそ

の期限までに当該報告をしないときは、所管行政庁又はその命じた者若しくは委任した者が耐震診

断を行うべき旨を、あらかじめ、公告しなければならない。 

（耐震診断の結果の公表） 

第九条 所管行政庁は、第七条の規定による報告を受けたときは、国土交通省令で定めるところによ

り、当該報告の内容を公表しなければならない。前条第三項の規定により耐震診断を行い、又は行

わせたときも、同様とする。 

（通行障害既存耐震不適格建築物の耐震診断に要する費用の負担） 

第十条 都道府県は、第七条第二号に掲げる建築物の所有者から申請があったときは、国土交通省令

で定めるところにより、同条の規定により行われた耐震診断の実施に要する費用を負担しなければ

ならない。 

２ 市町村は、第七条第三号に掲げる建築物の所有者から申請があったときは、国土交通省令で定め

るところにより、同条の規定により行われた耐震診断の実施に要する費用を負担しなければならな

い。 
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（要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震改修の努力） 

第十一条 要安全確認計画記載建築物の所有者は、耐震診断の結果、地震に対する安全性の向上を図

る必要があると認められるときは、当該要安全確認計画記載建築物について耐震改修を行うよう努

めなければならない。 

（要安全確認計画記載建築物の耐震改修に係る指導及び助言並びに指示等） 

第十二条 所管行政庁は、要安全確認計画記載建築物の耐震改修の適確な実施を確保するため必要が

あると認めるときは、要安全確認計画記載建築物の所有者に対し、基本方針のうち第四条第二項第

三号の技術上の指針となるべき事項（以下「技術指針事項」という。）を勘案して、要安全確認計画

記載建築物の耐震改修について必要な指導及び助言をすることができる。 

２ 所管行政庁は、要安全確認計画記載建築物について必要な耐震改修が行われていないと認めると

きは、要安全確認計画記載建築物の所有者に対し、技術指針事項を勘案して、必要な指示をするこ

とができる。 

３ 所管行政庁は、前項の規定による指示を受けた要安全確認計画記載建築物の所有者が、正当な理

由がなく、その指示に従わなかったときは、その旨を公表することができる。 

（要安全確認計画記載建築物に係る報告、検査等） 

第十三条 所管行政庁は、第八条第一項並びに前条第二項及び第三項の規定の施行に必要な限度にお

いて、政令で定めるところにより、要安全確認計画記載建築物の所有者に対し、要安全確認計画記

載建築物の地震に対する安全性に係る事項（第七条の規定による報告の対象となる事項を除く。）に

関し報告させ、又はその職員に、要安全確認計画記載建築物、要安全確認計画記載建築物の敷地若

しくは要安全確認計画記載建築物の工事現場に立ち入り、要安全確認計画記載建築物、要安全確認

計画記載建築物の敷地、建築設備、建築材料、書類その他の物件を検査させることができる。ただ

し、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。 

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなけ

ればならない。 

３ 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならな

い。 

（特定既存耐震不適格建築物の所有者の努力） 

第十四条 次に掲げる建築物であって既存耐震不適格建築物であるもの（要安全確認計画記載建築物

であるものを除く。以下「特定既存耐震不適格建築物」という。）の所有者は、当該特定既存耐震不

適格建築物について耐震診断を行い、その結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認

められるときは、当該特定既存耐震不適格建築物について耐震改修を行うよう努めなければならな

い。 

一 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、老人ホームその他多

数の者が利用する建築物で政令で定めるものであって政令で定める規模以上のもの 

二 火薬類、石油類その他政令で定める危険物であって政令で定める数量以上のものの貯蔵場又は

処理場の用途に供する建築物 

三 その敷地が第五条第三項第二号若しくは第三号の規定により都道府県耐震改修促進計画に記載

された道路又は第六条第三項の規定により市町村耐震改修促進計画に記載された道路に接する通

行障害建築物 

（特定既存耐震不適格建築物に係る指導及び助言並びに指示等） 
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第十五条 所管行政庁は、特定既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修の適確な実施を確保す

るため必要があると認めるときは、特定既存耐震不適格建築物の所有者に対し、技術指針事項を勘

案して、特定既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修について必要な指導及び助言をするこ

とができる。 

２ 所管行政庁は、次に掲げる特定既存耐震不適格建築物（第一号から第三号までに掲げる特定既存

耐震不適格建築物にあっては、地震に対する安全性の向上を図ることが特に必要なものとして政令

で定めるものであって政令で定める規模以上のものに限る。）について必要な耐震診断又は耐震改修

が行われていないと認めるときは、特定既存耐震不適格建築物の所有者に対し、技術指針事項を勘

案して、必要な指示をすることができる。 

一 病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店その他不特定かつ多数の者が利用する特定既存

耐震不適格建築物 

二 小学校、老人ホームその他地震の際の避難確保上特に配慮を要する者が主として利用する特定

既存耐震不適格建築物 

三 前条第二号に掲げる建築物である特定既存耐震不適格建築物 

四 前条第三号に掲げる建築物である特定既存耐震不適格建築物 

３ 所管行政庁は、前項の規定による指示を受けた特定既存耐震不適格建築物の所有者が、正当な理

由がなく、その指示に従わなかったときは、その旨を公表することができる。 

４ 所管行政庁は、前二項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定既

存耐震不適格建築物の所有者に対し、特定既存耐震不適格建築物の地震に対する安全性に係る事項

に関し報告させ、又はその職員に、特定既存耐震不適格建築物、特定既存耐震不適格建築物の敷地

若しくは特定既存耐震不適格建築物の工事現場に立ち入り、特定既存耐震不適格建築物、特定既存

耐震不適格建築物の敷地、建築設備、建築材料、書類その他の物件を検査させることができる。 

５ 第十三条第一項ただし書、第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用

する。 

（一定の既存耐震不適格建築物の所有者の努力等） 

第十六条 要安全確認計画記載建築物及び特定既存耐震不適格建築物以外の既存耐震不適格建築物の

所有者は、当該既存耐震不適格建築物について耐震診断を行い、必要に応じ、当該既存耐震不適格

建築物について耐震改修を行うよう努めなければならない。 

２ 所管行政庁は、前項の既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修の適確な実施を確保するた

め必要があると認めるときは、当該既存耐震不適格建築物の所有者に対し、技術指針事項を勘案し

て、当該既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修について必要な指導及び助言をすることが

できる。 

 

第四章 建築物の耐震改修の計画の認定 

（計画の認定） 

第十七条 建築物の耐震改修をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、建築物の耐

震改修の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。 

２ 前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

一 建築物の位置 

二 建築物の階数、延べ面積、構造方法及び用途 

三 建築物の耐震改修の事業の内容 
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四 建築物の耐震改修の事業に関する資金計画 

五 その他国土交通省令で定める事項 

３ 所管行政庁は、第一項の申請があった場合において、建築物の耐震改修の計画が次に掲げる基準

に適合すると認めるときは、その旨の認定（以下この章において「計画の認定」という。）をするこ

とができる。 

一 建築物の耐震改修の事業の内容が耐震関係規定又は地震に対する安全上これに準ずるものとし

て国土交通大臣が定める基準に適合していること。 

二 前項第四号の資金計画が建築物の耐震改修の事業を確実に遂行するため適切なものであるこ

と。 

三 第一項の申請に係る建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分が耐震関係規定

及び耐震関係規定以外の建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合せず、か

つ、同法第三条第二項の規定の適用を受けているものである場合において、当該建築物又は建築

物の部分の増築、改築、大規模の修繕（同法第二条第十四号に規定する大規模の修繕をいう。）又

は大規模の模様替（同条第十五号に規定する大規模の模様替をいう。）をしようとするものであ

り、かつ、当該工事後も、引き続き、当該建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の

部分が耐震関係規定以外の同法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合しないこととな

るものであるときは、前二号に掲げる基準のほか、次に掲げる基準に適合していること。 

イ 当該工事が地震に対する安全性の向上を図るため必要と認められるものであり、かつ、当該

工事後も、引き続き、当該建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分が耐震関

係規定以外の建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合しないこととなるこ

とがやむを得ないと認められるものであること。 

ロ 工事の計画（二以上の工事に分けて耐震改修の工事を行う場合にあっては、それぞれの工事

の計画。第五号ロ及び第六号ロにおいて同じ。）に係る建築物及び建築物の敷地について、交通

上の支障の度、安全上、防火上及び避難上の危険の度並びに衛生上及び市街地の環境の保全上

の有害の度が高くならないものであること。 

四 第一項の申請に係る建築物が既存耐震不適格建築物である耐火建築物（建築基準法第二条第九

号の二に規定する耐火建築物をいう。）である場合において、当該建築物について柱若しくは壁を

設け、又は柱若しくははりの模様替をすることにより当該建築物が同法第二十七条第二項の規定

に適合しないこととなるものであるときは、第一号及び第二号に掲げる基準のほか、次に掲げる

基準に適合していること。 

イ 当該工事が地震に対する安全性の向上を図るため必要と認められるものであり、かつ、当該

工事により、当該建築物が建築基準法第二十七条第二項の規定に適合しないこととなることが

やむを得ないと認められるものであること。 

ロ 次に掲げる基準に適合し、防火上及び避難上支障がないと認められるものであること。 

（1） 工事の計画に係る柱、壁又ははりの構造が国土交通省令で定める防火上の基準に適合

していること。 

（2） 工事の計画に係る柱、壁又ははりに係る火災が発生した場合の通報の方法が国土交通

省令で定める防火上の基準に適合していること。 

五 第一項の申請に係る建築物が既存耐震不適格建築物である場合において、当該建築物について

増築をすることにより当該建築物が建築物の容積率（延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。）

に係る建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定（イ及び第八項において「容積率関
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係規定」という。）に適合しないこととなるものであるときは、第一号及び第二号に掲げる基準の

ほか、次に掲げる基準に適合していること。 

イ 当該工事が地震に対する安全性の向上を図るため必要と認められるものであり、かつ、当該

工事により、当該建築物が容積率関係規定に適合しないこととなることがやむを得ないと認め

られるものであること。 

ロ 工事の計画に係る建築物について、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めら

れるものであること。 

六 第一項の申請に係る建築物が既存耐震不適格建築物である場合において、当該建築物について

増築をすることにより当該建築物が建築物の建蔽率（建築面積の敷地面積に対する割合をいう。）

に係る建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定（イ及び第九項において「建蔽率関

係規定」という。）に適合しないこととなるものであるときは、第一号及び第二号に掲げる基準の

ほか、次に掲げる基準に適合していること。 

イ 当該工事が地震に対する安全性の向上を図るため必要と認められるものであり、かつ、当該

工事により、当該建築物が建蔽率関係規定に適合しないこととなることがやむを得ないと認め

られるものであること。 

ロ 工事の計画に係る建築物について、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めら

れるものであること。 

４ 第一項の申請に係る建築物の耐震改修の計画が建築基準法第六条第一項の規定による確認又は同

法第十八条第二項の規定による通知を要するものである場合において、計画の認定をしようとする

ときは、所管行政庁は、あらかじめ、建築主事又は建築副主事の同意を得なければならない。 

５ 建築基準法第九十三条の規定は所管行政庁が同法第六条第一項の規定による確認又は同法第十八

条第二項の規定による通知を要する建築物の耐震改修の計画について計画の認定をしようとする場

合について、同法第九十三条の二の規定は所管行政庁が同法第六条第一項の規定による確認を要す

る建築物の耐震改修の計画について計画の認定をしようとする場合について準用する。 

６ 所管行政庁が計画の認定をしたときは、次に掲げる建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはそ

の敷地の部分（以下この項において「建築物等」という。）については、建築基準法第三条第三項第

三号及び第四号の規定にかかわらず、同条第二項の規定を適用する。 

一 耐震関係規定に適合せず、かつ、建築基準法第三条第二項の規定の適用を受けている建築物等

であって、第三項第一号の国土交通大臣が定める基準に適合しているものとして計画の認定を受

けたもの 

二 計画の認定に係る第三項第三号の建築物等 

７ 所管行政庁が計画の認定をしたときは、計画の認定に係る第三項第四号の建築物については、建

築基準法第二十七条第二項の規定は、適用しない。 

８ 所管行政庁が計画の認定をしたときは、計画の認定に係る第三項第五号の建築物については、容

積率関係規定は、適用しない。 

９ 所管行政庁が計画の認定をしたときは、計画の認定に係る第三項第六号の建築物については、建

蔽率関係規定は、適用しない。 

10 第一項の申請に係る建築物の耐震改修の計画が建築基準法第六条第一項の規定による確認又は同

法第十八条第二項の規定による通知を要するものである場合において、所管行政庁が計画の認定を

したときは、同法第六条第一項又は第十八条第三項の規定による確認済証の交付があったものとみ



２．建築物の耐震改修の促進に関する法律 

     

69 

なす。この場合において、所管行政庁は、その旨を建築主事又は建築副主事に通知するものとす

る。 

（計画の変更） 

第十八条 計画の認定を受けた者（第二十八条第一項及び第三項を除き、以下「認定事業者」とい

う。）は、当該計画の認定を受けた計画の変更（国土交通省令で定める軽微な変更を除く。）をしよ

うとするときは、所管行政庁の認定を受けなければならない。 

２ 前条の規定は、前項の場合について準用する。 

（計画認定建築物に係る報告の徴収） 

第十九条 所管行政庁は、認定事業者に対し、計画の認定を受けた計画（前条第一項の規定による変

更の認定があったときは、その変更後のもの。次条において同じ。）に係る建築物（以下「計画認定

建築物」という。）の耐震改修の状況について報告を求めることができる。 

（改善命令） 

第二十条 所管行政庁は、認定事業者が計画の認定を受けた計画に従って計画認定建築物の耐震改修

を行っていないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な

措置をとるべきことを命ずることができる。 

（計画の認定の取消し） 

第二十一条 所管行政庁は、認定事業者が前条の規定による処分に違反したときは、計画の認定を取

り消すことができる。 

 

第五章 建築物の地震に対する安全性に係る認定等 

（建築物の地震に対する安全性に係る認定） 

第二十二条 建築物の所有者は、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁に対し、当該建築

物について地震に対する安全性に係る基準に適合している旨の認定を申請することができる。 

２ 所管行政庁は、前項の申請があった場合において、当該申請に係る建築物が耐震関係規定又は地

震に対する安全上これに準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していると認めるとき

は、その旨の認定をすることができる。 

３ 前項の認定を受けた者は、同項の認定を受けた建築物（以下「基準適合認定建築物」という。）、

その敷地又はその利用に関する広告その他の国土交通省令で定めるもの（次項において「広告等」

という。）に、国土交通省令で定めるところにより、当該基準適合認定建築物が前項の認定を受けて

いる旨の表示を付することができる。 

４ 何人も、前項の規定による場合を除くほか、建築物、その敷地又はその利用に関する広告等に、

同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。 

（基準適合認定建築物に係る認定の取消し） 

第二十三条 所管行政庁は、前条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、

第二十二条第二項の認定を受けた者に対し、基準適合認定建築物の地震に対する安全性に係る事項

に関し報告させ、又はその職員に、基準適合認定建築物、基準適合認定建築物の敷地若しくは基準

適合認定建築物の工事現場に立ち入り、基準適合認定建築物、基準適合認定建築物の敷地、建築設

備、建築材料、書類その他の物件を検査させることができる。 

（基準適合認定建築物に係る報告、検査等） 

第二十四条 所管行政庁は、前条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、

第二十二条第二項の認定を受けた者に対し、基準適合認定建築物の地震に対する安全性に係る事項
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に関し報告させ、又はその職員に、基準適合認定建築物、基準適合認定建築物の敷地若しくは基準

適合認定建築物の工事現場に立ち入り、基準適合認定建築物、基準適合認定建築物の敷地、建築設

備、建築材料、書類その他の物件を検査させることができる。 

２ 第十三条第一項ただし書、第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用

する。 

 

第六章 区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定等 

（区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定） 

第二十五条 耐震診断が行われた区分所有建築物（二以上の区分所有者（建物の区分所有等に関する

法律（昭和三十七年法律第六十九号）第二条第二項に規定する区分所有者をいう。以下同じ。）が存

する建築物をいう。以下同じ。）の管理者等（同法第二十五条第一項の規定により選任された管理者

（管理者がないときは、同法第三十四条の規定による集会において指定された区分所有者）又は同

法第四十九条第一項の規定により置かれた理事をいう。）は、国土交通省令で定めるところにより、

所管行政庁に対し、当該区分所有建築物について耐震改修を行う必要がある旨の認定を申請するこ

とができる。 

２ 所管行政庁は、前項の申請があった場合において、当該申請に係る区分所有建築物が地震に対す

る安全上耐震関係規定に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していないと認めると

きは、その旨の認定をすることができる。 

３ 前項の認定を受けた区分所有建築物（以下「要耐震改修認定建築物」という。）の耐震改修が建物

の区分所有等に関する法律第十七条第一項に規定する共用部分の変更に該当する場合における同項

の規定の適用については、同項中「区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決

議」とあるのは「集会の決議」とし、同項ただし書の規定は、適用しない。 

（要耐震改修認定建築物の区分所有者の耐震改修の努力） 

第二十六条 要耐震改修認定建築物の区分所有者は、当該要耐震改修認定建築物について耐震改修を

行うよう努めなければならない。 

（要耐震改修認定建築物の耐震改修に係る指導及び助言並びに指示等） 

第二十七条 所管行政庁は、要耐震改修認定建築物の区分所有者に対し、技術指針事項を勘案して、

要耐震改修認定建築物の耐震改修について必要な指導及び助言をすることができる。 

２ 所管行政庁は、要耐震改修認定建築物について必要な耐震改修が行われていないと認めるとき

は、要耐震改修認定建築物の区分所有者に対し、技術指針事項を勘案して、必要な指示をすること

ができる。 

３ 所管行政庁は、前項の規定による指示を受けた要耐震改修認定建築物の区分所有者が、正当な理

由がなく、その指示に従わなかったときは、その旨を公表することができる。 

４ 所管行政庁は、前二項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、要耐震

改修認定建築物の区分所有者に対し、要耐震改修認定建築物の地震に対する安全性に係る事項に関

し報告させ、又はその職員に、要耐震改修認定建築物、要耐震改修認定建築物の敷地若しくは要耐

震改修認定建築物の工事現場に立ち入り、要耐震改修認定建築物、要耐震改修認定建築物の敷地、

建築設備、建築材料、書類その他の物件を検査させることができる。 

５ 第十三条第一項ただし書、第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用

する。 
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第七章 建築物の耐震改修に係る特例 

（特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例） 

第二十八条 第五条第三項第四号の規定により都道府県耐震改修促進計画に特定優良賃貸住宅の特定

入居者に対する賃貸に関する事項を記載した都道府県の区域内において、特定優良賃貸住宅法第五

条第一項に規定する認定事業者は、特定優良賃貸住宅の全部又は一部について特定優良賃貸住宅法

第三条第四号に規定する資格を有する入居者を国土交通省令で定める期間以上確保することができ

ないときは、特定優良賃貸住宅法の規定にかかわらず、都道府県知事（市の区域内にあっては、当

該市の長。第三項において同じ。）の承認を受けて、その全部又は一部を特定入居者に賃貸すること

ができる。 

２ 前項の規定により特定優良賃貸住宅の全部又は一部を賃貸する場合においては、当該賃貸借を、

借地借家法（平成三年法律第九十号）第三十八条第一項の規定による建物の賃貸借（国土交通省令

で定める期間を上回らない期間を定めたものに限る。）としなければならない。 

３ 特定優良賃貸住宅法第五条第一項に規定する認定事業者が第一項の規定による都道府県知事の承

認を受けた場合における特定優良賃貸住宅法第十一条第一項の規定の適用については、同項中「処

分」とあるのは、「処分又は建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成七年法律第百二十三号）第

二十八条第二項の規定」とする。 

（機構の業務の特例） 

第二十九条 第五条第三項第五号の規定により都道府県耐震改修促進計画に機構による建築物の耐震

診断及び耐震改修の実施に関する事項を記載した都道府県の区域内において、機構は、独立行政法

人都市再生機構法（平成十五年法律第百号）第十一条に規定する業務のほか、委託に基づき、政令

で定める建築物（同条第三項第二号の住宅又は同項第四号の施設であるものに限る。）の耐震診断及

び耐震改修の業務を行うことができる。 

（公社の業務の特例） 

第三十条 第五条第三項第五号の規定により都道府県耐震改修促進計画に公社による建築物の耐震診

断及び耐震改修の実施に関する事項を記載した都道府県の区域内において、公社は、地方住宅供給

公社法（昭和四十年法律第百二十四号）第二十一条に規定する業務のほか、委託により、住宅の耐

震診断及び耐震改修並びに市街地において自ら又は委託により行った住宅の建設と一体として建設

した商店、事務所等の用に供する建築物及び集団住宅の存する団地の居住者の利便に供する建築物

の耐震診断及び耐震改修の業務を行うことができる。 

２ 前項の規定により公社の業務が行われる場合には、地方住宅供給公社法第四十九条第三号中「第

二十一条に規定する業務」とあるのは、「第二十一条に規定する業務及び建築物の耐震改修の促進に

関する法律（平成七年法律第百二十三号）第三十条第一項に規定する業務」とする。 

（独立行政法人住宅金融支援機構の資金の貸付けについての配慮） 

第三十一条 独立行政法人住宅金融支援機構は、法令及びその事業計画の範囲内において、計画認定

建築物である住宅の耐震改修が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付けについて配慮するものと

する。 

第八章 耐震改修支援センター 

（耐震改修支援センター） 

第三十二条 国土交通大臣は、建築物の耐震診断及び耐震改修の実施を支援することを目的とする一

般社団法人又は一般財団法人その他営利を目的としない法人であって、第三十四条に規定する業務
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（以下「支援業務」という。）に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請によ

り、耐震改修支援センター（以下「センター」という。）として指定することができる。 

一 職員、支援業務の実施の方法その他の事項についての支援業務の実施に関する計画が、支援業

務の適確な実施のために適切なものであること。 

二 前号の支援業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有す

るものであること。 

三 役員又は職員の構成が、支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 

四 支援業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって支援業務の公正な実

施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 

五 前各号に定めるもののほか、支援業務を公正かつ適確に行うことができるものであること。 

（指定の公示等） 

第三十三条 国土交通大臣は、前条の規定による指定（以下単に「指定」という。）をしたときは、セ

ンターの名称及び住所並びに支援業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。 

２ センターは、その名称若しくは住所又は支援業務を行う事務所の所在地を変更しようとするとき

は、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 

３ 国土交通大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。 

（業務） 

第三十四条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。 

一 認定事業者が行う計画認定建築物である要安全確認計画記載建築物及び特定既存耐震不適格建

築物の耐震改修に必要な資金の貸付けを行った国土交通省令で定める金融機関の要請に基づき、

当該貸付けに係る債務の保証をすること。 

二 建築物の耐震診断及び耐震改修に関する情報及び資料の収集、整理及び提供を行うこと。 

三 建築物の耐震診断及び耐震改修に関する調査及び研究を行うこと。 

四 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（業務の委託） 

第三十五条 センターは、国土交通大臣の認可を受けて、前条第一号に掲げる業務（以下「債務保証

業務」という。）のうち債務の保証の決定以外の業務の全部又は一部を金融機関その他の者に委託す

ることができる。 

２ 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うこと

ができる。 

（債務保証業務規程） 

第三十六条 センターは、債務保証業務に関する規程（以下「債務保証業務規程」という。）を定め、

国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

２ 債務保証業務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。 

３ 国土交通大臣は、第一項の認可をした債務保証業務規程が債務保証業務の公正かつ適確な実施上

不適当となったと認めるときは、その債務保証業務規程を変更すべきことを命ずることができる。 

（事業計画等） 

第三十七条 センターは、毎事業年度、国土交通省令で定めるところにより、支援業務に係る事業計

画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に（指定を受けた日の属する事業年度にあって

は、その指定を受けた後遅滞なく）、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しよ

うとするときも、同様とする。 
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２ センターは、毎事業年度、国土交通省令で定めるところにより、支援業務に係る事業報告書及び

収支決算書を作成し、当該事業年度経過後三月以内に、国土交通大臣に提出しなければならない。 

（区分経理） 

第三十八条 センターは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに経理を区分し

て整理しなければならない。 

一 債務保証業務及びこれに附帯する業務 

二 第三十四条第二号及び第三号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務 

（帳簿の備付け等） 

第三十九条 センターは、国土交通省令で定めるところにより、支援業務に関する事項で国土交通省

令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか、センターは、国土交通省令で定めるところにより、支援業務に関する

書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。 

（監督命令） 

第四十条 国土交通大臣は、支援業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるとき

は、センターに対し、支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 

（センターに係る報告、検査等） 

第四十一条 国土交通大臣は、支援業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めると

きは、センターに対し支援業務若しくは資産の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、セ

ンターの事務所に立ち入り、支援業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しく

は関係者に質問させることができる。 

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなけ

ればならない。 

３ 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならな

い。 

（指定の取消し等） 

第四十二条 国土交通大臣は、センターが次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消

すことができる。 

一 第三十三条第二項又は第三十七条から第三十九条までの規定のいずれかに違反したとき。 

二 第三十六条第一項の認可を受けた債務保証業務規程によらないで債務保証業務を行ったとき。 

三 第三十六条第三項又は第四十条の規定による命令に違反したとき。 

四 第三十二条各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。 

五 センター又はその役員が、支援業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。 

六 不正な手段により指定を受けたとき。 

２ 国土交通大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならな

い。 

 

第九章 罰則 

第四十三条 第八条第一項の規定による命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。 

第四十四条 第十三条第一項、第十五条第四項又は第二十七条第四項の規定による報告をせず、若し

くは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五十万

円以下の罰金に処する。 
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第四十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 

一 第十九条、第二十四条第一項又は第四十一条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告

をした者 

二 第二十二条第四項の規定に違反して、表示を付した者 

三 第二十四条第一項又は第四十一条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 

四 第三十九条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚

偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者 

五 第三十九条第二項の規定に違反した者 

六 第四十一条第一項の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をした者 

第四十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人

の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても

各本条の刑を科する。 

 

附 則 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行

する。 

（機構の業務の特例に係る委託契約を締結する期限） 

第二条 第二十九条の規定により機構が委託に基づき行う業務は、当該委託に係る契約が平成二十七

年十二月三十一日までに締結される場合に限り行うことができる。 

（要緊急安全確認大規模建築物の所有者の義務等） 

第三条 次に掲げる既存耐震不適格建築物であって、その地震に対する安全性を緊急に確かめる必要

がある大規模なものとして政令で定めるもの（要安全確認計画記載建築物であって当該要安全確認

計画記載建築物に係る第七条各号に定める期限が平成二十七年十二月三十日以前であるものを除

く。以下この条において「要緊急安全確認大規模建築物」という。）の所有者は、当該要緊急安全確

認大規模建築物について、国土交通省令で定めるところにより、耐震診断を行い、その結果を同月

三十一日までに所管行政庁に報告しなければならない。 

一 病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店その他不特定かつ多数の者が利用する既存耐震

不適格建築物 

二 小学校、老人ホームその他地震の際の避難確保上特に配慮を要する者が主として利用する既存

耐震不適格建築物 

三 第十四条第二号に掲げる建築物である既存耐震不適格建築物 

２ 第七条から第十三条までの規定は要安全確認計画記載建築物である要緊急安全確認大規模建築物

であるものについて、第十四条及び第十五条の規定は要緊急安全確認大規模建築物については、適

用しない。 

３ 第八条、第九条及び第十一条から第十三条までの規定は、要緊急安全確認大規模建築物について

準用する。この場合において、第八条第一項中「前条」とあり、並びに第九条及び第十三条第一項

中「第七条」とあるのは「附則第三条第一項」と、第九条中「前条第三項」とあるのは「同条第三

項において準用する前条第三項」と、第十三条第一項中「第八条第一項」とあるのは「附則第三条

第三項において準用する第八条第一項」と読み替えるものとする。 



２．建築物の耐震改修の促進に関する法律 

     

75 

４ 前項において準用する第八条第一項の規定による命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処す

る。 

５ 第三項において準用する第十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又

は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五十万円以下の罰金に処する。 

６ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に

関し、前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても当該各項

の刑を科する。 

 

  



３．建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令  

 

76 

３．建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令 

施行日： 令和七年四月一日 

 

内閣は、建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成七年法律第百二十三号）第二条、第四条第一

項から第三項まで及び第十条の規定に基づき、この政令を制定する。 

 

（都道府県知事が所管行政庁となる建築物） 

第一条 建築物の耐震改修の促進に関する法律（以下「法」という。）第二条第三項ただし書の政令で

定める建築物のうち建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第九十七条の二第一項又は第二項

の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域内のものは、建築基準法施行令（昭和二

十五年政令第三百三十八号）第百四十八条第一項第一号又は第二号に掲げる建築物（その新築、改

築、増築、移転又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道

府県知事の許可を必要とするものを除く。）以外の建築物とする。 

２ 法第二条第三項ただし書の政令で定める建築物のうち建築基準法第九十七条の三第一項又は第二

項の規定により建築主事又は建築副主事を置く特別区の区域内のものは、次に掲げる建築物（第二

号に掲げる建築物にあっては、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十七

の二第一項の規定により同号に規定する処分に関する事務を特別区が処理することとされた場合に

おける当該建築物を除く。）とする。 

一 延べ面積（建築基準法施行令第二条第一項第四号に規定する延べ面積をいう。）が一万平方メー

トルを超える建築物 

二 その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、建築基準法第五十一条（同法第八十七

条第二項及び第三項において準用する場合を含む。）（市町村都市計画審議会が置かれている特別

区にあっては、卸売市場、と畜場及び産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。）並びに同法以外の

法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都知事の許可を必要とする建築物 

（都道府県耐震改修促進計画に記載することができる公益上必要な建築物） 

第二条 法第五条第三項第一号の政令で定める公益上必要な建築物は、次に掲げる施設である建築物

とする。 

一 診療所 

二 電気通信事業法（昭和五十九年法律第八十六号）第二条第四号に規定する電気通信事業の用に

供する施設 

三 電気事業法（昭和三十九年法律第百七十号）第二条第一項第十六号に規定する電気事業の用に

供する施設 

四 ガス事業法（昭和二十九年法律第五十一号）第二条第十一項に規定するガス事業の用に供する

施設 

五 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和四十二年法律第百四十九号）

第二条第三項に規定する液化石油ガス販売事業の用に供する施設 

 

六 水道法（昭和三十二年法律第百七十七号）第三条第二項に規定する水道事業又は同条第四項に

規定する水道用水供給事業の用に供する施設 



３．建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令 

     

77 

七 下水道法（昭和三十三年法律第七十九号）第二条第三号に規定する公共下水道又は同条第四号

に規定する流域下水道の用に供する施設 

八 熱供給事業法（昭和四十七年法律第八十八号）第二条第二項に規定する熱供給事業の用に供す

る施設 

九 火葬場 

十 汚物処理場 

十一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和四十六年政令第三百号。次号において「廃

棄物処理法施行令」という。）第五条第一項に規定するごみ処理施設 

十二 廃棄物処理法施行令第七条第一号から第十三号の二までに掲げる産業廃棄物の処理施設（工

場その他の建築物に附属するもので、当該建築物において生じた廃棄物のみの処理を行うものを

除く。） 

十三 鉄道事業法（昭和六十一年法律第九十二号）第二条第一項に規定する鉄道事業の用に供する

施設 

十四 軌道法（大正十年法律第七十六号）第一条第一項に規定する軌道の用に供する施設 

十五 道路運送法（昭和二十六年法律第百八十三号）第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動

車運送事業の用に供する施設 

十六 貨物自動車運送事業法（平成元年法律第八十三号）第二条第二項に規定する一般貨物自動車

運送事業の用に供する施設 

十七 自動車ターミナル法（昭和三十四年法律第百三十六号）第二条第八項に規定する自動車ター

ミナル事業の用に供する施設 

十八 港湾法（昭和二十五年法律第二百十八号）第二条第五項に規定する港湾施設 

十九 空港法（昭和三十一年法律第八十号）第二条に規定する空港の用に供する施設 

二十 放送法（昭和二十五年法律第百三十二号）第二条第二号に規定する基幹放送の用に供する施

設 

二十一 工業用水道事業法（昭和三十三年法律第八十四号）第二条第四項に規定する工業用水道事

業の用に供する施設 

二十二 災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号）第二条第十号に規定する地域防災計

画において災害応急対策に必要な施設として定められたものその他これに準ずるものとして国土

交通省令で定めるもの 

（耐震不明建築物の要件） 

第三条 法第五条第三項第一号の政令で定めるその地震に対する安全性が明らかでない建築物は、昭

和五十六年五月三十一日以前に新築の工事に着手したものとする。ただし、同年六月一日以後に増

築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事（次に掲げるものを除く。）に着手し、建築基準

法第七条第五項、第七条の二第五項又は第十八条第二十二項若しくは第二十六項の規定による検査

済証の交付（以下この条において単に「検査済証の交付」という。）を受けたもの（建築基準法施行

令第百三十七条の十四第一号に定める建築物の部分（以下この条において「独立部分」という。）が

二以上ある建築物にあっては、当該二以上の独立部分の全部について同日以後にこれらの工事に着

手し、検査済証の交付を受けたものに限る。）を除く。 

一 建築基準法第八十六条の八第一項の規定による認定を受けた全体計画に係る二以上の工事のう

ち最後の工事以外の増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事 
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二 建築基準法施行令第百三十七条の二第三号に掲げる範囲内の増築又は改築の工事であって、増

築又は改築後の建築物の構造方法が同号イに適合するもの 

三 建築基準法施行令第百三十七条の十二第一項に規定する範囲内の大規模の修繕又は大規模の模

様替の工事 

（通行障害建築物の要件） 

第四条 法第五条第三項第二号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。 

一 そのいずれかの部分の高さが、当該部分から前面道路の境界線までの水平距離に、次のイ又はロ

に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める距離（これによることが不適当であ

る場合として国土交通省令で定める場合においては、当該前面道路の幅員が十二メートル以下の

ときは六メートルを超える範囲において、当該前面道路の幅員が十二メートルを超えるときは六

メートル以上の範囲において、国土交通省令で定める距離）を加えた数値を超える建築物（次号

に掲げるものを除く。） 

イ 当該前面道路の幅員が十二メートル以下の場合 六メートル 

ロ 当該前面道路の幅員が十二メートルを超える場合 当該前面道路の幅員の二分の一に相当す

る距離 

二 その前面道路に面する部分の長さが二十五メートル（これによることが不適当である場合とし

て国土交通省令で定める場合においては、八メートル以上二十五メートル未満の範囲において国

土交通省令で定める長さ）を超え、かつ、その前面道路に面する部分のいずれかの高さが、当該

部分から当該前面道路の境界線までの水平距離に当該前面道路の幅員の二分の一に相当する距離

（これによることが不適当である場合として国土交通省令で定める場合においては、二メートル

以上の範囲において国土交通省令で定める距離）を加えた数値を二・五で除して得た数値を超え

る組積造の塀であって、建物（土地に定着する工作物のうち屋根及び柱又は壁を有するもの（こ

れに類する構造のものを含む。）をいう。）に附属するもの 

（要安全確認計画記載建築物に係る報告及び立入検査） 

第五条 所管行政庁は、法第十三条第一項の規定により、要安全確認計画記載建築物の所有者に対

し、当該要安全確認計画記載建築物につき、当該要安全確認計画記載建築物の設計及び施工並びに

構造の状況に係る事項のうち地震に対する安全性に係るもの並びに当該要安全確認計画記載建築物

の耐震診断及び耐震改修の状況（法第七条の規定による報告の対象となる事項を除く。）に関し報告

させることができる。 

２ 所管行政庁は、法第十三条第一項の規定により、その職員に、要安全確認計画記載建築物、要安

全確認計画記載建築物の敷地又は要安全確認計画記載建築物の工事現場に立ち入り、当該要安全確

認計画記載建築物並びに当該要安全確認計画記載建築物の敷地、建築設備、建築材料及び設計図書

その他の関係書類を検査させることができる。 

（多数の者が利用する特定既存耐震不適格建築物の要件） 

第六条 法第十四条第一号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。 

一 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設 

二 診療所 

三 映画館又は演芸場 

四 公会堂 

五 卸売市場又はマーケットその他の物品販売業を営む店舗 

六 ホテル又は旅館 
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七 賃貸住宅（共同住宅に限る。）、寄宿舎又は下宿 

八 老人短期入所施設、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの 

九 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの 

十 博物館、美術館又は図書館 

十一 遊技場 

十二 公衆浴場 

十三 飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの 

十四 理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 

十五 工場 

十六 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの

用に供するもの 

十七 自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設 

十八 保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物 

２ 法第十四条第一号の政令で定める規模は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該

各号に定める階数及び床面積の合計（当該各号に掲げる建築物の用途に供する部分の床面積の合計

をいう。以下この項において同じ。）とする。 

一 幼稚園、幼保連携型認定こども園又は保育所 階数二及び床面積の合計五百平方メートル 

二 小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校（以下「小学

校等」という。）、老人ホーム又は前項第八号若しくは第九号に掲げる建築物（保育所を除く。） 

階数二及び床面積の合計千平方メートル 

三 学校（幼稚園、小学校等及び幼保連携型認定こども園を除く。）、病院、劇場、観覧場、集会

場、展示場、百貨店、事務所又は前項第一号から第七号まで若しくは第十号から第十八号までに

掲げる建築物 階数三及び床面積の合計千平方メートル 

四 体育館 階数一及び床面積の合計千平方メートル 

３ 前項各号のうち二以上の号に掲げる建築物の用途を兼ねる場合における法第十四条第一号の政令

で定める規模は、同項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該

各号に定める階数及び床面積の合計に相当するものとして国土交通省令で定める階数及び床面積の

合計とする。 

（危険物の貯蔵場等の用途に供する特定既存耐震不適格建築物の要件） 

第七条 法第十四条第二号の政令で定める危険物は、次に掲げるものとする。 

一 消防法（昭和二十三年法律第百八十六号）第二条第七項に規定する危険物（石油類を除く。） 

二 危険物の規制に関する政令（昭和三十四年政令第三百六号）別表第四備考第六号に規定する可

燃性固体類又は同表備考第八号に規定する可燃性液体類 

三 マッチ 

四 可燃性のガス（次号及び第六号に掲げるものを除く。） 

五 圧縮ガス 

六 液化ガス 

七 毒物及び劇物取締法（昭和二十五年法律第三百三号）第二条第一項に規定する毒物又は同条第

二項に規定する劇物（液体又は気体のものに限る。） 
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２ 法第十四条第二号の政令で定める数量は、次の各号に掲げる危険物の区分に応じ、それぞれ当該

各号に定める数量（第六号及び第七号に掲げる危険物にあっては、温度が零度で圧力が一気圧の状

態における数量とする。）とする。 

一 火薬類 次に掲げる火薬類の区分に応じ、それぞれに定める数量 

イ 火薬 十トン 

ロ 爆薬 五トン 

ハ 工業雷管若しくは電気雷管又は信号雷管 五十万個 

ニ 銃用雷管 五百万個 

ホ 実包若しくは空包、信管若しくは火管又は電気導火線 五万個 

ヘ 導爆線又は導火線 五百キロメートル 

ト 信号炎管若しくは信号火 箭又は煙火 二トン 

チ その他の火薬又は爆薬を使用した火工品 当該火工品の原料となる火薬又は爆薬の区分に応

じ、それぞれイ又はロに定める数量 

二 消防法第二条第七項に規定する危険物 危険物の規制に関する政令別表第三の類別の欄に掲げる

類、品名の欄に掲げる品名及び性質の欄に掲げる性状に応じ、それぞれ同表の指定数量の欄に定

める数量の十倍の数量 

三 危険物の規制に関する政令別表第四備考第六号に規定する可燃性固体類 三十トン 

四 危険物の規制に関する政令別表第四備考第八号に規定する可燃性液体類 二十立方メートル 

五 マッチ 三百マッチトン 

六 可燃性のガス（次号及び第八号に掲げるものを除く。） 二万立方メートル 

七 圧縮ガス 二十万立方メートル 

八 液化ガス 二千トン 

九 毒物及び劇物取締法第二条第一項に規定する毒物（液体又は気体のものに限る。）二十トン 

十 毒物及び劇物取締法第二条第二項に規定する劇物（液体又は気体のものに限る。）二百トン 

３ 前項各号に掲げる危険物の二種類以上を貯蔵し、又は処理しようとする場合においては、同項各

号に定める数量は、貯蔵し、又は処理しようとする同項各号に掲げる危険物の数量の数値をそれぞ

れ当該各号に定める数量の数値で除し、それらの商を加えた数値が一である場合の数量とする。 

（所管行政庁による指示の対象となる特定既存耐震不適格建築物の要件） 

第八条 法第十五条第二項の政令で定める特定既存耐震不適格建築物は、次に掲げる建築物である特

定既存耐震不適格建築物とする。 

一 体育館（一般公共の用に供されるものに限る。）、ボーリング場、スケート場、水泳場その他こ

れらに類する運動施設 

二 病院又は診療所 

三 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 

四 集会場又は公会堂 

五 展示場 

六 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 

七 ホテル又は旅館 

八 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの 

九 博物館、美術館又は図書館 

十 遊技場 
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十一 公衆浴場 

十二 飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの 

十三 理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 

十四 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの

用に供するもの 

十五 自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設で、一般公共の用に供さ

れるもの 

十六 保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物 

十七 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園 

十八 老人ホーム、老人短期入所施設、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの 

十九 法第十四条第二号に掲げる建築物 

２ 法第十五条第二項の政令で定める規模は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該

各号に定める床面積の合計（当該各号に掲げる建築物の用途に供する部分の床面積の合計をいう。

以下この項において同じ。）とする。 

一 前項第一号から第十六号まで又は第十八号に掲げる建築物（保育所を除く。） 床面積の合計二

千平方メートル 

二 幼稚園、幼保連携型認定こども園又は保育所 床面積の合計七百五十平方メートル 

三 小学校等 床面積の合計千五百平方メートル 

四 前項第十九号に掲げる建築物 床面積の合計五百平方メートル 

３ 前項第一号から第三号までのうち二以上の号に掲げる建築物の用途を兼ねる場合における法第十

五条第二項の政令で定める規模は、前項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号までに掲げる

建築物の区分に応じ、それぞれ同項第一号から第三号までに定める床面積の合計に相当するものと

して国土交通省令で定める床面積の合計とする。 

（特定既存耐震不適格建築物に係る報告及び立入検査） 

第九条 所管行政庁は、法第十五条第四項の規定により、前条第一項の特定既存耐震不適格建築物で

同条第二項に規定する規模以上のもの及び法第十五条第二項第四号に掲げる特定既存耐震不適格建

築物の所有者に対し、これらの特定既存耐震不適格建築物につき、当該特定既存耐震不適格建築物

の設計及び施工並びに構造の状況に係る事項のうち地震に対する安全性に係るもの並びに当該特定

既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修の状況に関し報告させることができる。 

２ 所管行政庁は、法第十五条第四項の規定により、その職員に、前条第一項の特定既存耐震不適格

建築物で同条第二項に規定する規模以上のもの及び法第十五条第二項第四号に掲げる特定既存耐震

不適格建築物、これらの特定既存耐震不適格建築物の敷地又はこれらの特定既存耐震不適格建築物

の工事現場に立ち入り、当該特定既存耐震不適格建築物並びに当該特定既存耐震不適格建築物の敷

地、建築設備、建築材料及び設計図書その他の関係書類を検査させることができる。 

（基準適合認定建築物に係る報告及び立入検査） 

第十条 所管行政庁は、法第二十四条第一項の規定により、法第二十二条第二項の認定を受けた者に

対し、当該認定に係る基準適合認定建築物につき、当該基準適合認定建築物の設計及び施工並びに

構造の状況に係る事項のうち地震に対する安全性に係るもの並びに当該基準適合認定建築物の耐震

診断の状況に関し報告させることができる。 

２ 所管行政庁は、法第二十四条第一項の規定により、その職員に、基準適合認定建築物、基準適合

認定建築物の敷地又は基準適合認定建築物の工事現場に立ち入り、当該基準適合認定建築物並びに
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当該基準適合認定建築物の敷地、建築設備、建築材料及び設計図書その他の関係書類を検査させる

ことができる。 

（要耐震改修認定建築物に係る報告及び立入検査） 

第十一条 所管行政庁は、法第二十七条第四項の規定により、要耐震改修認定建築物の区分所有者に

対し、当該要耐震改修認定建築物につき、当該要耐震改修認定建築物の設計及び施工並びに構造の

状況に係る事項のうち地震に対する安全性に係るもの並びに当該要耐震改修認定建築物の耐震診断

及び耐震改修の状況に関し報告させることができる。 

２ 所管行政庁は、法第二十七条第四項の規定により、その職員に、要耐震改修認定建築物、要耐震

改修認定建築物の敷地又は要耐震改修認定建築物の工事現場に立ち入り、当該要耐震改修認定建築

物並びに当該要耐震改修認定建築物の敷地、建築設備、建築材料及び設計図書その他の関係書類を

検査させることができる。 

（独立行政法人都市再生機構の業務の特例の対象となる建築物） 

第十二条 法第二十九条の政令で定める建築物は、独立行政法人都市再生機構法（平成十五年法律第

百号）第十一条第三項第二号の住宅（共同住宅又は長屋に限る。）又は同項第四号の施設である建築

物とする。 

 

附 則 

（施行期日） 

第一条 この政令は、法の施行の日（平成七年十二月二十五日）から施行する。 

（地震に対する安全性を緊急に確かめる必要がある大規模な既存耐震不適格建築物の要件） 

第二条 法附則第三条第一項の政令で定める既存耐震不適格建築物は、次の各号に掲げる要件のいず

れにも該当するものとする。 

一 第八条第一項各号に掲げる建築物であること。ただし、同項第十九号に掲げる建築物（地震に

よる当該建築物の倒壊により当該建築物の敷地外に被害を及ぼすおそれが大きいものとして国土

交通大臣が定める危険物を貯蔵し、又は処理しようとするものに限る。）にあっては、その外壁又

はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離が、当該危険物の区分に応じ、国土交通大臣が

定める距離以下のものに限る。 

二 次のイからヘまでに掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該イからヘまでに定める階数及び

床面積の合計（当該イからヘまでに掲げる建築物の用途に供する部分の床面積の合計をいう。以

下この項において同じ。）以上のものであること。 

イ 第八条第一項第一号から第七号まで又は第九号から第十六号までに掲げる建築物（体育館

（一般公共の用に供されるものに限る。ロにおいて同じ。）を除く。） 階数三及び床面積の合

計五千平方メートル 

ロ 体育館 階数一及び床面積の合計五千平方メートル 

ハ 第八条第一項第八号又は第十八号に掲げる建築物（保育所を除く。） 階数二及び床面積の合

計五千平方メートル 

ニ 幼稚園、幼保連携型認定こども園又は保育所 階数二及び床面積の合計千五百平方メートル 

ホ 小学校等 階数二及び床面積の合計三千平方メートル 

ヘ 第八条第一項第十九号に掲げる建築物 階数一及び床面積の合計五千平方メートル 

三 第三条に規定する建築物であること。 
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２ 前項第二号イからホまでのうち二以上に掲げる建築物の用途を兼ねる場合における法附則第三条

第一項の政令で定める既存耐震不適格建築物は、前項の規定にかかわらず、同項第一号及び第三号

に掲げる要件のほか、同項第二号イからホまでに掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ同号イから

ホまでに定める階数及び床面積の合計以上のものであることに相当するものとして国土交通省令で

定める要件に該当するものとする。 

（要緊急安全確認大規模建築物に係る報告及び立入検査） 

第三条 第五条の規定は、要緊急安全確認大規模建築物について準用する。この場合において、同条

中「法第十三条第一項」とあるのは「法附則第三条第三項において準用する法第十三条第一項」

と、同条第一項中「法第七条」とあるのは「法附則第三条第一項」と読み替えるものとする。 
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４．建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則 

施行日： 令和六年四月一日 

 

 

建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成七年法律第百二十三号）第五条第一項、第二項第五号及

び第三項第四号ロ並びに第六条第一項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、建築物の耐震改修

の促進に関する法律施行規則を次のように定める。 

 

（令第二条第二十二号の国土交通省令で定める建築物） 

第一条 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令（以下「令」という。）第二条第二十二号の国土

交通省令で定める建築物は、国又は地方公共団体が大規模な地震が発生した場合においてその利用

を確保することが公益上必要な建築物として防災に関する計画等に定めたものとする。 

（法第五条第三項第二号の国土交通省令で定める道路） 

第二条 建築物の耐震改修の促進に関する法律（以下「法」という。）第五条第三項第二号の国土交通

省令で定める道路は、都道府県が同項の規定により同条第二項第二号に掲げる事項に同条第三項第

二号に定める事項を記載しようとする場合にあっては当該都道府県知事が、市町村が法第六条第三

項の規定により同条第二項第二号に掲げる事項に同条第三項第一号に掲げる事項を記載しようとす

る場合にあっては当該市町村長が避難場所と連絡する道路その他の地震が発生した場合においてそ

の通行を確保することが必要な道路として認めるものとする。 

（令第四条第一号及び第二号の国土交通省令で定める場合） 

第三条 令第四条第一号及び第二号の国土交通省令で定める場合は、地形、道路の構造その他の状況

により令第四条各号に定める距離又は長さによることが不適当である場合として、知事等（その敷

地が都道府県耐震改修促進計画に係る道路に接する建築物（以下この条において「都道府県計画道

路沿道建築物」という。）にあっては都道府県知事をいい、その敷地が市町村耐震改修促進計画に係

る道路に接する建築物（都道府県計画道路沿道建築物を除く。）にあっては市町村長をいう。次条及

び第四条の二において同じ。）が規則で定める場合とする。 

（令第四条第一号の国土交通省令で定める距離） 

第四条 令第四条第一号の国土交通省令で定める距離は、前条の規則で定める場合において、前面道

路の幅員が十二メートル以下のときは六メートルを超える範囲において、当該幅員が十二メートル

を超えるときは六メートル以上の範囲において、知事等が規則で定める距離とする。 

（令第四条第二号の国土交通省令で定める長さ及び距離） 

第四条の二 令第四条第二号の国土交通省令で定める長さは、第三条の規則で定める場合において、

八メートル以上二十五メートル未満の範囲において知事等が規則で定める長さとする。 

２ 令第四条第二号の国土交通省令で定める距離は、第三条の規則で定める場合において、二メート

ル以上の範囲において知事等が規則で定める距離とする。 

（要安全確認計画記載建築物の耐震診断及びその結果の報告） 

第五条 法第七条の規定により行う耐震診断は、次の各号のいずれかに掲げる者に行わせるものとす

る。 

一 一級建築士（建築士法（昭和二十五年法律第二百二号）第二条第二項に規定する一級建築士を

いう。第八条第一項第一号において同じ。）、二級建築士（同法第二条第三項に規定する二級建築
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士をいう。第八条第一項第一号において同じ。）又は木造建築士（同法第二条第四項に規定する木

造建築士をいう。第八条第一項第一号において同じ。）（国土交通大臣が定める要件を満たす者に

限る。）であり、かつ、耐震診断を行う者として必要な知識及び技能を修得させるための講習であ

って、次条から第八条までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの（木造の構造部分を有

する建築物の耐震診断にあっては木造耐震診断資格者講習、鉄骨造の構造部分を有する建築物の

耐震診断にあっては鉄骨造耐震診断資格者講習、鉄筋コンクリート造の構造部分を有する建築物

の耐震診断にあっては鉄筋コンクリート造耐震診断資格者講習、鉄骨鉄筋コンクリート造の構造

部分を有する建築物の耐震診断にあっては鉄骨鉄筋コンクリート造耐震診断資格者講習、木造、

鉄骨造、鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造以外の構造部分を有する建築物にあっ

ては鉄筋コンクリート造耐震診断資格者講習又は鉄骨鉄筋コンクリート造耐震診断資格者講習に

限る。以下「登録資格者講習」という。）を修了した者（建築士法第三条第一項、第三条の二第一

項若しくは第三条の三第一項に規定する建築物又は同法第三条の二第三項（同法第三条の三第二

項において準用する場合を含む。）の規定に基づく条例に規定する建築物について耐震診断を行わ

せる場合にあっては、それぞれ当該各条に規定する建築士に限る。以下「耐震診断資 

格者」という。） 

二 前号に掲げる者のほか国土交通大臣が定める者 

２ 前項の耐震診断は、技術指針事項（法第十二条第一項に規定する技術指針事項をいう。）に適合し

たものでなければならない。 

３ 法第七条の規定による報告は、別記第一号様式による報告書を提出して行うものとする。ただ

し、所管行政庁が規則により別記第一号様式に定める事項その他の事項を記載する報告書の様式を

定めた場合にあっては、当該様式による報告書によるものとする。 

４ 法第七条の規定による報告は、前項の報告書に、耐震診断の結果を所管行政庁が適切であると認

めた者が証する書類その他の耐震診断の結果を証明するものとして所管行政庁が規則で定める書類

を添えて行わなければならない。 

（耐震診断資格者講習の登録の申請） 

第六条 前条第一項第一号の登録は、登録資格者講習の実施に関する事務（以下「講習事務」とい

う。）を行おうとする者の申請により行う。 

２ 前条第一項第一号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大

臣に提出しなければならない。 

一 前条第一項第一号の登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、

その代表者の氏名 

二 講習事務を行おうとする事務所の名称及び所在地 

三 講習事務を開始しようとする年月日 

３ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

一 個人である場合においては、次に掲げる書類 

イ 住民票の抄本又はこれに代わる書面 

ロ 登録申請者の略歴を記載した書類 

二 法人である場合においては、次に掲げる書類 

イ 定款及び登記事項証明書 

ロ 株主名簿又は社員名簿の写し 

ハ 申請に係る意思の決定を証する書類 
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ニ 役員（持分会社（会社法（平成十七年法律第八十六号）第五百七十五条第一項に規定する持

分会社をいう。）にあっては、業務を執行する社員をいう。以下同じ。）の氏名及び略歴を記載

した書類 

三 講師が第八条第一項第三号イからハまでのいずれかに該当する者であることを証する書類 

四 登録資格者講習の受講資格を記載した書類、講習の種類ごとの科目の実施に関する計画その他

の講習事務の実施の方法に関する計画（第八条第一項第四号において「実施計画」という。）を記

載した書類 

五 講習事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類 

六 前条第一項第一号の登録を受けようとする者が次条各号のいずれにも該当しない者であること

を誓約する書面 

七 その他参考となる事項を記載した書類 

（欠格事項） 

第七条 次の各号のいずれかに該当する者が行う講習は、第五条第一項第一号の登録を受けることが

できない。 

一 法又は建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第六条第一項に規定する建築基準法令の規

定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日か

ら起算して二年を経過しない者 

二 第十七条の規定により第五条第一項第一号の登録を取り消され、その取消しの日から起算して

二年を経過しない者 

三 法人であって、講習事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの 

（登録の要件等） 

第八条 国土交通大臣は、第六条第一項の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合して

いるときは、その登録をしなければならない。 

一 一級建築士、二級建築士又は木造建築士であることを受講資格とすること。 

二 第十条第三号の表の上欄に掲げる講習の種類の全てについて、同欄に掲げる区分に応じて同表

の中欄に掲げる科目について講習が行われること。 

三 次のいずれかに該当する者が講師として講習事務に従事するものであること。 

イ 学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）による大学若しくはこれに相当する外国の学校

において建築物の構造に関する科目その他の講習事務に関する科目を担当する教授若しくは准

教授の職にあり、若しくはこれらの職にあった者又は建築物の構造に関する科目その他の講習

事務に関する科目の研究により博士の学位を授与された者 

ロ 建築物の構造に関する分野その他の講習事務に関する分野の試験研究機関において試験研究

の業務に従事し、又は従事した経験を有する者で、かつ、当該分野について高度の専門的知識

を有する者 

ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 

四 実施計画が第十条の規定に違反しないこと。 

五 耐震診断を業として行っている者（以下この号において「耐震診断業者」という。） 

に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。 

イ 第六条第一項の規定により登録を申請した者（以下この号において「登録申請者」という。）

が株式会社である場合にあっては、耐震診断業者がその親法人（会社法第八百七十九条第一項

に規定する親法人をいう。）であること。 
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ロ 登録申請者の役員に占める耐震診断業者の役員又は職員（過去二年間に当該耐震診断業者の

役員又は職員であった者を含む。ハにおいて同じ。）の割合が二分の一を超えていること。 

ハ 登録申請者（法人にあっては、その代表権を有する役員）が耐震診断業者の役員又は職員で

あること。 

２ 第五条第一項第一号の登録は、耐震診断資格者登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとす

る。 

一 登録年月日及び登録番号 

二 講習事務を行う者（以下「講習実施機関」という。）の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっ

ては、その代表者の氏名 

三 講習事務を行う事務所の名称及び所在地 

四 講習事務を開始する年月日 

３ 国土交通大臣は、耐震診断資格者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。 

（登録の更新） 

第九条 第五条第一項第一号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によっ

て、その効力を失う。 

２ 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 

（講習事務の実施に係る義務） 

第十条 講習実施機関は、公正に、かつ、第八条第一項第一号から第三号までに掲げる要件並びに次

に掲げる基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。 

一 登録資格者講習を毎年一回以上行うこと。 

二 登録資格者講習は、講義により行うこと。 

三 講義は、次の表の上欄に掲げる講習の種類の全てについて、同欄に掲げる区分に応じて同表の

中欄に掲げる科目について行い、かつ、各科目ごとに同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。 

 

講習の種類 科目 時間 

木造耐震診断資

格者講習 

建築物の耐震診断総論 一時間 

木造の建築物の耐震診断の方法 二時間三〇分 

例題演習 一時間 

鉄骨造耐震診断

資格者講習 

建築物の耐震診断総論 一時間 

鉄骨造の建築物の耐震診断の方法 三時間 

例題演習 二時間 

鉄筋コンクリー

ト造耐震診断資

格者講習 

建築物の耐震診断総論 一時間 

鉄筋コンクリート造の建築物の耐震診断の方法 三時間 

例題演習 二時間 

鉄骨鉄筋コンク

リート造耐震診

断資格者講習 

建築物の耐震診断総論 一時間 

鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物の耐震診断の方法 三時間 

例題演習 二時間 

四 講義は、前号の表の中欄に掲げる科目に応じ、国土交通大臣が定める事項を含む適切な内容の

教材を用いて行うこと。 

五 講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。 
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六 登録資格者講習を実施する日時、場所その他の登録資格者講習の実施に関し必要な事項を公示

すること。 

七 講義を受講した者と同等以上の知識を有する者として国土交通大臣が定める者については、申

請により、第三号の表の中欄に掲げる科目のうち国土交通大臣が定めるものを免除すること。 

八 不正な受講を防止するための措置を講じること。 

九 登録資格者講習の課程を修了した者に対し、別記第二号様式による修了証明書（以下「修了証

明書」という。）を交付すること。 

（登録事項の変更の届出） 

第十一条 講習実施機関は、第八条第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとすると

きは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 

２ 国土交通大臣は、前項の規定による届出を受けたときは、第十七条の規定により登録を取り消す

場合を除き、当該変更があった事項を耐震診断資格者登録簿に記載して、変更の登録をしなければ

ならない。 

（講習事務規程） 

第十二条 講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した講習事務に関する規程を定め、講習事務の開

始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

一 講習事務を行う時間及び休日に関する事項 

二 講習事務を行う事務所及び登録資格者講習の実施場所に関する事項 

三 登録資格者講習の受講の申込みに関する事項 

四 登録資格者講習の受講手数料の額及び収納の方法に関する事項 

五 登録資格者講習の日程、公示方法その他の登録資格者講習の実施の方法に関する事項 

六 修了証明書の交付及び再交付に関する事項 

七 講習事務に関する秘密の保持に関する事項 

八 講習事務に関する公正の確保に関する事項 

九 不正受講者の処分に関する事項 

十 第十八条第三項の帳簿その他の講習事務に関する書類の管理に関する事項 

十一 その他講習事務に関し必要な事項 

（講習事務の休廃止） 

第十三条 講習実施機関は、講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あら

かじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 

一 休止し、又は廃止しようとする登録資格者講習の範囲 

二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間 

三 休止又は廃止の理由 

（財務諸表等の備付け及び閲覧等） 

第十四条 講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及

び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書（その作成に代えて電磁的記録（電子的方式、磁気

的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計

算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。）の作成がされている場

合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。）を作成し、五年間事務所

に備えて置かなければならない。 
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２ 登録資格者講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、講習実施機関の業務時間内は、い

つでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするに

は、講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。 

一 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 

二 前号の書面の謄本又は抄本の請求 

三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を

紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求 

四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって、次に掲げるもののうち講習実施機

関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求 

イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続し

た電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受

信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの 

ロ 電磁的記録媒体（電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。）をもって調製するファイル

に情報を記録したものを交付する方法 

３ 前項第四号イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作

成することができるものでなければならない。 

（適合命令） 

第十五条 国土交通大臣は、講習実施機関が第八条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認め

るときは、その講習実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命

ずることができる。 

（改善命令） 

第十六条 国土交通大臣は、講習実施機関が第十条の規定に違反していると認めるときは、その講習

実施機関に対し、同条の規定による講習事務を行うべきこと又は講習事務の方法その他の業務の方

法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

（登録の取消し等） 

第十七条 国土交通大臣は、講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該講習実施機

関が行う講習の登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務の全部又は一部の停止を命ずることが

できる。 

一 第七条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。 

二 第十一条から第十三条まで、第十四条第一項又は次条第一項、第三項若しくは第四項の規定に

違反したとき。 

三 正当な理由がないのに第十四条第二項各号に掲げる請求を拒んだとき。 

四 前二条の規定による命令に違反したとき。 

五 第十九条の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 

六 不正の手段により第五条第一項第一号の登録を受けたとき。 

（帳簿の記載等） 

第十八条 講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。 

一 登録資格者講習の実施年月日 

二 登録資格者講習の実施場所 

三 講義を行った講師の氏名並びに当該講師が講義において担当した科目及びその時間 

四 受講者の氏名、生年月日及び住所 
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五 修了証明書の交付の年月日及び証明書番号 

２ 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必

要に応じ講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、

当該記録をもって同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。 

３ 講習実施機関は、第一項に規定する帳簿（前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は

電磁的記録媒体を含む。）を、講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。 

４ 講習実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録資格者講習を実施した日から三年間保存しなけれ

ばならない。 

一 登録資格者講習の受講申込書及び添付書類 

二 講義に用いた教材 

三 修了証明書の写し 

（報告の徴収） 

第十九条 国土交通大臣は、講習事務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、講習

実施機関に対し、講習事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。 

（公示） 

第二十条 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。 

一 第五条第一項第一号の登録をしたとき。 

二 第十一条第一項の規定による届出があったとき。 

三 第十三条の規定による届出があったとき。 

四 第十七条の規定により第五条第一項第一号の登録を取り消し、又は講習事務の停止を命じたと

き。 

（法第八条第二項の規定による公表の方法） 

第二十一条 法第八条第二項の規定による公表は、次に掲げる事項を明示して、インターネットの利

用その他の適切な方法により行わなければならない。 

一 法第八条第一項の規定による命令に係る要安全確認計画記載建築物の所有者の氏名又は名称及

び法人にあっては、その代表者の氏名 

二 前号の要安全確認計画記載建築物の位置、用途その他当該要安全確認計画記載建物の概要 

三 第一号の命令をした年月日及びその内容 

（法第九条の規定による公表の方法） 

第二十二条 法第九条の規定による公表は、法第七条の規定による報告について、次に掲げる事項

を、同条各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める期限が同一である要安全確認計画記

載建築物ごとに一覧できるよう取りまとめ、インターネットの利用その他の適切な方法により行わ

なければならない。 

一 要安全確認計画記載建築物の位置、用途その他当該要安全確認計画記載建築物の概要 

二 前号の要安全確認計画記載建築物の耐震診断の結果に関する事項のうち国土交通大臣が定める

事項 

（通行障害既存耐震不適格建築物の耐震診断に要する費用の負担） 

第二十三条 法第十条第一項の規定により都道府県が負担する費用の額は、法第七条第二号に掲げる

建築物の耐震診断の実施に要する標準的な費用として国土交通大臣が定める額から国又は市町村の

補助に相当する額を除いた額を限度とする。 
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２ 法第十条第二項の規定により市町村が負担する費用の額は、法第七条第三号に掲げる建築物の耐

震診断の実施に要する標準的な費用として国土交通大臣が定める額から国又は都道府県の補助に相

当する額を除いた額を限度とする。 

（身分証明書の様式） 

第二十四条 法第十三条第二項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分証明書の様式は、別記

第三号様式によるものとする。 

（令第六条第三項の規定による階数及び床面積の合計） 

第二十五条 令第六条第三項の規定による同条第二項各号に定める階数は、同項各号のうち当該建築物

が該当する二以上の号に定める階数のうち最小のものとし、同条第三項の規定による同条第二項各

号に定める床面積の合計は、当該二以上の号に掲げる建築物の用途に供する部分の床面積の合計の

数値をそれぞれ当該二以上の号に定める床面積の合計の数値で除し、それらの商を加えた数値が一

である場合の床面積の合計とする。 

（令第八条第三項の規定による床面積の合計） 

第二十六条 令第八条第三項の規定による同条第二項第一号から第三号までに定める床面積の合計は、

これらの号のうち当該建築物が該当する二以上の号に掲げる建築物の用途に供する部分の床面積の

合計の数値をそれぞれ当該二以上の号に定める床面積の合計の数値で除し、それらの商を加えた数

値が一である場合の床面積の合計とする。 

（身分証明書の様式） 

第二十七条 法第十五条第五項において準用する法第十三条第二項の規定により立入検査をする職員の

携帯する身分証明書の様式は、別記第四号様式によるものとする。 

（計画の認定の申請） 

第二十八条 法第五条第三項第一号の耐震関係規定（第三十三条第一項において「耐震関係規定」とい

う。）に適合するものとして法第十七条第三項の計画の認定を受けようとする建築物の耐震改修の計

画について同条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記第五号様式による申請書

の正本及び副本に、それぞれ、次の表の（い）項及び（ろ）項に掲げる図書を添えて、これらを所

管行政庁に提出するものとする。 

 

図書の種類 明示すべき事項 

（い） 

付近見取図 方位、道路及び目標となる地物 

配置図 

縮尺及び方位 

敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他 

の建築物との別 

擁壁の位置その他安全上適当な措置 

土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差及び申請に

係る建築物の各部分の高さ 

敷地の接する道路の位置、幅員及び種類 

下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設の位置及び排

出経路又は処理経路 

各階平面図 
縮尺及び方位 

間取、各室の用途及び床面積 
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壁及び筋かいの位置及び種類 

通し柱及び開口部の位置 

延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造 

申請に係る建築物が建築基準法第三条第二項の規定により同法第二十

八条の二（建築基準法施行令（昭和二十五年政令第三百三十八号）第百

三十七条の四の二に規定する基準に係る部分に限る。）の規定の適用を

受けない建築物である場合であって、当該建築物について、増築、改

築、大規模の修繕又は大規模の模様替をしようとするときにあっては、

当該増築等に係る部分以外の部分について行う同令第百三十七条の四

の三第三号に規定する措置 

基礎伏図 
縮尺並びに構造耐力上主要な部分（建築基準法施行令第一条第三号に

規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。）の材料の種別及び

寸法 

各階床伏図 

小屋伏図 

構造詳細図 

（ろ） 構造計算書 

一 建築基準法施行令第八十一条第二項第一号イに規定する保有水平

耐力計算により安全性を確かめた建築物の場合 

建築基準法施行規則（昭和二十五年建設省令第四十号）第一条の三第一

項の表三の（一）項に掲げる構造計算書に明示すべき事項 

二 建築基準法施行令第八十一条第二項第一号ロに規定する限界耐力

計算により安全性を確かめた建築物の場合 

建築基準法施行規則第一条の三第一項の表三の（二）項に掲げる構造計

算書に明示すべき事項 

三 建築基準法施行令第八十一条第二項第二号イに規定する許容応力

度等計算により安全性を確かめた建築物の場合 

建築基準法施行規則第一条の三第一項の表三の（三）項に掲げる構造計

算書に明示すべき事項 

四 建築基準法施行令第八十一条第三項に規定する同令第八十二条各

号及び同令第八十二条の四に定めるところによる構造計算により安全

性を確かめた建築物 

建築基準法施行規則第一条の三第一項の表三の（四）項に掲げる構造計

算書に明示すべき事項 

 

２ 法第十七条第三項第一号の国土交通大臣が定める基準に適合するものとして同項の計画の認定を

受けようとする建築物の耐震改修の計画について同条第一項の規定により認定の申請をしようとす

る者は、木造の建築物又は木造と木造以外の構造とを併用する建築物については別記第五号様式に

よる申請書の正本及び副本並びに別記第六号様式による正本及び副本に、木造の構造部分を有しな

い建築物については別記第五号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次の表の上欄に掲

げる建築物等の区分に応じて同表の下欄に掲げる事項を明示した構造計算書及び当該計画が法第十

七条第三項第一号の国土交通大臣が定める基準に適合していることを所管行政庁が適切であると認
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めた者が証する書類その他の当該計画が当該基準に適合していることを証するものとして所管行政

庁が規則で定める書類を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。 

建築物等 明示すべき事項 

木造の建築物又は木造と

木造以外の構造とを併用

する建築物の木造の構造

部分 

各階の張り間方向及びけた行方向の壁を設け又は筋かいを入れた軸組

の水平力に対する耐力及び靱性並びに配置並びに地震力、建築物の形

状及び地盤の種類を考慮して行った各階の当該方向の耐震性能の水準

に係る構造計算 

木造の構造部分を有しな

い建築物又は木造と木造

以外の構造とを併用する

建築物の木造以外の構造

部分 

各階の保有水平耐力及び各階の靱性、各階の形状特性、地震の地域にお

ける特性並びに建築物の振動特性を考慮して行った各階の耐震性能の

水準に係る構造計算並びに各階の保有水平耐力、各階の形状特性、当該

階が支える固定荷重と積載荷重との和（建築基準法施行令第八十六条

第二項ただし書の多雪区域においては、更に積雪荷重を加えたもの）、

地震の地域における特性、建築物の振動特性、地震層せん断力係数の建

築物の高さ方向の分布及び建築物の構造方法を考慮して行った各階の

保有水平耐力の水準に係る構造計算 

 

３ 法第十七条第三項第三号に掲げる基準に適合するものとして同項の計画の認定を受けようとする

建築物の耐震改修の計画について同条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、第一項

又は前項の認定の申請書の正本及び副本並びに別記第七号様式の正本及び副本に、それぞれ、建築

基準法施行規則第一条の三第一項第一号イ及びロに掲げる図書及び書類を、同条第七項の規定に基

づき特定行政庁（建築基準法第二条第三十五号に規定する特定行政庁をいう。以下第五項及び第六

項において同じ。）が規則で同法第六条第一項の申請書に添えるべき図書を定めた場合においては当

該図書を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。 

４ 法第十七条第三項第四号に掲げる基準に適合するものとして同項の計画の認定を受けようとする

建築物の耐震改修の計画について同条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、第一項

又は第二項の認定の申請書の正本及び副本並びに別記第八号様式による正本及び副本に、それぞ

れ、次の表に掲げる図書を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。 

図書の種類 明示すべき事項 

各階平面図 工事の計画に係る柱、壁又ははり及び第三十一条第二項に掲げる装置の位置 

構造詳細図 工事の計画に係る柱、壁又ははりの構造及び材料の種別 

構造計算書 応力算定及び断面算定 

５ 法第十七条第三項第五号に掲げる基準に適合するものとして同項の計画の認定を受けようとする

建築物の耐震改修の計画について同条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、第一項

又は第二項の認定の申請書の正本及び副本並びに別記第九号様式による正本及び副本に、それぞ

れ、建築基準法施行規則第一条の三第一項第一号イ及びロに掲げる図書及び書類を、同条第七項の

規定に基づき特定行政庁が規則で同法第六条第一項の申請書に添えるべき図書を定めた場合におい

ては当該図書を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。 

６ 法第十七条第三項第六号に掲げる基準に適合するものとして同項の計画の認定を受けようとする

建築物の耐震改修の計画について同条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、第一項

又は第二項の認定の申請書の正本及び副本並びに別記第十号様式による正本及び副本に、それぞ
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れ、建築基準法施行規則第一条の三第一項第一号イ及びロに掲げる図書及び書類を、同条第七項の

規定に基づき特定行政庁が規則で同法第六条第一項の申請書に添えるべき図書を定めた場合におい

ては当該図書を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。 

７ 法第十七条第十項の規定により建築基準法第六条第一項又は第十八条第三項の規定による確認済

証の交付があったものとみなされるものとして法第十七条第三項の計画の認定を受けようとする建

築物の耐震改修の計画について同条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、第一項又

は第二項の申請書の正本及び副本に、建築基準法第六条第一項の規定による確認の申請書又は同法

第十八条第二項の規定による通知に要する通知書を添えて、これらを所管行政庁に提出するものと

する。 

８ 前七項に規定する図書は併せて作成することができる。 

９ 高さが六十メートルを超える建築物に係る法第十七条第三項の計画の認定の申請書にあっては、

第一項の表の（ろ）項の規定にかかわらず、同項に掲げる図書のうち構造計算書は、添えることを

要しない。この場合においては、建築基準法第二十条第一項第一号の認定に係る認定書の写しを添

えるものとする。 

１０ 第三項の認定の申請書にあっては、建築基準法第二十条第一項第一号の認定に係る認定書の写

しを添えた場合には、建築基準法施行規則第一条の三第一項の表一の（は）項及び同項の表三の

（ろ）欄に掲げる構造計算書を添えることを要しない。 

１１ 所管行政庁は、前十項の規定にかかわらず、規則で、前十項に掲げる図書の一部を添えること

を要しない旨を規定することができる。 

（計画の記載事項） 

第二十九条 法第十七条第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、建築物の建築面積及び耐震改

修の事業の実施時期とする。 

（認定通知書の様式） 

第三十条 所管行政庁は、法第十七条第三項の規定により計画の認定をしたときは、速やかに、その

旨を申請者に通知するものとする。 

２ 前項の通知は、別記第十一号様式による通知書に第二十八条の申請書の副本を添えて行うものと

する。 

（法第十七条第三項第四号の国土交通省令で定める防火上の基準） 

第三十一条 法第十七条第三項第四号ロ（１）の国土交通省令で定める防火上の基準は、次のとおり

とする。 

一 工事の計画に係る柱、壁又ははりが建築基準法施行令第一条第五号に規定する準不燃材料で造

られ、又は覆われていること。 

二 次のイからハまでに定めるところにより行う構造計算によって構造耐力上安全であることが確

かめられた構造であること。 

イ 建築基準法施行令第三章第八節第二款に規定する荷重及び外力によって構造耐力上主要な部

分（工事により新たに設けられる柱及び耐力壁を除く。）に長期に生ずる力を計算すること。 

ロ イの構造耐力上主要な部分の断面に生ずる長期の応力度を建築基準法施行令第八十二条第二

号の表の長期に生ずる力の項に掲げる式によって計算すること。ただし、構造耐力上主要な部

分のうち模様替を行う柱又ははりについては、当該模様替が行われる前のものとして、同項に

掲げる式により、当該模様替が行われる前の当該柱又ははりの断面に生ずる長期の応力度を計

算すること。 
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ハ ロによって計算した長期の応力度が、建築基準法施行令第三章第八節第三款の規定による長

期に生ずる力に対する許容応力度を超えないことを確かめること。 

２ 法第十七条第三項第四号ロ（２）の国土交通省令で定める防火上の基準は、工事の計画に係る

柱、壁又ははりに係る火災の発生を有効に感知し、かつ、工事の計画に係る建築物を常時管理する

者が居る場所に報知することができる装置が設けられていることとする。 

（法第十八条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更） 

第三十二条 法第十八条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、計画の認定を受けた計画に係

る耐震改修の事業の実施時期の変更のうち、事業の着手又は完了の予定年月日の三月以内の変更と

する。 

（建築物の地震に対する安全性に係る認定の申請） 

第三十三条 耐震関係規定に適合するものとして法第二十二条第二項の認定を受けようとする建築物

について同条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記第十二号様式による申請書

の正本及び副本に、それぞれ、次の各号のいずれかに掲げる図書及び当該建築物が耐震関係規定に

適合していることを証する書類として所管行政庁が規則で定めるものを添えて、これらを所管行政

庁に提出するものとする。 

一 第二十八条第一項の表の（ろ）項に掲げる図書及び次の表に掲げる図書 

二 国土交通大臣が定める書類 

図書の種類 明示すべき事項 

付近見取図 方位、道路及び目標となる地物 

配置図 

縮尺及び方位 

敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築

物との別 

擁壁の位置その他安全上適当な措置 

土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差及び申請に係る建

築物の各部分の高さ 

各階平面図 

縮尺及び方位 

壁及び筋かいの位置及び種類 

通し柱及び開口部の位置 

基礎伏図 

縮尺並びに構造耐力上主要な部分（建築基準法施行令第一条第三号に規定す

る構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。）の材料の種別及び寸法 

各階床伏図 

小屋伏図 

構造詳細図 

 

２ 法第二十二条第二項の国土交通大臣が定める基準に適合するものとして同項の認定を受けようと

する建築物について同条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、次の各号のいずれか

に掲げる方法により、これをしなければならない。 

一 木造の建築物又は木造と木造以外の構造とを併用する建築物については別記第十三号様式によ

る申請書の正本及び副本並びに別記第六号様式による正本及び副本に、木造の構造部分を有しな

い建築物については別記第十三号様式に、それぞれ、第二十八条第二項の表の上欄に掲げる建築

物等の区分に応じて同表の下欄に掲げる事項を明示した構造計算書及び当該建築物が法第二十二
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条第二項の国土交通大臣が定める基準に適合していることを所管行政庁が適切であると認めた者

が証する書類その他の当該建築物が当該基準に適合していることを証するものとして所管行政庁

が規則で定める書類を添えて、これらを所管行政庁に提出すること。 

二 別記第十二号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、国土交通大臣が定める書類及び

当該申請に係る建築物が法第二十二条第二項の国土交通大臣が定める基準に適合していることを

証する書類として所管行政庁が規則で定めるものを添えて、これらを所管行政庁に提出するこ

と。 

３ 所管行政庁は、前二項の規定にかかわらず、規則で、前二項に掲げる図書の一部を添えることを

要しない旨を規定することができる。 

（認定通知書の様式） 

第三十四条 所管行政庁は、法第二十二条第二項の規定により認定をしたときは、速やかに、その旨

を申請者に通知するものとする。 

２ 前項の通知は、別記第十四号様式による通知書に前条の申請書の副本を添えて行うものとする。 

（表示等） 

第三十五条 法第二十二条第三項の国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。 

一 広告 

二 契約に係る書類 

三 その他国土交通大臣が定めるもの 

２ 法第二十二条第三項に規定する表示は、別記第十五号様式により行うものとする。 

（身分証明書の様式） 

第三十六条 法第二十四条第二項において準用する法第十三条第二項の規定により立入検査をする職

員の携帯する身分証明書の様式は、別記第十六号様式によるものとする。 

（区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定の申請） 

第三十七条 法第二十五条第二項の認定を受けようとする区分所有建築物について同条第一項の規定

により認定の申請をしようとする者は、木造の建築物又は木造と木造以外の構造とを併用する建築

物については別記第十七号様式による申請書の正本及び副本並びに別記第六号様式による正本及び

副本に、木造の構造部分を有しない建築物については別記第十七号様式による申請書の正本及び副

本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書類を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。 

一 建物の区分所有等に関する法律（昭和三十七年法律第六十九号）第十八条第一項（同法第六十

六条において準用する場合を含む。）の規定により当該認定の申請を決議した集会の議事録の写し

（同法第十八条第二項の規定により規約で別段の定めをした場合にあっては、当該規約の写し及

びその定めるところにより当該認定の申請をすることを証する書類） 

二 第二十八条第二項の表の上欄に掲げる建築物等の区分に応じて同表の下欄に掲げる事項を明示

した構造計算書 

三 当該区分所有建築物が法第二十五条第二項の国土交通大臣が定める基準に適合していないこと

を所管行政庁が適切であると認める者が証する書類その他の当該区分所有建築物が当該基準に適

合していないことを証するものとして所管行政庁が規則で定める書類 

２ 所管行政庁は、前項の規定にかかわらず、規則で、前項第二号に掲げる構造計算書を添えること

を要しない旨を規定することができる。 

（認定通知書の様式） 
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第三十八条 所管行政庁は、法第二十五条第二項の規定により認定をしたときは、速やかに、その旨

を申請者に通知するものとする。 

２ 前項の通知は、別記第十八号様式による通知書に前条の申請書の副本を添えて行うものとする。 

（身分証明書の様式） 

第三十九条 法第二十七条第五項において準用する法第十三条第二項の規定により立入検査をする職

員の携帯する身分証明書の様式は、別記第十九号様式によるものとする。 

（特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例を受けるための特定優良賃貸住宅の入居

者を確保することができない期間） 

第四十条 法第二十八条第一項の国土交通省令で定める期間は、三月とする。 

（特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例に係る特定優良賃貸住宅の賃貸借の期

間） 

第四十一条 法第二十八条第二項の国土交通省令で定める期間は、二年とする。 

（法第三十四条第一号の国土交通省令で定める金融機関） 

第四十二条 法第三十四条第一号の国土交通省令で定める金融機関は、独立行政法人住宅金融支援機

構、沖縄振興開発金融公庫、銀行、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、信用協同組

合、信用協同組合連合会、農業協同組合法（昭和二十二年法律第百三十二号）第十条第一項第二号

及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合及び農業協同組合連合会並びに水産業協同組合法（昭和

二十三年法律第二百四十二号）第十一条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合並

びに同法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会とする。 

（債務保証業務規程で定めるべき事項） 

第四十三条 法第三十六条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 

一 被保証人の資格 

二 保証の範囲 

三 保証の金額の合計額の最高限度 

四 一被保証人についての保証の金額の最高限度 

五 保証契約の締結及び変更に関する事項 

六 保証料に関する事項その他被保証人の守るべき条件に関する事項 

七 保証債務の弁済に関する事項 

八 求償権の行使方法及び償却に関する事項 

九 業務の委託に関する事項 

（事業計画等の認可の申請） 

第四十四条 耐震改修支援センター（以下「センター」という。）は、法第三十七条第一項前段の規定

により支援業務に係る事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる

書類を添え、国土交通大臣に提出しなければならない。 

一 前事業年度の予定貸借対照表 

二 当該事業年度の予定貸借対照表 

三 前二号に掲げるもののほか、支援業務に係る収支予算の参考となる書類 

（事業計画等の変更の認可の申請） 

第四十五条 センターは、法第三十七条第一項後段の規定により支援業務に係る事業計画又は収支予

算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を
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国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算の変更が前条第二号又は第

三号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。 

（事業報告書等の提出） 

第四十六条 センターは、法第三十七条第二項の規定により支援業務に係る事業報告書及び収支決算

書を提出するときは、財産目録及び貸借対照表を添付しなければならない。 

（区分経理の方法） 

第四十七条 センターは、法第三十八条各号に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設け

て整理しなければならない。 

２ センターは、法第三十八条第一号及び第二号に掲げる業務の双方に関連する収入及び費用につい

ては、適正な基準によりそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。 

（帳簿） 

第四十八条 法第三十九条第一項の支援業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げ

るものとする。 

一 法第三十四条第一号に掲げる債務の保証（以下「債務の保証」という。）の相手方の氏名及び住

所 

二 債務の保証を行った年月日 

三 債務の保証の内容 

四 その他債務の保証に関し必要な事項 

２ 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必

要に応じセンターにおいて電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該

記録をもって法第三十九条第一項の帳簿（次項において単に「帳簿」という。）への記載に代えるこ

とができる。 

３ センターは、帳簿（前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含

む。）を、債務保証業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。 

（書類の保存） 

第四十九条 法第三十九条第二項の支援業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、次に掲げ

るもの又はこれらの写しとする。 

一 債務の保証の申請に係る書類 

二 保証契約に係る書類 

三 弁済に係る書類 

四 求償に係る書類 

２ 前項に掲げる書類が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に

応じセンターにおいて電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファ

イル又は電磁的記録媒体をもって前項の書類に代えることができる。 

３ センターは、第一項の書類（前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒

体を含む。）を、債務保証業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。 

 

附 則  

（施行期日） 

第一条 この省令は、法の施行の日（平成七年十二月二十五日）から施行する。 

（令附則第二条第二項の国土交通省令で定める要件） 
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第二条 令附則第二条第二項の国土交通省令で定める要件は、同条第一項第二号イからホまでのうち

当該建築物が該当する二以上の同号イからホまでに定める階数のうち最小のもの以上であり、か

つ、同号イからホまでに掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ、当該二以上の同号イからホまでに

掲げる建築物の用途に供する部分の床面積の合計の数値をそれぞれ当該二以上の同号イからホまで

に定める床面積の合計の数値で除し、それらの商を加えた数値が一である場合の床面積の合計以上

であることとする。 

（準用） 

第三条 第五条第一項及び第二項の規定は、法附則第三条第一項の規定により行う耐震診断につい

て、第五条第三項及び第四項の規定は、法附則第三条第一項の規定による報告について、第二十一

条の規定は法附則第三条第三項において準用する法第八条第二項の規定による公表について、第二

十二条の規定は法附則第三条第三項において準用する法第九条の規定による公表について準用す

る。この場合において、第五条第三項中「別記第一号様式」とあるのは「別記第二十一号様式」

と、第二十一条第一号中「法第八条第一項」とあるのは「法附則第三条第三項において準用する法

第八条第一項」と、同号及び同条第二号並びに第二十二条第一号及び第二号中「要安全確認計画記

載建築物」とあるのは「要緊急安全確認大規模建築物」と、同条中「法第七条」とあるのは「法附

則第三条第一項」と、「同条各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期限が同

一である要安全確認計画記載建築物」とあるのは「要緊急安全確認大規模建築物の用途」と読み替

えるものとする。 

（身分証明書の様式） 

第四条 法附則第三条第三項において準用する法第十三条第二項の規定により立入検査をする職員の

携帯する身分証明書の様式は、別記第二十二号様式によるものとする。 
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５．建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針 

 

建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針 

発令    ：平成 18 年１月 25 日 国土交通省告示第 184 号 

最終改正：令和７年７月 17 日  国土交通省告示第 535号  

 

建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成七年法律第百二十三号）第四条第一項の規定に基づ

き、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針を次のように策定したので、同

条第三項の規定により告示する。 

建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針 

平成七年一月の阪神・淡路大震災では、地震により六千四百三十四人の尊い命が奪われた。このう

ち地震による直接的な死者数は五千五百二人であり、さらにこの約九割の四千八百三十一人が住宅・

建築物の倒壊等によるものであった。この教訓を踏まえて、建築物の耐震改修の促進に関する法律

（以下「法」という。）が制定された。 

しかし近年、平成十六年十月の新潟県中越地震、平成十七年三月の福岡県西方沖地震、平成二十年

六月の岩手・宮城県内陸地震、平成二十八年四月の熊本地震、平成三十年九月の北海道胆振東部地震

など大地震が頻発しており、特に平成二十三年三月に発生した東日本大震災は、これまでの想定をは

るかに超える巨大な地震・津波により、一度の災害で戦後最大の人命が失われるなど、甚大な被害を

もたらした。この震災においては、津波による沿岸部の建築物の被害が圧倒的であったが、内陸市町

村においても建築物に大きな被害が発生した。また、平成三十年六月の大阪府北部を震源とする地震

においては、塀に被害が発生した。さらに、令和六年一月の能登半島地震においては、耐震化率が低

い地域で多くの住宅が倒壊する等の被害が生じた。このように、我が国において、大地震はいつどこ

で発生してもおかしくない状況にあるとの認識が広がっている。また、南海トラフ地震、日本海溝・

千島海溝周辺海溝型地震及び首都直下地震については、発生の切迫性が指摘され、ひとたび地震が発

生すると被害は甚大なものと想定されており、特に、南海トラフ巨大地震については、東日本大震災

を上回る被害が想定されている。 

建築物の耐震化については、建築物の耐震化緊急対策方針（平成十七年九月中央防災会議決定）に

おいて、全国的に取り組むべき「社会全体の国家的な緊急課題」とされるとともに、災害対策の推進

等に係る基本的な事項を定めた国土強靱化基本計画（令和五年七月閣議決定）及び防災基本計画（昭

和三十八年六月中央防災会議決定。令和六年六月修正）、今後の発生が懸念される大規模地震への対策

をとりまとめた南海トラフ地震防災対策推進基本計画（令和七年七月中央防災会議決定）、首都直下地

震緊急対策推進基本計画（平成二十七年三月閣議決定）及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災

対策推進基本計画（令和四年九月中央防災会議決定）においても推進すべき施策として位置づけられ

ているところである。特に切迫性の高い地震については発生までの時間が限られていることから、効

果的かつ効率的に建築物の耐震改修等を実施することが求められている。 

この告示は、このような認識の下に、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るため、基本的な

方針を定めるものである。 
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一 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関する基本的な事項 

１ 国、地方公共団体、所有者等の役割分担  

住宅・建築物の耐震化の促進のためには、まず、住宅・建築物の所有者等が、地域防災対策を

自らの問題、地域の問題として意識して取り組むことが不可欠である。国及び地方公共団体は、

こうした所有者等の取組をできる限り支援するという観点から、所有者等にとって耐震診断及び

耐震改修を行いやすい環境の整備や負担軽減のための制度の構築など必要な施策を講じ、耐震改

修の実施の阻害要因となっている課題を解決していくべきである。 

２ 公共建築物の耐震化の促進  

公共建築物については、災害時には学校は避難場所等として活用され、病院では災害による負

傷者の治療が、国及び地方公共団体の庁舎では被害情報収集や災害対策指示が行われるなど、多

くの公共建築物が応急活動の拠点として活用される。このため、平常時の利用者の安全確保だけ

でなく、災害時の拠点施設としての機能確保の観点からも公共建築物の耐震性確保が求められる

との認識のもと、強力に公共建築物の耐震化の促進に取り組むべきである。具体的には、国及び

地方公共団体は、各施設の耐震診断を速やかに行い、耐震性に係るリストを作成及び公表すると

ともに、構造耐力上主要な部分に加え、非構造部材及び建築設備に係るより高い耐震性の確保に

配慮しつつ、整備目標及び整備プログラムの策定等を行い、計画的かつ重点的な耐震化の促進に

積極的に取り組むべきである。 

また、公共建築物について、法第二十二条第三項の規定に基づく表示を積極的に活用すべきで

ある。 

３ 法に基づく指導等の実施  

所管行政庁は、法に基づく指導等を次のイからハまでに掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ

当該イからハまでに定める措置を適切に実施すべきである。 

イ 耐震診断義務付け対象建築物 

法第七条に規定する要安全確認計画記載建築物については、所管行政庁は、その所有者に対

して、所有する建築物が耐震診断の実施及び耐震診断の結果の報告義務の対象建築物となって

いる旨の十分な周知を行い、その確実な実施を図るべきである。また、期限までに耐震診断の

結果を報告しない所有者に対しては、個別の通知等を行うことにより、耐震診断結果の報告を

するように促し、それでもなお報告しない場合にあっては、法第八条第一項の規定に基づき、

当該所有者に対し、相当の期限を定めて、耐震診断の結果の報告を行うべきことを命ずるとと

もに、その旨を公報、ホームページ等で公表すべきである。 

法第九条（法附則第三条第三項において準用する場合を含む。）の規定に基づく報告の内容

の公表については、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則（平成七年建設省令第二十

八号。以下「規則」という。）第二十二条（規則附則第三条において準用する場合を含む。）の

規定により、所管行政庁は、当該報告の内容をとりまとめた上で公表しなければならないが、

当該公表後に耐震改修等により耐震性が確保された建築物については、公表内容にその旨を付

記するなど、迅速に耐震改修等に取り組んだ建築物所有者が不利になることのないよう、営業

上の競争環境等にも十分に配慮し、丁寧な運用を行うべきである。  

また、所管行政庁は、報告された耐震診断の結果を踏まえ、耐震診断義務付け対象建築物

（法第七条に規定する要安全確認計画記載建築物及び法附則第三条第一項に規定する要緊急安

全確認大規模建築物をいう。以下同じ。）の所有者に対して、法第十二条第一項（法附則第三

条第三項において準用する場合を含む。）の規定に基づく指導及び助言を実施すべきである。
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また、指導に従わない者に対しては同条第二項の規定に基づき必要な指示を行い、正当な理由

がなく、その指示に従わなかったときは、その旨を公報、ホームページ等を通じて公表すべき

である。  

さらに、指導・助言、指示等を行ったにもかかわらず、当該耐震診断義務付け対象建築物の

所有者が必要な対策をとらなかった場合には、所管行政庁は、構造耐力上主要な部分の地震に

対する安全性について著しく保安上危険であると認められる建築物（別添の建築物の耐震診断

及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項（以下「技術指針事項」という。）

第一第一号又は第二号の規定により構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性を評価した結

果、地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高いと判断された建築物をい

う。以下同じ。）については速やかに建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第十条第三

項の規定に基づく命令を、損傷、腐食その他の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上

危険となるおそれがあると認められる建築物については、同条第一項の規定に基づく勧告や同

条第二項の規定に基づく命令を行うべきである。 

ロ 指示対象建築物 

法第十五条第二項に規定する特定既存耐震不適格建築物（以下「指示対象建築物」とい

う。）については、所管行政庁は、その所有者に対して、所有する建築物が指示対象建築物で

ある旨の周知を図るとともに、同条第一項の規定に基づく指導及び助言を実施するよう努め、

指導に従わない者に対しては同条第二項の規定に基づき必要な指示を行い、正当な理由がな

く、その指示に従わなかったときは、その旨を公報、ホームページ等を通じて公表すべきであ

る。 

また、指導・助言、指示等を行ったにもかかわらず、当該指示対象建築物の所有者が必要な

対策をとらなかった場合には、所管行政庁は、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性に

ついて著しく保安上危険であると認められる建築物については速やかに建築基準法第十条第三

項の規定に基づく命令を、損傷、腐食その他の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上

危険となるおそれがあると認められる建築物については、同条第一項の規定に基づく勧告や同

条第二項の規定に基づく命令を行うべきである。 

ハ 指導・助言対象建築物 

法第十四条に規定する特定既存耐震不適格建築物（指示対象建築物を除く。）については、

所管行政庁は、その所有者に対して、法第十五条第一項の規定に基づく指導及び助言を実施す

るよう努めるべきである。また、法第十六条第一項に規定する既存耐震不適格建築物について

も、所管行政庁は、その所有者に対して、同条第二項の規定に基づく指導及び助言を実施する

よう努めるべきである。 

４ 計画の認定等による耐震改修の促進 

所管行政庁は、法第十七条第三項の計画の認定、法第二十二条第二項の認定、法第二十五条第

二項の認定について、適切かつ速やかな認定が行われるよう努めるべきである。 

国は、これらの認定について、所管行政庁による適切かつ速やかな認定が行われるよう、必要

な助言、情報提供等を行うこととする。 

５ 所有者等の費用負担の軽減等 

耐震診断及び耐震改修に要する費用は、建築物の状況や工事の内容により様々であるが、相当

の費用を要することから、所有者等の費用負担の軽減を図ることが課題となっている。特に、所

有者等が高齢者である住宅の耐震化においては、自己資金の調達についても課題となっている。 
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こうしたことを踏まえ、地方公共団体は、所有者等に対する耐震診断及び耐震改修に係る助成

制度等の整備や耐震改修促進税制、高齢者向けリバースモーゲージ型住宅ローン等の耐震化に関

する融資制度の普及に努めることで、密集市街地や緊急輸送道路・避難路沿いの建築物の耐震

化、所有者等が高齢者である住宅の耐震化を促進するなど、重点的な取組を行うことが望まし

い。特に、耐震診断義務付け対象建築物については早急な耐震診断の実施及び耐震改修の促進が

求められることから、特に重点的な予算措置が講じられることが望ましい。また、省エネ改修や

バリアフリー改修の機会を捉えた耐震改修の実施、段階的な耐震改修の実施等の取組を行うこと

も考えられる。国は、地方公共団体に対し、必要な助言、補助・交付金、税の優遇措置等の制度

に係る情報提供等を行うこととする。 

また、法第三十二条の規定に基づき指定された耐震改修支援センター（以下「センター」とい

う。）が債務保証業務、情報提供業務等を行うこととしているが、国は、センターを指定した場合

においては、センターの業務が適切に運用されるよう、センターに対して必要な指導等を行うと

ともに、地方公共団体に対し、必要な情報提供等を行うこととする。 

さらに、所有者等が耐震改修工事を行う際に仮住居の確保が必要となる場合については、地方

公共団体が、公共賃貸住宅の空室の紹介等に努めることが望ましい。 

６ 相談体制の整備及び情報提供の充実  

近年、悪質なリフォーム工事詐欺による被害が社会問題となっており、住宅・建築物の所有者

等が安心して耐震診断及び耐震改修を実施できる環境整備が重要な課題となっている。特に、「ど

の事業者に頼めばよいか」、「工事費用は適正か」、「工事内容は適切か」、「改修の効果はあるの

か」等の不安に対応する必要がある。このため、国は、センター等と連携し、耐震診断及び耐震

改修に関する相談窓口を設置するとともに、耐震診断及び耐震改修の実施が可能な建築士及び事

業者の一覧や、耐震改修工法の選択や耐震診断・耐震改修費用の判断の参考となる事例集を作成

し、ホームページ等で公表を行い、併せて、地方公共団体に対し、必要な助言、情報提供等を行

うこととする。また、地方公共団体は、耐震診断及び耐震改修に関する窓口を設置し、所有者等

の個別の事情に応じた助言を行うよう努めるべきであるとともに、関係部局、センター等と連携

し、先進的な取組事例、耐震改修事例、一般的な工事費用、専門家・事業者情報、助成制度概要

等について、情報提供の充実を図ることが望ましい。 

７ 専門家・事業者の育成及び技術開発 

適切な耐震診断及び耐震改修が行われるためには、専門家・事業者が耐震診断及び耐震改修に

ついて必要な知識、技術等の更なる習得に努め、資質の向上を図ることが望ましい。国及び地方

公共団体は、センター等の協力を得て、講習会や研修会の開催、受講者の登録・紹介制度の整備

等に努めるものとする。特に、耐震診断義務付け対象建築物の耐震診断が円滑に行われるよう、

国は、登録資格者講習（規則第五条に規定する登録資格者講習をいう。以下同じ。）の十分な頻度

による実施、建築士による登録資格者講習の受講の促進のための情報提供の充実を図るものとす

る。 

また、簡易な耐震改修工法の開発やコストダウン等が促進されるよう、国及び地方公共団体

は、関係団体と連携を図り、耐震診断及び耐震改修に関する調査及び研究を実施することとす

る。 

 

８ 地域における取組の推進 
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地方公共団体は、地域に根ざした専門家・事業者の育成、町内会や学校等を単位とした地震防

災対策への取組の推進、NPO との連携や地域における取組に対する支援、地域ごとに関係団体等

からなる協議会の設置等を行うことが考えられる。国は、地方公共団体に対し、必要な助言、情

報提供等を行うこととする。 

９ その他の地震時の安全対策 

地方公共団体及び関係団体は、ブロック塀等の倒壊防止、昭和五十六年六月一日から平成十二

年五月三十一日までに建築された木造住宅の耐震性能検証、屋根瓦、窓ガラス、天井、外壁等の

非構造部材の脱落防止、地震時のエレベーター内の閉じ込め防止、エスカレーターの脱落防止、

給湯設備の転倒防止、配管等の設備の落下防止等の対策を所有者等に促すとともに、自らが所有

する建築物についてはこれらの対策の実施に努めるべきである。さらに、これらの対策に係る建

築基準法令の規定に適合しない建築物で同法第三条第二項の適用を受けているものについては、

改修の実施及びその促進を図るべきである。また、南海トラフ沿いの巨大地震による長周期地震

動に関する報告（平成二十七年十二月）を踏まえて、長周期地震動対策を推進すべきである。国

は、地方公共団体及び関係団体に対し、必要な助言、情報提供等を行うこととする。 

二 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標の設定に関する事項 

１ 建築物の耐震化の現状 

令和五年の統計調査に基づき、我が国の住宅については総数約五千五百七十万戸のうち、約五

百七十万戸（約十パーセント）が耐震性が不十分であり、耐震化率は約九十パーセントと推計さ

れている。この推計では、耐震性が不十分な住宅は、平成十五年の約千百五十万戸から二十年間

でおおむね半減し、そのうち耐震改修によるものは二十年間で約百万戸と推計されている。 

また、耐震診断義務付け対象建築物のうち、要緊急安全確認大規模建築物については、令和六

年三月三十一日時点で耐震診断結果が公表された約一万千棟のうち、約八百二十棟が耐震性が不

十分であり、耐震性不足解消率（耐震診断結果が公表された建築物の棟数のうちに耐震診断によ

り耐震性を有することが確認された建築物、耐震改修、建替え等により耐震性が不十分な状態が

解消された建築物及び除却された建築物の棟数が占める割合をいう。以下同じ。）は約九十三パー

セントである。 

要安全確認計画記載建築物のうち、法第七条第一号に掲げるものについては、令和六年三月三

十一日時点で耐震診断結果が公表された約千六百棟のうち約二百四十棟が耐震性が不十分であ

り、耐震性不足解消率は約八十五パーセントである。また、要安全確認計画記載建築物のうち、

法第七条第二号及び第三号に掲げるものについては、令和六年三月三十一日時点で耐震診断結果

が公表された約七千三百棟のうち、約四千百棟が耐震性が不十分であり、耐震性不足解消率は約

四十四パーセントである。 

２ 建築物の耐震診断及び耐震改修の目標の設定 

住宅については令和十七年までに、要緊急安全確認大規模建築物については令和十二年まで

に、要安全確認計画記載建築物については早期に、いずれも耐震性が不十分なものをおおむね解

消することを目標とする。 

三 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項 

建築物の耐震診断及び耐震改修は、既存の建築物について、現行の耐震関係規定に適合している

かどうかを調査し、これに適合しない場合には、適合させるために必要な改修を行うことが基本で

ある。しかしながら、既存の建築物については、耐震関係規定に適合していることを詳細に調査す

ることや、適合しない部分を完全に適合させることが困難な場合がある。このような場合には、建
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築物の所有者等は、技術指針事項に基づいて耐震診断を行い、その結果に基づいて必要な耐震改修

を行うべきである。  

四 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に関する基本的な事項 

建築物の所有者等が、地震防災対策を自らの問題、地域の問題として意識することができるよ

う、地方公共団体は、過去に発生した地震の被害と対策、耐震改修の有効性、発生のおそれがある

地震の概要と地震による危険性の程度等を記載した地図（以下「地震防災マップ」という。）、要安

全確認計画記載建築物で緊急輸送道路・避難路沿いの建築物の耐震化の状況を記載した地図（以下

「避難路沿道耐震化状況マップ」という。）、建築物の耐震性能や免震等の技術情報、地域での取組

の重要性等について、関係部局と連携しつつ、町内会等や各種メディアを活用して啓発及び知識の

普及を図ることが考えられる。国は、地方公共団体に対し、必要な助言及び情報提供等を行うこと

とする。 

また、地方公共団体が適切な情報提供を行うことができるよう、地方公共団体とセンターとの間

で必要な情報の共有及び連携が図られることが望ましい。 

五 都道府県耐震改修促進計画の策定に関する基本的な事項その他建築物の耐震診断及び耐震改修の

促進に関する重要事項 

１ 都道府県耐震改修促進計画の策定に関する基本的な事項 

イ 都道府県耐震改修促進計画の基本的な考え方 

都道府県は、法第五条第一項の規定に基づく都道府県耐震改修促進計画（以下単に「都道府

県耐震改修促進計画」という。）の改定に当たっては、道路部局、防災部局、衛生部局、観光

部局、商工部局、福祉部局、教育委員会等とも連携するとともに、都道府県内の市町村の耐震

化の目標や施策との整合を図るため、市町村と協議会を設置する等の取組を行いながら、市町

村の区域を超える広域的な見地からの調整を図る必要がある施策等を中心に見直すことが考え

られる。 

また、都道府県耐震改修促進計画に基づく施策が効果的に実現できるよう、その改定に当た

っては、法に基づく指導・助言、指示等を行う所管行政庁と十分な調整を行うべきである。 

なお、都道府県は、耐震化の進捗状況や新たな施策の実施等にあわせて、適宜、都道府県耐

震改修促進計画の見直しを行うことが望ましい。 

ロ 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標 

都道府県耐震改修促進計画においては、二２の目標を踏まえ、各都道府県において想定され

る地震の規模、被害の状況、建築物の耐震化の現状等を勘案し、目標を定めることとする。な

お、都道府県は、定めた目標について、一定期間ごとに検証すべきである。特に耐震診断義務

付け対象建築物については、早急に耐震化を促進すべき建築物である。このため、都道府県耐

震改修促進計画に法第五条第三項第一号及び第二号に定める事項を記載する場合においては早

期に記載するとともに、二２の目標を踏まえ、要緊急安全確認大規模建築物及び要安全確認計

画記載建築物の耐震化の目標を設定すべきである。また、耐震診断結果の報告を踏まえ、耐震

化の状況を検証すべきである。 

さらに、庁舎、病院、学校等の公共建築物については、関係部局と協力し、可能な限り用途

ごとに目標を設定すべきである。このため、国土交通省は関係省庁と連携を図り、都道府県に

対し、必要な助言及び情報提供を行うこととする。 

ハ 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策  
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都道府県耐震改修促進計画においては、都道府県、市町村、建築物の所有者等との役割分担

の考え方、実施する事業の方針等基本的な取組方針について定めるとともに、具体的な支援策

の概要、安心して耐震改修等を行うことができるようにするための環境整備、地震時の総合的

な安全対策に関する事業の概要等を定めることが望ましい。 

また、庁舎、病院、学校等の公共建築物については、関係部局と協力し、耐震診断を行い、

その結果の公表に取り組むとともに、重点化を図りながら着実な耐震化を推進するため、具体

的な整備プログラム等を作成することが望ましい。 

さらに、緊急輸送道路については、沿道の建築物の耐震化や橋梁の耐震補強、高盛土の対

策、無電柱化等について連携を図りながら一体的に推進することが重要であり、道路部局等関

係機関と密に連携し、施策の推進を図ることが考えられる。 

法第五条第三項第一号の規定に基づき定めるべき公益上必要な建築物は、地震時における災

害応急対策の拠点となる施設や避難所となる施設等であるが、例えば庁舎、病院、学校の体育

館等の公共建築物のほか、病院、ホテル・旅館、福祉施設等の民間建築物のうち、災害対策基

本法（昭和三十六年法律第二百二十三号）第二条第十号に規定する地域防災計画や防災に関す

る計画等において、大規模な地震が発生した場合においてその利用を確保することが公益上必

要な建築物として定められたものについても、積極的に定めることが考えられる。なお、公益

上必要な建築物を定めようとするときは、法第五条第四項の規定に基づき、あらかじめ、当該

建築物の所有者等の意見を勘案し、例えば特別積合せ貨物運送以外の一般貨物自動車運送事業

の用に供する施設である建築物等であって、大規模な地震が発生した場合に公益上必要な建築

物として実際に利用される見込みがないものまで定めることがないよう留意すべきである。 

法第五条第三項第二号又は第三号の規定に基づき定めるべき道路は、沿道の建築物の倒壊に

よって緊急車両の通行や住民の避難の妨げになるおそれがある道路であるが、例えば緊急輸送

道路、避難路、通学路等避難場所と連絡する道路その他密集市街地内の道路等を定めることが

考えられる。特に緊急輸送道路のうち、市町村の区域を越えて、災害時の拠点施設を連絡する

道路であり、災害時における多数の者の円滑な避難、救急・消防活動の実施、避難者への緊急

物資の輸送等の観点から重要な道路については、沿道の建築物の耐震化を図ることが必要な道

路として定めるべきである。 

このうち、現に相当数の建築物が集合し、又は集合することが確実と見込まれる地域を通過

する道路、公園や学校等の重要な避難場所と連絡する道路その他の地域の防災上の観点から重

要な道路については、同項第二号の規定に基づき早期に通行障害建築物の耐震診断を行わせ、

耐震化を図ることが必要な道路として定めることが考えられる。 

また、通学路等の沿道のブロック塀等の実態把握を進め、住民の避難等の妨げとなるおそれ

の高い道路についても、沿道のブロック塀等の耐震化を図ることが必要な道路として定めるべ

きである。 

この場合、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令（平成七年政令第四百二十九号）第

四条第二号に規定する組積造の塀については、規則第四条の二の規定により、地域の実情に応

じて、都道府県知事が耐震診断義務付け対象建築物の塀の長さ等を規則で定めることができる

ことに留意すべきである。 

さらに、同項第四号の規定に基づく特定優良賃貸住宅に関する事項は、法第二十八条の特例

の適用の考え方等について定めることが望ましい。 
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加えて、同項第五号の規定に基づく独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社（以下

「機構等」という。）による建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する事項は、機構等が

耐震診断及び耐震改修を行う地域、建築物の種類等について定めることが考えられる。なお、

独立行政法人都市再生機構による耐震診断及び耐震改修の業務及び地域は、原則として都市再

生に資するものに限定するとともに、地域における民間事業者による業務を補完して行うよう

留意する。 

ニ 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及  

都道府県耐震改修促進計画においては、四を踏まえ、個々の建築物の所在地を識別可能とす

る程度に詳細な地震防災マップや避難路沿道耐震化状況マップの作成について盛り込むととも

に、相談窓口の設置、パンフレットの作成・配布、セミナー・講習会の開催、耐震診断及び耐

震改修に係る情報提供等、啓発及び知識の普及に係る事業について定めることが望ましい。特

に、地震防災マップの作成及び相談窓口の設置は、都道府県内の全ての市町村において措置さ

れるよう努めるべきである。 

また、住宅の建て方別の耐震化の状況の把握、地域における地震時の危険箇所の点検等を通

じて、住宅・建築物の耐震化のための啓発活動や危険なブロック塀の改修・撤去等の取組を行

うことが効果的であり、必要に応じ、市町村との役割分担のもと、町内会や学校等との連携策

についても定めるべきである。 

ホ 建築基準法による勧告又は命令等の実施 

法に基づく指導・助言、指示等について、所管行政庁は、優先的に実施すべき建築物の選定

及び対応方針、公表の方法等について定めることが望ましい。 

また、所管行政庁は、法第十二条第三項（法附則第三条第三項において準用する場合を含

む。）又は法第十五条第三項の規定による公表を行ったにもかかわらず、建築物の所有者が耐

震改修を行わない場合には、建築基準法第十条第一項の規定による勧告、同条第二項又は第三

項の規定による命令等を実施すべきであり、その実施の考え方、方法等について定めることが

望ましい。 

２ 市町村耐震改修促進計画の策定に関する基本的な事項 

イ 市町村耐震改修促進計画の基本的な考え方  

平成十七年三月に中央防災会議において決定された地震防災戦略において、東海地震及び東

南海・南海地震の被害を受けるおそれのある地方公共団体については地域目標を定めることが

要請され、その他の地域においても減災目標を策定することが必要とされている。こうしたこ

とを踏まえ、法第六条第一項において、基礎自治体である市町村においても、都道府県耐震改

修促進計画に基づき、市町村耐震改修促進計画を定めるよう努めるものとされたところであ

り、可能な限り全ての市町村において市町村耐震改修促進計画が策定されることが望ましい。 

市町村耐震改修促進計画の策定及び改定に当たっては、道路部局、防災部局、衛生部局、観

光部局、商工部局、福祉部局、教育委員会等とも連携するとともに、都道府県の耐震化の目標

や施策との整合を図るため、都道府県と協議会を設置する等の取組を行いながら、より地域固

有の状況に配慮して作成することが考えられる。 

また、市町村耐震改修促進計画に基づく施策が効果的に実現できるよう、法に基づく指導、

助言、指示等を行う所管行政庁と十分な調整を行うべきである。 

なお、市町村は、耐震化の進捗状況や新たな施策の実施等にあわせて、適宜、市町村耐震改

修促進計画の見直しを行うことが望ましい。 
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ロ 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標 

市町村耐震改修促進計画においては、都道府県耐震改修促進計画の目標を踏まえ、各市町村

において想定される地震の規模、被害の状況、建築物の耐震化の現状等を勘案し、目標を定め

ることを原則とする。なお、市町村は、定めた目標について、一定期間ごとに検証すべきであ

る。特に耐震診断義務付け対象建築物については、早急に耐震化を促進すべき建築物である。

このため、市町村耐震改修促進計画に法第六条第三項第一号に定める事項を記載する場合にお

いては早期に記載するとともに、二２の目標を踏まえ、要緊急安全確認大規模建築物及び要安

全確認計画記載建築物の耐震化の目標を設定すべきである。また、耐震診断の結果の報告を踏

まえ、耐震化の状況を検証すべきである。 

さらに、庁舎、病院、学校等の公共建築物については、関係部局と協力し、可能な限り用途

ごとに目標を設定すべきである。このため、国土交通省は関係省庁と連携を図り、市町村に対

し、必要な助言及び情報提供を行うこととする。 

ハ 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策 

市町村耐震改修促進計画においては、都道府県、市町村、建築物の所有者等との役割分担の

考え方、実施する事業の方針等基本的な取組方針について定めるとともに、具体的な支援策の

概要、安心して耐震改修等を行うことができるようにするための環境整備、地震時の総合的な

安全対策に関する事業の概要等を定めることが望ましい。 

また、庁舎、病院、学校等の公共建築物については、関係部局と協力し、耐震診断を行い、

その結果の公表に取り組むとともに、重点化を図りながら着実な耐震化を推進するため、具体

的な整備プログラム等を作成することが望ましい。 

さらに、緊急輸送道路については、沿道の建築物の耐震化や橋梁の耐震補強、高盛土の対

策、無電柱化等について連携を図りながら一体的に推進することが重要であり、道路部局等関

係機関と密に連携し、施策の推進を図ることが考えられる。 

法第六条第三項第一号又は第二号の規定に基づき定めるべき道路は、沿道の建築物の倒壊に

よって緊急車両の通行や住民の避難の妨げになるおそれがある道路であるが、例えば緊急輸送

道路、避難路、通学路等避難場所と連絡する道路その他密集市街地内の道路等を定めることが

考えられる。特に緊急輸送道路のうち、市町村の区域内において、災害時の拠点施設を連絡す

る道路であり、災害時における多数の者の円滑な避難、救急・消防活動の実施、避難者への緊

急物資の輸送等の観点から重要な道路については、沿道の建築物の耐震化を図ることが必要な

道路として定めるべきである。 

このうち、現に相当数の建築物が集合し、又は集合することが確実と見込まれる地域を通過

する道路、公園や学校等の重要な避難場所と連絡する道路その他の地域の防災上の観点から重

要な道路については、同項第一号の規定に基づき早期に通行障害建築物の耐震診断を行わせ、

耐震化を図ることが必要な道路として定めることが考えられる。 

また、通学路等の沿道のブロック塀等の実態把握を進め、住民の避難等の妨げとなるおそれ

の高い道路についても、沿道のブロック塀等の耐震化を図ることが必要な道路として定めるべ

きである。 

この場合、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第四条第二号に規定する組積造の塀

については、地域の実情に応じて、市町村長が耐震診断義務付け対象建築物の塀の長さ等を規

則で定めることができることに留意すべきである。 

ニ 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及 



５．建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針 

     

109 

市町村耐震改修促進計画においては、四を踏まえ、個々の建築物の所在地を識別可能とする

程度に詳細な地震防災マップや避難路沿道耐震化状況マップの作成について盛り込むととも

に、相談窓口の設置、パンフレットの作成・配布、セミナー・講習会の開催、耐震診断及び耐

震改修に係る情報提供等、啓発及び知識の普及に係る事業について定めることが望ましい。特

に、地震防災マップの作成及び相談窓口の設置は、全ての市町村において措置されるよう努め

るべきである。 

また、住宅の建て方別の耐震化の状況の把握や地域における地震時の危険箇所の点検等を通

じて、住宅・建築物の耐震化のための啓発活動や危険なブロック塀の改修・撤去等の取組を行

うことが効果的であり、必要に応じ、町内会や学校等との連携策についても定めるべきであ

る。 

ホ 建築基準法による勧告又は命令等の実施  

法に基づく指導・助言、指示等について、所管行政庁である市町村は、優先的に実施すべき

建築物の選定及び対応方針、公表の方法等について定めることが望ましい。 

また、所管行政庁である市町村は、法第十二条第三項（法附則第三条第三項において準用す

る場合を含む。）又は法第十五条第三項の規定による公表を行ったにもかかわらず、建築物の

所有者が耐震改修を行わない場合には、建築基準法第十条第一項の規定による勧告、同条第二

項又は第三項の規定による命令等を実施すべきであり、その実施の考え方、方法等について定

めることが望ましい。 

３ 計画の認定等の周知  

所管行政庁は、法第十七条第三項の計画の認定、法第二十二条第二項の認定及び法第二十五条

第二項の認定について、建築物の所有者へ周知し、活用を促進することが望ましい。なお、法

第二十二条第二項の認定制度の周知に当たっては、本制度の活用は任意であり、表示が付され

ていないことをもって、建築物が耐震性を有さないこととはならないことについて、建築物の

利用者等の十分な理解が得られるよう留意すべきである。 

（平二五国交告一〇五五・平二八国交告五二九・平三〇国交告一三八一・令三国交告一五三

七・一部改正） 

 

附 則 

１ この告示は、建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律（平成十七年法律第百

二十号）の施行の日（平成十八年一月二十六日）から施行する。 

２ 平成七年建設省告示第二千八十九号は、廃止する。 

３ この告示の施行前に平成七年建設省告示第二千八十九号第一ただし書の規定により、国土交通大

臣が同告示第一の指針の一部又は全部と同等以上の効力を有すると認めた方法については、この告

示の別添第一ただし書の規定により、国土交通大臣が同告示第一の指針の一部又は全部と同等以上

の効力を有すると認めた方法とみなす。 
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